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緒論　哲学とは？　そして本書は

　大学の哲学概論の授業などでは、最初の時間に、哲学とは何かという講釈がひとくさりおこなわれるのが慣ならわしになっております。これでもう学生諸君は大抵ウンザリしてしまいます。

　私事にわたりますが、私は哲学概説や哲学史の授業を担当していた当時、哲学とは何ぞやという定義から始める伝統的な哲学講義を物笑いにして済ませるのが常でした。

　それが、どうでしょう？　この本では哲学とは何ぞやという話から始めようという風ふ情ぜいです。しかし、私としては、勿論、普通の流儀に従おうというのではありません。哲学とは何であるか、十全な定義や説明をあらかじめ与えておくことなど不可能です。

　ここでは、ただ、この本の性格や狙いを前もって了解していただくための一助として、また、哲学は六むつケか敷しいと言われるけれども、意図を知ってしまえば別段そう六ケ敷いものではないという見通しをつけていただくために、若干の前口上を述べておこうというだけの話です。暫くご辛しん抱ぼういただきたいと念おもいます。


哲学の対象

　哲学とは一体なにを解明しようとしているのかイメージがつかめない、とよく言われます。それには無理からぬ事情がたしかにあります。学問と呼ばれるものには、普通、それぞれ固有の研究対象がきまっており、その範囲が事前に大体わかっております。ところが、哲学の場合、「哲」という特別な研究対象・研究領域があるわけではありません――理科系であれ文科系であれ、いわゆる諸科学がそれぞれ固有の対象領域をもっているのと大違いです――。おまけに、数理哲学、自然哲学、法哲学、社会哲学、歴史哲学、文化哲学、宗教哲学……というように、哲学はいろいろな領域を研究対象にします。

　そこで、こういう言い方がされます。哲学には固有の研究対象領域はないのだ。しいていうならば、哲学はありとあらゆる領域を研究の対象にする。ただ、研究の方法が諸科学とは違うのだ、云々。この言い方には一理が認められます。しかし、その場合、では哲学に特有な研究方法とはどういう方法なのか？　このことが大問題になりましょう。また、哲学の内でも最も原理的な部門とされる存在論・認識論・実践論といった分野は、果たして諸科学と研究対象は共通で方法が違うだけなのか？　このような疑問がさっそくに生じ得ます。諸科学はあれこれの存在するものについて研究するのに対して、哲学は存在することやそのことの意義を研究の対象にする、という言い方がされたりもします。という次第で、哲学に固有の対象領域もある、と主張する余地があり、方法が違うだけだとは必ずしも言い切れません。

　或る種の人々は、そこで、哲学は、人生いかに生きるべきか、このべしということを理論的に究明する学問である、と規定したがります。諸科学は対象がいかにあるかを解明しはするが、いかにあるべきかを直接には教えない。科学はたかだかのところいかにあるべきかの判断材料を提供するにすぎない。また、宗教はいかに生きるべきかを説きはするが、それを命じたり、信じさせたりはしても、宗教それ自体はいかに生きるべきかのべしを理論的に究明するものではない。教義学がそれを究明するときにはすでに一種の哲学になっている、云々。

　またもや私事にわたりますけれど、私は以前には「哲学はいわゆる人生哲学とは全く別だ」「哲学は価値や当べ為しの問題を扱うにしてもあくまで理論的な学問だ」という言い方をしておりました。教壇で哲学を講じる場合、哲学とは人生哲学なりと規定するわけにはまいりません。西洋哲学史の主流、西洋哲学説の中枢は、何と申しましても理論哲学にあるからです。しかし、存在論と価値論、理論哲学と実践哲学とが分離しているというのも正常とは思えません。哲学にも部門・分野があるにしても、全体としての哲学体系はべしを説く形になっているべきだ、という主張も十分なりたちます。

　私としてはいわゆる人生哲学に限定的に規定するつもりはありません。がしかし、哲学体系が総体としては、ないし、哲学が終局的には、べしを説くべきだという考えに賛成です。そのさい、ただし、人生というものは真空中で営いとなまれるものではありませんから、そして環境的世界（社会的・文化的な環境ひいては人類生態学的な環境）は人々の営なみを通じて改造されるものでありますから、当べ為しの問題は、いかに生きるべきかという人生態度の問題ばかりでなく、環境的世界をいかに在らしめるべきかという世界再編（自然改造・社会変革・文化革命）の問題をも含む所以ゆえんとなります。


ヒュポダイム批判

　ところで、哲学の方法とも関わることなのですが、「哲学は常識批判である」とか、「哲学は科学批判である」とか主張するむきもあります――「批判」という日本語はとかく欠点をあげつらう方面にアクセントがかかりがちですけれども、批判クリテイツクというのは吟味・検討の意味でして、全面的に賛成・追認してしまうケースをも含みえます――。

　常識であれ科学であれ、信念や知識というものは、個々別々に成り立っているものではなく、相互的に調整された秩序態をなしております。なるほど、後の時点から省かえりみたり、十分反省的に検討してみたりしますと、相互的調整といってもかろうじて齟そ齬ごをかくしているだけで、論理的につきつめれば不協和を孕はらんでいることがあります。常識の場合、主張内容にとかく曖あい昧まいなところがあり、真偽・正否の判定基準らしきものが漠然としていますので、不協和が尖鋭化しないまま柔構造の安定性を保つ傾向が強いと申せます、だが、この点では、科学と常識とは程度の差しかないと言うこともできます。このさい、当事者たちは不協和を明識しない信念や知識の秩序態、そこでの基幹的発想の枠組みをヒュポダイムと呼ぶことにしましょう。

　このことを踏まえて、哲学は常識や諸科学のヒュポダイムの批判に従事する格別な一学問である、という主張も登場し得ます――「格別な」というのは無論「偉えらい」といった含みをもちません。普通の学問が自明の理、わかりきったこととみなしてもはやそれ以上に吟味・検討しようとはしない通念的既成観念をことさらに批判・討究する変り種だねというだけの意味です――。この主張は哲学の学問上の性格を良く言い当てていると思います。

　哲学が六ケ敷いという印象を与える最大の理由も、じつは哲学がヒュポダイムの批判に従事するところにあります。哲学が無駄な思弁だと思われやすいのも同じ理由からです。人々が、科学者たちをも含めて、わかりきったこと、自明の理だと思い込んでいることがらについて、何故そうなるのか、果たしてそれは正しいのだろうか、などと問い進み、検討や説明を試みようというのですから、無駄な思弁的努力だといって冷笑されるのもわからぬ話ではありません。批判的討究の結果、通念そのままで良いのだという単純な追認的結論を出すような場合には、無駄な努力だったと言われても確かに仕方がないかもしれません。が、単純な追認であれば、いかに酔狂な哲学者でもいまさら発表はしないことでしょう。いやしくも哲学者が理論的表明をおこなう場合、常識や科学が自明の真理だとみなしている事柄が、じつは正しくないのだ、真実にはこうなのだ、といって新しい見解を表明するのが普通です。新しい見解といっても、もしそれが、旧来のヒュポダイムの大枠内での新説にすぎない場合であれば、割合いと容易に理解もされ、承認もされることでしょう。学問上の新説と呼ばれるものでも、たいていはそういうものにすぎません。そうであってさえ、それを理解し当否を判定するためには一定水準の教養や相応の専門的知識を必要としますので、解説的知識のゆきわたっている通説を理解するのよりは困難なのが道理です。ところが、哲学の場合、人々が自明の理だと思っている事柄、それもしばしば〝自明すぎて〟ことさらには意識されることもなく暗黙の大前提にされている事柄、そういう事柄に関して異を唱え、新しい見解を表明しようとするケースが多いものですから、なまなかなことでは理解されません。

　一般に、つまり、科学や常識の次元での議論についても言えることなのですが、人々が自明の事実として〝知って〟いる事柄を多少の理屈をつけて追認する議論であれば、簡単に理解されます。それにひきかえ、通念に反する主張、自明の理とされている事柄に異を唱える議論、これは賛成を得にくいという以前に、見解を理解してもらうこと自体に多大の困難がともないます。自明だとされている事柄について、それが決して自明ではないことに気付かせ、再検討の必要性があると納得してもらうだけでも大仕事です。ましてや、人々がこぞって自明の真理だと信じ込んでいる命題がじつはこうこうしかじかに間違っている旨を説得的に指摘するのは大変な作業です。そのうえ、正しくはかくかくなのだと説明し賛同を得ようという段になると、絶望的な困難に直面します。黙殺どころか、迫害や嘲笑さえも覚悟せねばなりません。哲学における真に新しい見解ともなれば、旧来の哲学的ヒュポダイムとさえ対質することになりますので、哲学者仲間からすら理解されない羽目におちいります。

　ともあれ、人々が自明の真理とみなしている命題が誤っていることを指摘し、代案を提唱しようという場合、ヒュポダイムを異にするのが普通ですから、発想法が通念とは体系的に相違するわけです。ですから、たとえ言葉が通じたとしてもなかなか理解されません。


哲学と言葉の問題

　「たとえ言葉が通じたとしても」とただいま申しました。が、じつは、哲学の場合、言葉を通じさせること自体が大困難なのです。

　世間では、哲学は非常に特殊な専門用語を使うから理解しにくい、と思われているむきがあります。哲学にも勿論専門用語はあります。しかし、数学、物理学、化学、生物学……、法学、政治学、経済学……、こういった専門的科学のそれぞれがもっている厖大な専門学術用語群と比べてみますとき、哲学の専門的単語は案外と少ないのが実情です。日本でこそ翻訳を通じて導入された専門的哲学用語がかなりあることは否めませんが、西洋の哲学者たちが使う用語はほとんどが日常語です。哲学における言葉使いの六ケ敷さ、言葉の通じにくさは、特殊な単語を使うことにあるのではなく、日常的用語を使いながらも意味が日常的用法とズレている場合が多いことに因よるものなのです。

　言葉というものは通念に見合う意味の体系を形成しております。言葉は、既成観念を表わすのには好都合ですけれども、既成観念には納まらない異質の発想を表現するのには甚はなはだ不向きです。さりとて、新言語を創造するわけにはまいりませんし、たとえ哲学言語を創造したとしてもそれを通常の言語に翻訳できなければ話になりません。そこで既成の言語を使って表現しようと試みる次第なのですが、普通の使い方をしたのでは普通の意味に、つまり既成観念での意味に受け取られてしまいますので、既成観念には納まらない（時としては既成観念に反する）哲学的な見解を表明しようとするさいには、涙ぐましい努力をすることになります。それは、日常的用語を使いつつも、意味内容のズレが伝わるような工夫にかかります。定義風に語義を明示する場合も当然ありますが、いちいち術語的に定義してかかるわけにもまいりませんので、限定的形容をいくつも重ねたり、但書きを挿入したり、という手法が用いられます。そこで、哲学論文の文章は、日常語と語義がズレており、限定的形容が多く、しかも構文の入り組んだ難解晦かい渋じゆうな文章になりがちです。発想になじみにくいばかりか文章までも奇けつ態たいときますから、哲学論文はどうしても六ケ敷いという印象を与えてしまいます。

　哲学のとっつきにくさ、六ケ敷さは、しかし、言葉そのものの問題ではなく、根本的には、それが普通には自明の理とされている事柄をことごとしく掘り返し、往々にして通念に異を唱えること、通念的ヒュポダイムを批判すること、この学問的特性に由来する次第なのです。


今日的課題

　哲学は常識や科学の知識的・信念的体系の原理的・枠組的な次元、つまり、ヒュポダイムに対する批判という性格をもつと申すことで、哲学の対象や方法についても、おおよその了解が得られたことかと念おもいます。

　ヒュポダイムと一口に言いましたが、これ自身に、位階的な区分を設けることができます。諸科学それぞれにヒュポダイムが認められますし、いわゆる科学革命に応じてヒュポダイムが段階的・不連続的に変化していくことも認められます。これに応じるかたちで、哲学的批判の対象も部門的・段階的に分かれうる所以ゆえんとなります。

　哲学的批判の方法、つまり、ヒュポダイム次元での諸命題とその体系を吟味・検討していく方法、これには定った手続があるとは申せません。私としては、哲学的批判のあるべき方法を弁証法と呼びたいのですが、歴史上哲学の採ってきた方法がすべて弁証法的であったとはとうてい言うべくもありません。さしあたっては哲学には固定的な方法があるわけではないという消極的な言い方にとどめておきましょう。哲学は、或る種の科学のような実証主義をもっぱらとするわけにはいきませんし、公理からの演繹的な手続をとるわけにもいきません。実証とか、公理とか、論理とか、こういうことのヒュポダイムにまでさかのぼって哲学は吟味検討するからです。そこには吟味・検討の固定的な基準ですら存在しえません。

　哲学にとって特に問題となるヒュポダイムは、歴史的・文化的な一時代・一段階の全般を通ずる位階での地平的ヒュポダイムです。

　常識といい学問といいましても、歴史的・文化的な段階ごとにヒュポダイムを異にしていることが後代から省みるとき自覚されます。正しくは、一定のヒュポダイムを共有しているかぎりで、歴史的・時代的な文化圏なるものを分劃できるわけです。

　人類文化史的に見るとき、私どもは現在、十七世紀ごろからヨーロッパ主導で始まったいわゆる近代的文化の終焉期、それに代わる新しい文化史的段階の開始期に立会っていると言えるのではないかと思います。

　哲学はヒュポダイム批判に従事するとはいえ、その時代の大枠的思潮の追認的体系化の埒らちを出ない場合もあれば、当代の大枠的ヒュポダイムそのものに対する革命的批判＝批判的革命を体現する場合もあります。このこと自体、文化史的段階のどの局面に置かれているかによって大いに左右されます。

　顧かえりみれば、いわゆる近代ヨーロッパ的文化（いわゆる近代資本主義文明）という歴史的一時代、文化史的一段階の内部においても、下位的ヒュポダイムの併存・競合・対立がありましたし、階梯的な変化も何度かありました。が、上位的・基幹的な枠組はそこでも一貫しております。そして、今やこの基幹的なヒュポダイムの革命的批判＝批判的革命が切実な課題となっている次第なのです。

　近代的ヒュポダイムの根底的な吟味検討、それに代わるべき新しいヒュポダイムの自覚的な確立、これは何も哲学だけでなく、あらゆる知的活動の今日的課題のはずです。それは、哲学だけの力で達成されうるものではありません。哲学はいかに根底的な批判に従事するとはいえ、哲学自身も文化的一現象なのであり、時代的拘束を免れることなど不可能なことです。がしかし、哲学はヒュポダイム批判を自覚的に遂行する学問であることに負うて、革命的変動期には他に先駆けて現行の発想や信念を批判的に相対化し、新しいヒュポダイムの基本をいちはやく提唱するという〝怪け我がの功こう名みよう〟を遂げるものでもあります。それは、哲学が、悪く言えば抽象的な学問、良く言えば原理的な学問であって、具象的な枝葉に眼を奪われることなく、事柄の根幹に眼を向けることに負う〝怪我の功名〟と言えましょう。

　哲学するフイロゾフイーレン者は、今やこのことの自覚にもとづいて挺身すべき秋ときです。

　私はこれまで哲学というものを学問的一分科のように述べてきました。しかし、本当は哲学という分科があるわけではないのです。なるほど、専門的職業としての哲学教師は居るかもしれません。近代ヨーロッパ流の分業的学問体系においては、哲学という専門的学科が設けられてもおります。そこでは、数理哲学（数学基礎論）、科学哲学（科学基礎論）……法哲学、言語哲学……というように、個別諸科学が扱うのと同じ対象を独自の視角で研究する哲学部門、ないしは、諸科学おのおののパラダイムを個々に討究する専門的な哲学部門が形成されてさえもおります。哲学という母おや株から諸科学が次々に分家した歴史的経緯は諒解できますし、科学として独立できるまでに成長していない幼生が哲学という雑居家屋に残留しているといった現状にも謂いわれがないわけではありません。

　しかし、個別諸科学が独立独歩し、哲学からも離別しているという学問編制は、事柄の本性に即するとき、妥当とは認めがたいところです。現に、諸科学の内在的発展につれて、こんにちではもはや、かつて一昔前のように、個別諸科学がそれぞれ独立王国をつくっているという状況ではなくなってきております。量子化学とか分子生物学とかを引合いに出すまでもなく、生物現象の説明原理が化学に求められ、化学現象の説明原理が物理学に求められる……といった原理的統一化の傾動がいよいよ具体的に進展しており、社会科学の方面でもやはり原理的統一化の胎動が聞こえます。かつて或る種の人々が志向した統一科学（むしろ統一的〝哲学〟）が早急に実現するかどうかは別として、ともかく、昨今では、諸科学の統一的原理と個別的布置とが見え易くなってきていることは紛れもありません。諸科学が統一的ヒュポダイムを明識化し、おのおの自己の占める布置コンステレーシヨンを自覚化するとき、個別諸科学と哲学との併存という状態は止揚こくふくされることになりましょう。

　現時点では、専門諸分野それぞれの当事者たちが、おのおのヒュポダイム批判という哲学的省察フイロゾフイーレンに意を用いることが諸科学の閉塞を打開し、新たな科学革命を成じよう就じゆし、人類的学知の新紀元を拓くためにも、喫きつ緊きんの一当為となっているように思います。今や、自覚的なヒュポダイム批判、この哲学的営為が各方面の知的活動家に斉ひとしく強く求められる所以ゆえんです。


本書の狙い

　現在、広範な知的活動家アクテイヴイストに望まれるのは、いわゆる近代的科学文明の地平、近代的世界観（存在観・認識観・価値観などを含む広義の世界観）の基幹的ヒュポダイムを直ちよく截せつに吟味・検討する哲学的省察の大胆な推進です。諸分野ごとの剔てき抉けつ・討究のためにも、今や、この上位的・一般的ヒュポダイムの直截な吟味・検討が戦略拠点たりうるものと信ぜられます。

　世界観の基幹的ヒュポダイムの批判的検討という作業は、いわゆる科学批判（科学に関する認識論的・科学論的批判）というよりも、むしろ直截に、いわゆる常識批判（通念的教養知レヴェルでのヒュポダイム批判）に近い形のものとなりましょう。

　本書の直接的な主題・範囲はまさにこれに見合うものとなるはずです。哲学入門は哲学概論ではありませんし、自然哲学とその下位的諸部門、社会哲学とその下位的諸部門、文化哲学とその下位的諸部門といった個別的諸分野に立ち入った議論は期しません。本書では、「認識の問題」「存在の問題」「実践の問題」という三つの主題にしぼって近代的世界観の基幹的ヒュポダイムの批判的超克への「案内」（Einführung＝入門＝案内）を図りたいと念おもいます。

　近代哲学が体現してきた近代的世界観のヒュポダイムに関わる批判的検討と代案の粗描を、限られた紙幅で、しかも、分かりやすく論述しようというのですから、諸々の学説の網羅的な紹介・批判というスタイルは採りません。既成哲学についての特別な予備知識を一切前提することなく、こんにち常識的通念になっている認識観・存在観・実践観の枠組を読者と共々に反省・批判し、代案を考えて行く、という議論の運びにするつもりです。


第一章　認識するとはどういうことか


　この章ではいわゆる認識論の基礎的な場面を主題にします。今日では多くの人々が口にすることですが、哲学界では、近代ヨーロッパ流の「主観‐客観」図式の克服ということが枢要な課題になっております。「主観‐客観」図式の克服ということは、認識における「知る側」と、「知られる側」との区別と連関を抹殺してしまうことでは無論ありません。それは、「意識対象‐意識内容‐意識作用」という「三項図式」、近代哲学のこのドグマを克服して、新しい意識構造観を確立することに懸ります。

　三項図式のドグマは常識にまで根強く浸透しておりますので、本章では「知覚」や「判断」の構造に関する既成観念の批判的再検討から始めることになります。この作業は読者の常識とも正面から衝突することになりかねません。そのため、初めのうちは、違和感を招くかもしれません。もしそうであっても、重要な議論ですので、暫くのあいだ辛抱していただきたいと念おもいます。

　本章を通じて、従来の認識観・意識観を根本から改めるべき理由を説き、それに代わる「四肢的構造論」や「共同主観性論」の骨子を素描する予定です。

　「所与をそれ以上の或るもの〈所識〉として意識する」という意識構造における「所識」および「として」という基本概念が馴染みにくいことかと惧れて、かなり詳しく説明します。その部分が退屈にすぎるようでしたら、ひとまず読み飛ばして下さっても結構です。


　哲学入門は存在論から始めるのが常道かもしれません。しかし、哲学史の上で近代は認識論哲学の時代と呼ばれるほどでありまして、近代哲学の体現するヒュポダイムを見み据すえるには、認識観から見て行くのが好都合です。

　哲学的認識論は、認識の成立する心理・生理的な機構を研究するものではなく、認識の「権利」や「身分」を判定する学問だ、という言い方がしばしばなされます。認識と呼ばれる現象の成立機構を研究する認識心理学や知識社会学などの認識事実学とは別次元の哲学的認識論に固有の研究課題があることは確かです。真理とは何か、誤謬とは何か、それの判別基準は何か、認識の客観的妥当性や間主観的妥当性は、どのようにして、また、どのていどまで、保証されるのか、認識の権利・身分に関わるこのたぐいの問題――通常の認識事実学では暗黙の前提的了解が既成化していてことさらには問い進められない問題群――、それこそが哲学的認識論・認識批判学の中心的研究課題だとされます。事実問題と権利問題とを区別する配慮がたしかに必要ではあります。

　私どもとしては、しかし、認識事実学と認識権利学とを実際にはスッパリと分断できないという事情もあり、また、認識の事実的構造について認識論がほぼ共通の錯認を犯してきた事情もありますので、以下では半ば認識事実学的な次元から議論を起こすことにしましょう。


第一節　意識の存立構造

　近代西洋哲学は独得の意識観を確立した、と言われます。たしかに、近代哲学は特異な意識観を成立させ、その意識構造観に呪じゆ縛ばくされ続けてきました。この呪縛から脱するには、古代・中世の意識観に復帰するとか、東洋的意識観を採用するとか、このような措置では済みません。私どもにとっては、通念にまで浸透している〝近代的意識観〟を内在的に克服し、新しい意識構造観を確立することが要件をなします。

　意識と一口に言いましても、「対象意識」（何かについてしかじかと覚知する意識）と「自己意識」（意識しているということを自覚する意識）という二契機・二側面に分けるのが普通です。そして、近代哲学は、デカルトのコギトー（我惟おもう＝我意識す）以来、自己意識の側を格別に重要視してきました。しかし、ここではひとまず「対象意識」の側から問題にしておきます。

　対象意識は、感性的知覚意識と知性的思考意識とに分けられます。これら二種類の認識のうちどちらを重視するか、両者の関係をどうみるか、これをめぐってさっそくに学派的対立が生じるのですが、まずは諸学派にとって共通の了解事項をなしている知覚的意識の構図に目を向けましょう。

　近代哲学が、一二の例外こそあれ、ほぼ共通の了解事項としている知覚的意識の構図、これはおそらく読者御自身の既成観念ともなっているはずのものです。ですから、学説紹介の流儀においてではなく、以下ではしばらく、読者との共同的な自己検討として議論を進めることができようかと念おもいます。


カメラ・モデルの知覚観

　知覚とは、対象的事物から認識主体へと刺激が到来し、その到来した刺激が知覚心像というかたちで結像する、という仕組みで成立するものだ、読者はおそらくそう考えておられることでしょう。

　「先方むこうに対象が在り、当方こちらの知覚機構の内部に写像が形成される」という構図での知覚観、これを写真機カメラモデルの知覚観と名づけることにします。

　ところで、興奮状態や放心状態にある場合など、刺激はたしかに到来しており、結像機構も作動していると思えるのに、俗に謂いう「見れども見えず、聞けども聞こえず」という事態も生じえます。とすれば、結像しただけではまだ不十分なのであって、内なる像を心・意識の作用はたらきが〝見る〟とでもいう条件が加わってはじめて知覚的意識が成立するのだ、と考えられます。時としては、意識の作用が心像に加工や変様の影響を及ぼすこともあるように察せられます。

　ここに「意識対象‐意識内容‐意識作用」という三項図式が形成され、知覚の場合、それがカメラ・モデルの知覚論によってイラストレイトされることになります。

　読者は、この三項図式そのものがじつは大問題なのであると聞けば、非常に驚かれるでしょうか。単純な間違いというのではありません。根本的な再検討を要する大問題を孕はらんでいると申すのです。

　「そんな莫ば迦かな！　意識・認識の三項的構図それ自体は不動の真理のはずだ」と言われるかもしれません。「なるほど、結像の具体的な機構にはまだ十分には解明されていないところもあろうし、心・意識の作用がどのように働らくのかについても未知の部分が残ってもいよう。しかし、刺激受容‐心像形成‐心的能作、この構図的枠組自体は確定的な真理のはずだ」云々。おそらくそう思われるであろうほどに、カメラ・モデルの知覚観や三項図式は、近代的意識観の根本的ヒュポダイムなのです。

　だが、本当に、心像的意識内容というものが存在するのでしょうか？　また、実際に、意識作用というものが存在するのでしょうか？

　誤解のないように願いたいのですが、私としてはいわゆる意識現象の存在を決して否認しようとしているのではありません。感覚心像・記憶心像・想像心像が存在するように思える事情があることは確かです。また、刺激という一種の物理的存在が、神経生理的脳過程を介して、一種の心理的存在へと〝変換〟されるらしいと考えられる事情も納得できます。


知覚像投射説と先験的内在説

　問題の焦点は、さしあたり、知覚心像なるものの存在に懸かかります。知覚心像は認識する主体の内部に存在するとされます。が、今読んでいる本は、身体外部の机の上に知覚されますし、薔ば薇らは庭先に知覚されます。「主体の内部」に在るはずの〝本の知覚像〟や〝薔薇の知覚像〟が主体の外部に覚知されるわけです。この体験的事実を説明しようとして、二通りの理論が登場します。一つは「知覚像投射説」であり、もう一つは「先験的内在説」です。

　第一の「知覚像投射説」によれば、知覚的心像は主体の内部で形成され、本来の在り場所は主体の内部なのであるが、それが体外に投出・投射されて、対象物の表面に貼はり付つけされるのだ、と説明されます。知覚心像の投射・貼てん付ぷという無意識的機制メカニズムの結果、知覚像は内部ならざる外部、つまり、対象物の実在するその客観的な場所・位置に知覚されるのだ、というわけです。知覚主体（人間だけでなく或るレヴェル以上の動物も知覚主体と認められます）はずいぶんと優れた能力を持っているものですね！　刺激源泉たる事物の在り場所を一瞬のうちに正確につきとめ、方向と距離を誤またずに知覚像を投射・貼付する！　射撃の名人も顔色なしです。

　だが、本当に、投射とか貼付とかの擬物理的過程が実在するのでしょうか？　そこまで主張する論者は居そうにありません。論者たちは、投射というのは一種の比喩にすぎないのだ、と弁解します。素朴自然な人々（現代でも幼児など）は現にいま見えている有様（知覚風景的情景）がそのまま実在の有様であると信じておりますが、論者たちは、色あり音あり香ありの知覚相がそのまま実在相とは認められないのだということ、知覚相は主観的なものなのだということ、このことを指摘したいだけなのだと弁解します。宜よいでしょう。でも、論者たちは、知覚相が主観的ということの理由づけとして、知覚相＝知覚的心像は主体の内部で形成されたものだということに頼っております。カメラ・モデルのこの発想は維持されているということ、そして写像がカメラ内部のフィルムの場所ならざる被写体の場所に見えるというおかしな事態を説明しようとして投射を云々するのだということ、ところが、投射のオカルト的神秘性に気付いて比喩にすぎないと逃げていること、私どもはさしずめこのことを確認できます。

　しかし、こういう論者式の逃げ腰では、実際には比喩にさえなりえていないと評さるべきでしょう。投射・貼付の現実的機構・実在的な過程を明言できないかぎり、主観的なものが何故また如何にしてあの外部的位置に見える（知覚される）のか、肝心な説明が不首尾です。そこで投射などということを顚てんから言わないですむ第二の説明方式の出番になります。

　第二の「先験的内在説」によれば、知覚風景界、この知覚されている有様はそっくり先験的主体の内部に納おさまっている意識内容＝心像にほかならない、とされます。「本」は身体外部の机上に知覚され、「薔薇」は身体外部の庭先に知覚されるとはいえ、身体外部というときのその「身体」なるものも、それが現に見えており、現に触ふれられているかぎり、やはり、「本」や「薔薇」と同様、写真像たるにすぎない、と論者たちは言います。知覚風景界全体が写真像なのであって、「身体」の外部に「本」や「薔薇」などが位置を占めているとはいっても、この情景全体が〝写真の画面内〟での布置にすぎないのだ、というわけです。なるほど、論者たちは、知覚像が〝身体の外部に見える〟という事実を見事に説明してくれました！　先験的主体とやらの導入によって、もはや「投射」などというオカルトは不要です。

　だが、本当に、知覚風景界全体が、「この身体的存在＝私」をも含めて、そっくりそのまま先験的主体とかいう〝写真機〟の内部の〝乾板フイルム〟に写っている像にすぎないのでしょうか？　論者たちの考え方では、知覚風景界は夢の世界に擬なぞらえることもできましょう。夢の世界には他人や自身も登場し、夢見ている最中には見えているものどもに実在感もそなわっておりますが、見えている夢の世界はそっくり主観内部に納っている、と常識的には考えます。知覚風景世界もその点では同様で、ただ、一生涯醒さめない夢だ、という話になりましょう。

　ここで肝要なことは、〝夢の比喩〟を論者たちに押しつけることではありません。論者たちの考え方からすれば、「この身体的存在＝私」、つまり、知覚風景界に登場していて現に此こ所こに見えており触さわることもできる生なま身みの「この私」も、机上に見えている「本」や庭先に見えている「薔薇」などと同様、一つの〝知覚心像〟にすぎない（先験的主体の内部に納っている〝心像〟の一つにすぎない）とされるに至っていること、このことの指摘が差当ってのポイントです。

　論者たちにあっては、なるほど、写真機カメラモデルの知覚観が墨ぼく守しゆされてはおります。がしかし、話が出発点とはまるで違ってきてはいないでしょうか？　出発点においては「この身体的な存在＝私」こそがカメラの筈でした。ところが、今では、「この身体的存在＝私」も「本」や｢薔薇」と並ぶ一つの写真像にすぎないということになっております。論者たちによれば、本物のカメラは「先験的主体」とやらであって、「この身体的存在＝私」ではない（「この私」は〝夢の中の登場人物の一人〟ないし〝乾板上の写像の一つ〟にすぎない）ということになってしまいました。

　先験的カメラ装置などというものが実際に存在して、それが知覚風景写真を撮とるなどと本気で主張する者はまさか居りますまい。が、論者たちは、いわゆる身体外部的知覚相を説明するばかりでなく、人々が日常〝生なま身み〟と称している「この身体」といえども、色あり匂いあり肌触りありの知覚相にあるかぎり、そのまま客観的実在ではなく、知覚相にすぎないということを説明する方式として、「先験的主観」とか「先験的主観への内在」とかを説く次第なのです。論者たちの企図は理解できます。しかしながら、先験的カメラ機構とやらが具体的に提示されないかぎり、論者たちの説明方式は実質的には譬たとえ話の域を出ないと評さざるを得ません。

　という次第で、「先験的内在説」も、「知覚像投射説」がそうであったのと同様、一見したところカメラ・モデルで知覚を説明しているようでいて、肝心な説明に成功してはおりません。


先験的主観主義の二つのタイプ

　読者は先刻からもうウンザリしておられることでしょう。「投射説」や「内在説」では成功しないということは初めから判りきっている、と言われるかもしれません。では、伺いますけれど、読者御自身は事態をどう説明されるのでしょうか。

　課されている問題情況を再確認しておきますと、（A）「対象から刺激が到来して主体の内部で知覚像が結ぶ」という了解から出発して、（B）「知覚的に意識されている世界の風景は、そこに登場している色・匂・肌触りのある〝この身体的存在＝私〟をも含めて、そのまま客観的実在ではなく、知覚相にすぎない」という命題を日常的経験事実と矛盾しないようどう説明するか、これが課題でした。

　写真機モデルというのは（A）の了解を言い換えたものであり、そこからすれば、知覚風景界はカメラの内部（乾板フイルム上）に在る筈です。出発点においては各々の「私」がカメラのつもりでしたところ、知覚風景界は「私」の外部に展ひろがって見える（知覚される）という厳然たる事実をどう説明するかという段になって、「知覚像投射説」という説明方式と「先験的内在説」という説明方式とが登場する次第となりました。しかし、先刻御覧の通り、どちらも成功したとはいえません。

　それでは、第三の説明方式が果たしてあるでしょうか？　ズバリお答えしますと、カメラ・モデルを採るかぎり、色々と理屈をこねてみたところで、結局は投射説のヴァリエーションか内在説の新種でしかありえず、本質的に新しい第三の方式はあり得ない、と私は思います。

　誤解しないで下さい。私としては、何も、第三の方式がありえないから、投射説か内在説かのどちらかの変種で自足しようというのではありません。「意識対象‐意識内容‐意識作用」という三項図式（カメラ・モデルの知覚論が前提にしている「主観‐客観」図式）を前提的了解事項とするかぎり、投射説か内在説かのどちらかが関の山で、第三の途はないと言うのです。「三項図式」というヒュポダイムそのものを放棄するしか途がない、と申しているのです。

　教養のある読者に限って、ここで頑固に抵抗されることでしょう。「客観的対象‐心像的観念‐意識的能作」という三項図式を放棄しようとすれば、客観的対象という実在項を否認する主観的観念論に陥るか、または逆に、意識的現象を否認する素朴的唯物論に陥るか、眼に見えている、と言われるかもしれません。それにまた、認識論における陣営的な対立は「模写説」対「構成説」なのであって、投射説か内在説かは副次的なことがらにすぎない、と指摘されることも必ひつ定じようです。

　慥たしかに、これまでの認識論においては、模写説と構成説とが二大陣営を形成してきたのでして、投射説などほとんど相手にもされませんでした。主として「内在説」の大枠内で模写説と構成説とが対立してきたというのが実情です。「対象‐内容‐作用」という三項図式の埒らち内ないで、まさに当のヒュポダイムを共通の前提としつつ、模写説対構成説の争いが続いてきた次第でした。

　となりますと、読者の多くがウンザリされようとも「内在説」はそう簡単にあしらえる代しろ物ものではありません。先験的内在説は、夢に擬なぞらえてその構図を指摘すると、いかにも非現実的な印象を与えるかもしれません。が、夢と申しても、それは並なみの夢ではなく、人々が日常まさに「現実」と呼んでいるもののことです。しかも、先験的内在説は、色あり音あり香あり……の知覚風景的世界を以って、それをそのまま実在だと思いがちな素朴な常識を批判しつつ、それがそのままで客観的実在なのではないこと、それはさしあたり主観的知覚相にすぎないこと、このことを教えます。先験的内在主義・先験的主観主義が近代講壇哲学における圧倒的主流派でありえたのも判らぬ話ではないのです。

　正規に論じる場合には、カント学派や現象学派などの先験的主観主義の認識論を丹念に紹介し、内在的に批判する必要が当然あります。しかし、ここでは、次のことを述べただけで話の先を急ぎたいと念います。

　一口に先験的な主観（超越論的主観）と言いましても、先験的主観なるものを経験的主観たる各人を包み込む〝大きな主観〟（〝神〟のような絶対的・普遍的な主観とされる場合と、論理的に要請しただけの超個人的主観とされる場合と、これら二つの場合がありますが、ともあれ）〝超個人的主観〟を一つだけ立てるタイプと、先験的主観なるものを結局のところ各人に〝内在〟させ、人口と同じ数の多数の先験的主観を立てるタイプと、二つのタイプに分かれます。

　第一のタイプでは、知覚の成立機構といった事実問題は心理学に委せると称して〝高尚な議論〟をもっぱらとします。そこには判断論の方面などでは聞くべき主張が展開されてはおりますけれど、知覚的意識の具体的構造は哲学の問題外とされます。

　第二のタイプは、先験的主観を各人に〝内在〟させる構図を採る結果、〝心を内に宿す身体的存在＝私〟という常識と似た構図になります。従って、色々と理屈はこねても、知覚風景界が「私」の外部に展ひらけた有様で現に知覚されるという事実を説明する段になると、結局のところ、投射説の軍門に降らざるをえない破目に陥ってしまいます。

　右の言い方はいかにも粗あらっぽすぎますが、しかし、先験的主観主義の第一のタイプが知覚の現実的機構を独自に説くべくもないことは容易にお察しいただける筈です。そして、第二のタイプが、先験的主観主義の元来の構図で謂いえば〝内・外〟を逆転させてしまい、先験的主観を「この身体的存在＝私」に〝内在化〟させる構図を採るかぎり、〝身体外部的に見える〟知覚現象を説明するためには「投射説」を暗黙に認めるのほかないという事情も、お判りいただけると念います。


三項図式の倒錯性

　読者は、ここで却かえって、次の疑問を懐かれるかもしれません。

　投射説は肝心なところで〝比喩〟にしかならないにしても、先験的主観主義よりはまだしもましではないのか。近代認識論の主流が圧倒的に「内在説」に傾いた理由を解しかねる。生理・心理学的知覚研究は、明示的あからさまにはなるほど投射などとは言わないけれど、心理学者たちは、知覚風景界が身体外部に展ひろがって見える現実を謂いわば当然の事実として認めているのであり、「内なる心理現象」の「外部投射」ということを暗黙のうちに〝承認〟してしまっているのではないか。第二のタイプの先験的主観主義はまさにそうであろう。また、第一のタイプの先験的主観主義も、知覚の事実的機構の研究は実証科学に委ねると放言するさい、心理学の〝暗黙の投射説〟を〝それで止むを得ぬ〟と認めている筈である、云々。

　こうなりますと、建前上はともかく、実際問題としては、実証的心理学者も、第一・第二両タイプの先験的主観主義者も、皆斉ひとしく「知覚像投射説」を〝採用〟しているという話になりかねません。そうであれば、カメラ・モデルの知覚観の見地からは、却って話がスッキリするようにも思えます。

　実情はどうでしょうか。先には、投射説においては、まるで射撃の名手のように、知覚像が対象物の実在する場所に精確に投射・貼てん布ぷされることになる、と申しておきました。しかし、じつを言えば、これは「知覚像投射説」の持上げすぎです。「先験的内在説」が哲学的認識論では主流派をなし、投射説が相手にされない理由もそこにあるのですが、知覚心理学上の実証的なレヴェルで言っても、そううまく知覚像の投射がおこなわれているとはとうてい言えないのが実態です。

　簡略ながらもこのことを指摘し、「対象‐内容‐作用」という近代認識論のヒュポダイムをなす三項図式の倒錯性を正面から論定する手掛りとしましょう。

　ここでは、無論、投射という事実過程の有無を論者たちに問い詰めるなどという野や暮ぼはいたしません。知覚像投射がおこなわれているものと〝承認〟したうえで、果たして知覚像投射が成功裡に達成されているかどうか、本当に〝刺激源泉〟たる〝実在物〟の場所に的てき中ちゆう的に投射されているかどうか、投射される知覚像の大きさ、および、現物の在り場所との照合的一致性に検討の的まとを絞しぼります。断わるまでもなく、幻覚とか錯覚とかの〝例外的〟事態は問題外とし、もっぱら〝正常な知覚〟の場合だけを話題にします。


視認上の距離と実測上の距離

　さて、いま、並なみ木きを眺めている場面をお考え願います。遠方の樹は段々に小さく見えます。どういう知覚像が投射されたのでしょうか。実物の大きさとは違う小さな心像が投射されたのか？　もしそうならば、知覚相と現物相との照応性は多分に疑わしくなります。それでは、原寸大の知覚像が投射・貼付されたのだが、遠方に在るがために小さく見えるだけなのか？　もしそうなら、貼付された像をもう一度見る（もう一度縮小して知覚する）ということになってしまいます。どうやら、距離に応じた縮小像が結像し、それが投射される、ということらしいのですが、問題は投射・貼付される場所です。もし場所が狂っていれば、知覚的に現認されるその場所に刺激源泉たる実物が実在するとは言えなくなります。実情はどうでしょうか。

　視覚上二倍の距離に見える場所は、普通の場合、物差で測ってみると四倍ほどもあります。物差で実測された場所的距離を客観的と認めることにしますと、見える場所すなわち投射・貼付された場所は、客観的場所から距離的に大幅にズレていることになります。視界においては、また、地面・床面が足許もとから遠い所ほど上方に、つまり、まるで坂上りのように見えます。が、物理的には、坂になっているわけではなく、平面です。ということは、物の見える位置、視覚像の投射・貼付される場所は、物理的現物の場所から方向的にもズレているということになります。視空間・視界の遠近法的パースペクテイヴ構造とも相即するこのズレは一般的・必然的ですから、視認上見える位置（視覚像の投射・貼付されている位置）に現物（刺激源泉）が実在するというテーゼは成り立ちません。知覚的に現認される場所に現物が実在するという保証はないのです。

　ここは空間論を展開する段ではありませんが、後論とも関係するかぎりで、「位置」という問題について一言し、投射説にも若干の助け舟を出しておくべきかもしれません。

　「位置」というとき、私どもは日常、視覚的位置と計測的位置（視空間的位置と物理空間的位置）とを微妙に統合しております。物の見えている位置、例えば、今、野球をネット裏で観戦している場合、投手の見えている位置、まさにあの位置に投手が実在するように覚知されます。それは、捕手よりむこうで、二塁よりこっち、一塁手からいえば右前方、三塁手からいえば左前方のまさにあの位置です。見たところ「本塁‐二塁」間の中央よりも投手はかなり後方に見え、投手の位置はむしろ「本塁‐中堅手」間の中点近くに見えます。そのさい、私どもは、もし人が物差で測るとすれば、投手の位置は「本塁‐二塁」のほぼ中央であり、「本塁‐中堅手」の中点よりはるかに手前であること、このことを承知しております。見える距離は遠方になるほど寸づまりになっていることを十分承知しております。

　では、私どもは日常「投手はあの見えている位置には実在しないのだ、彼の実在する場所は見えているあの位置よりもはるかに後方だ」などと意識するでしょうか？　測量技師さんあたりなら日常的にもそう意識なさるかもしれませんが（もしそうならお気の毒に野球なんて観ておれないことでしょう！）、普通の人間は、遠近法的収縮を承知しつつも、投手はまさにあの見えている位置に居るのであり、ボールはまさに三遊間のあの見える位置に飛んでいるのであり……というように、視認上の位置をそのまま実在的位置だと見み做なします。野手が、「ボールはあの方向、あの位置に見えるけど、計測的・客観的には違うのだ」などといちいち考えていたら、エラーを仕出かすこと必ひつ定じようです。見えている位置に即して対処してこそ正確にキャッチできるのです。見えている位置がそのまま実在的な位置！　その証拠というわけではありませんが、誰かが物差を携えて投手の位置を計測しているのを観察するとします。物差は本塁から遠ざかるにつれて段々短く見えるようになっていきますが、測量手がどの位置（までの距離）を測るかといえば、やはりあの投手の見えている位置を測るのです！　計測上の位置も視認上の位置と同じ位置なのです！　目測と実測では距離の値は違うかもしれませんが、位置は同じなのです。

　という次第で、視認上の位置、見えている位置が、とりもなおさず、実在的な位置である、という覚識には十分の謂いわれがあります。――人は、しかし、他方で、計測距離にもとづいて物理的空間なるものを規定し、その物理空間的な位置にプロットし直すこともします。ここに視空間的位置と物理空間的位置とのズレが生じ、見えている位置は物理的位置よりも手前側にズレている、という認識が成立する次序となるわけです。

　体験的には、しかし、ともあれ、こうして「見えている位置がそのまま実在的位置である、ただ、その位置までの距離が短縮的に見えるだけである」という命題が一応は妥当します。

　省みれば、「知覚像が刺激源泉たる実在物の場所に投射・貼付される」という投射説の主張は、右の限りでは、存外当っており、投射位置や投射方向のズレを指摘した先の立論は、物理的計測空間に即しての指摘にすぎなかった、ということになります。

　問題の焦点は、ここでさしあたり、一体なぜ、また、いかにして、投射・貼付される知覚像、つまりは、知覚主体内部で形成される知覚心像は、原寸大ではなくして、縮小型（距離の短縮もこれの一ケース）になっているのか、この件に移行します。


視覚像が結ばれる場

　ここに大手を振って登場してくるのが、あのカメラ・モデルです。先刻来カメラ・モデルの知覚論に対しては〝悪口〟を言ってまいりました。が、視覚風景像の遠近法的縮小という右の事態を幾何光学的結像理論で鮮かに説明できるところから、カメラ・モデルの視覚論が登場し、それが知覚理論全般に推し及ぼされたのだという事情、この歴史的経緯は認められねばなりません。また、視覚装置の「眼球‐網膜」機構が写真機カメラ方式になっていることも事実であり、このことの実証的知見に支えられてカメラ・モデルの視覚理論が確立したのでした。

　近代になって成立・確立したカメラ・モデルの視覚論が、古代や中世の先行的理論に比べて、格段と優れた説明能力をもっていることも認められます。だからこそ、カメラ・モデルの知覚観が鞏きよう固こなヒュポダイムとなって定着している次第でもあるのです。

　それでは、カメラ式機構によって結像した縮小写像が投射・貼付されるという投射説が正しいとでもいうのでしょうか？　勿論、否ノン！　です。しかも、否認の力点は、投射・貼付というところにあるのではなく、むしろ、カメラ式の内部的結像ということ、写像的心像が一旦知覚主体の内部に在るということ、この心像内在説の部面に懸かかります。

　莫ば迦かな！　と読者は叫ばれるでしょうか。「投射・貼付というオカルト的過程を否認するのならまだしも話はわかる。が、事もあろうに、内部的結像、心像の内在を否認しようとは！」といって呆あきれられるかもしれません。

　私とて、無論、視覚装置が一種のカメラ機構になっていることは否認しません。視覚現象の機構的説明という段になれば、誰しもこの事実を否定するはずがありません。だが、カメラ・モデルで知覚という心理現象・意識現象（正しくは、いわゆる「視覚風景的」現相）を説明しようとするとき、決定的な陥穽おとしあながあることを自覚せねばなりません。ポイントは「内部的心像」という件にあります。

　認識主体の内部に感覚心像・記憶心像・想像心像といった心像というものが存在することは確定的であるかのようにとかく信じられております。この信念は、知覚心像よりも、記憶心像や想像心像の存在という思念おもいこみによって強く支えられているようにも見受けられますが、これら表象心像についてはすぐあとで検討することにして、まずはカメラ方式による写像の仕組みで形成されると信じられている〝内なる視覚像〟から考えていきましょう。

　周知の通り、眼球を上じよう手ずに抉えぐり出して、網膜の部位を眺めてみますと、そこに対象物の倒立像が目撃されます。（歴史的にいっても、この事実が、カメラ・モデルの視覚論の確立にとって決定的でした）。しかし、です。像が見えるのは、従って、網膜上に像が在ると思うのは、肉眼を具えた観察者が、肉眼という視覚装置で見るかぎりでのことです。果たして、脳中枢が網膜像を見るでしょうか？　比喩として、脳中枢が網膜像を見る、という言い方がされるのはわかります。が、比喩には限界や陥かん穽せいがつきものです。「脳中枢が見る」とか「心が網膜像を見る」とか、比喩的に語るとき、「脳中枢」や「心」が「見る」視覚装置を具そなえているということが暗黙の含意になっておりましょう。単なる比喩であれば、文句をつける筋合いではありません。しかし、視覚の説明としてそれが持出されるとき問題です。脳中枢や心とやらは「肉眼的視覚装置」を具えていないはずでして、文字通りに網膜の光化学的状態を「見る」ことはできない道理です。「見る」と比喩的に説明しているとき、主体の内部に謂うなれば〝小人〟ともいうべき、肉眼装置を具えたもう一人の人間を秘かに住み込ませ、その小人に見させている始末なのです。

　これを、比喩としては認めても、説明としては認めないというのは次の理由からです。何事の説明が求められているのかと言えば、「肉眼を具えた人間が対象物（の光化学的な物理状態）を見るとはどういう機構的事態であるか」ということです。しかるに、論者たちの比喩的説明では結局のところ「肉眼を具えた小人が網膜（という物理的対象物の光化学的な状態）を見るという機構的事態である」という答え方になっております。この説明方式では、「何故Ａなのか」を説明するのに「Ａだから」と答えているようなものです。肉眼を具えた小人が内住するのでないかぎり、網膜上を見ることも、そこに像が（映って）在ると認知することも、およそ不可能な道理でしょう。摘出眼の網膜上に肉眼を具えた観察者が映像を目撃したことから、脳中枢ないし心が網膜像を見る、という仕組みでの視覚論を構築したのは見事な陥穽おとしあなだったと申さねばなりますまい。

　一般化して、カメラ・モデルの知覚論においては、乾板フイルム像という映像が装置内部に存在するという了解になっております。が、しかし、写真機内部の乾板上に本当に「映像というもの」が存在するのでしょうか？　なるほど、乾板上に一定の光化学的な状態（物質的状態）が存在します。そして、肉眼を具えた人間がその乾板を肉眼的視覚装置で見るときには、乾板上に像が見えます。ここまで申せば、あの網膜像の場合と話は同じだということがおわかりいただけると念おもいます。カメラ装置の「内部に」「像が在る」わけではないのです。肉眼を具えた人間が窺のぞき込むかぎりで、その肉眼をもつ視覚主体にとって、乾板上に像が見える、これに尽きます。カメラ・モデルの知覚理論は、肉体的知覚装置を具えた小人を（脳中枢ないしは心に）内住させ、説明されるべき事態をそっくりそのまま説明する理由的機構に摩り替えてしまうナンセンス、論理構造上のナンセンスに陥っている次第です。

　「知覚心像」という「もの」が主体内部で形成されて、それが投射・投出されるわけではありません。神経生理学的・脳生理学的に立論しようというのであれば、しかじかの神経生理学的状態（網膜上でのしかじかの状態、脳中枢でのかくかくの状態、等々）のとき、かくかくの知覚的意識状態（例えば、机の上の場所に定位された本の知覚、庭先に定位された薔薇の知覚、等々）が現成する、とりあえずこのように記述さるべきでしょう。結像ということを強しいて言いたいのであれば、意識にとっては、知覚は、意識内部ならざる、知覚風景的空間内部のあれこれの定位置に〝結像〟する、ということになります。このさい、知覚風景なるものが装置内部に在る心像界ではないこと、神経生理学的身体機構の外部にまで展ひろがって存在すること、知覚とはそういう定位的な現相覚知（知覚風景に登場しているこの身体の内部的位置への定位、例えば、歯痛や腹痛をも含む）であること、このことは敢あえて申し添えるまでもありますまい。


記憶や想像が泛かぶ場

　ところで、「知覚心像」なるものが、まるで物が袋に納ってでもいるかのようなかたちで知覚主体の内部に存在するわけではないこと、写真機的フィルム像が装置に内在するわけではないこと、これは納得されたとしても、しかし、表象心像（記憶心像・想像心像、等々）が意識主体（の心の中）に内在するという思念おもいこみは容易には払ふつ拭しよくされないのではないかと惧おそれます。

　今ここではまだ「心というもの」「意識というもの」が主体の内部に宿っているという想念ノーシヨンの検討には立入りません。ここでひとまず検討しておきたいのは「表象心像」とやらの内在説です。

　記憶像や想像像は裡うちに泛うかぶという言い方がされます。たしかに、瞼まぶたの裏うらあたりに像が泛かぶように感じられる場合もあります。しかし、果たして、表象像というものは、いつも身体内部的な場所に覚識されるでしょうか？

　今、水道の栓コツクを捻ひねろうとしているとします。蛇じや口ぐちから水の出る情景が想像的に泛かびます。今度は、栓を締めます。いましがた水の出ていた情景が記憶的に泛かびます。このような場合、想像表象や記憶表象は、蛇口（という知覚風景界の一存在）の場所に、つまり、身体外部的な定位置に、泛かびます。机の上の筆箱を眺めるとき、直接には見えていない面や内部の状態が、記憶や想像で、その場所に泛かびます。省察してみれば、知覚的風景情景はそのいたるところ記憶像や想像像によって補充されております。記憶や想像は、身体内部（の心の中）とやらに泛かぶとはきまっておらず、このように、知覚風景的世界内の定位置に泛かんでいる場合があります（もはや、知覚風景的世界そのものが、そこに登場しているこの身体をも含めて、心中に在るのだ、とは仰言おつしやらないで下さい）。

　表象像は、なるほど一般論としては知覚風景世界の定位置に現出するわけではないにせよ、しかし、眼を開あけて回想・想像するかぎり、この身体の外部的な場所に泛かぶのがむしろ普通ではないでしょうか？　例えば、昨日の会議の様子を回想するとします。会議場全体の情景が眼前のやや前方に、まるで半透明のスクリーンに映し出されているかのように泛かびます。〝半透明〟ですから、知覚風景の背後的部分は透すけて見えます。そして、知覚と混同されることはありません。ただ、その半透明のスクリーンが垂たれている位置は、確定的でなく、どこと明示的に言うことは叶かないませんけれど、知覚風景的空間の大枠内に属しつつ、知覚的に登場しているこの身体の外部であることは紛まぎれもありません。明日の遠足の情景を予想するような場合も、やはり同断です。夢から睲めた場合も、夢の情景は頭の中に定位されるわけではなく、やはり〝眼前の半透明のスクリーン〟に映し出されたかの様態で、この身体の外部的な個所に記憶・回想的情景が泛かびます。眼を瞑つむって瞼に泛かべる場合、それは知覚風景世界が体感的範囲に縮小化している極限的なケースにすぎない、と言えるかもしれません。

　こうして、表象的心像と呼ばれるものも、体験的・内省的な事実に即するかぎり、決して、一般には、身体の内部に泛かぶわけではありません。念頭に泛かぶとか、心に泛かぶとか、この種の言い方は、あの〝半透明スクリーン空間〟が知覚風景的空間（素朴実在論的な思念では〝実在的外部空間〟）とは別であること、この区別的覚識に応ずる表現にすぎないのではないでしょうか。「知覚風景的空間がそもそも心中の観念的な世界にすぎないのだ」と宣のたまう哲学者氏ならいざしらず、日常的体験意識に即するかぎりは、内部表象説がストレートに出てくるとはとうてい思えません。

　表象心像の内在説は、おそらく、他人が泛かべている記憶像や想像像が外部からは見えないこと、自分の泛かべている表象像ですら外部から見たり触さわったりできないこと、この事実を〝説明〟しようとして案出された一種の日常的な説明理論ではないでしょうか。日常的な意識においては、他人がどのように知覚しているかは何とか〝見える〟と思っておりますが、それにひきかえ、表象となると外部からは感知できません。人は、この体験的事実を説明しようとして表象は各自の内部に私蔵されていると考えるのではないかと忖そん度たくされます。各自の内部というブラックボックスに内蔵されているために外部からは〝見えない〟のだ、というわけです。あの〝心中に泛かぶ〟という感じや記憶や想像を裡うちから繰くり出すという想念などとも相あい俟まって、〝内蔵されているが故に外部からは見えないのだ〟という思念が定着するのでしょうけれど、これは一つの説明方式ではあっても、およそ唯一合理的な説明とはあながち認められません。それは「心像」なるものをまるで「物」みたいに収納できるかのように扱っておりますけれど、誰しも、いくら身体を割って取出そうとしても「心像なるもの」が体内のどこかに納まっているわけではないということ、文字通りの意味で「内蔵」されているわけではないということ、このことを併せて（自己矛盾を犯しつつ）承知しているはずです。実情は、内蔵ということではなく、表象的な意識現象は外部知覚の流儀では現認できないたぐいのものであるということ、このことに尽きます。あまつさえ、上述しましたように、当人自身の意識態においては、記憶表象や想像表象は、むしろ身体外部的な〝スクリーン〟上に泛かぶのが実情です。


不可知論・独我論の顚末

　私どもは、以上、いわゆる知覚像もいわゆる表象像も決して認識主体の「内部に在る」わけではないことを確認してきました。その過程で、カメラ・モデルでの内部的結像論が妥当しえないことをも確認しました。

　「外的対象‐内的心像‐意識作用」という三項図式、この近代的認識観・意識観のヒュポダイムが誤っているのです。なるほど、能作的意識と意識的現認相と対象的自体相、これら三項を区別的に設けることが顚てんから不当だとは申しません。対象自体と現識相との区別ということが必要とされることも私は認めます。だがしかし、さしあたり「心像的意識内容」なるものが認識主体に「内在する」という観方は決定的に誤謬であり、従って、近代的意識観のヒュポダイムをなす「三項図式」は断乎として卻しりぞけられねばなりません。

　考えてもみて下さい。「三項図式」を採るとき、対象を直じかに認識することはできず、主観が直接に認識・意識できるのは「内なる心像」だけだということになります。（哲学史上、これを「意識の命題」とか「内在性の命題」とか「現象性の命題」とか呼びます。）また、こうして「意識対象」から分断された「意識内容‐意識作用」は各自の内部にあり、その都度における各自の意識態であるということになります。（これを「意識の各私性の命題」と呼びます。）

　「三項図式」と相即するこれら二つの命題、すなわち、「内在性の命題」および「各私性の命題」から、対象自体（物自体）は不可知である（何故なら認識したとたんにそれは「意識内容」になってしまっているから）という命題、および、他人の意識は不可知である（何故なら認識したとたんにそれは「私の意識」になってしまうから）という命題、これら二つの「不可知性（認識不可能性）の命題」が〝論理必然的に〟導かれます。

　近代認識論が「（物自体）不可知論」と「他我認識不可能論」（ひいては独我論）を何とか振り払おうとして、色々な〝間接的認識可能論〟を案出しようと努力を重ねながら、整合的たろうとするかぎり、根本の大前提に禍わざわいされて、どうしても不可知論・独我論を理論的に克服できない仕儀に陥ったのも、要するに「三項図式」のしからしめるところだったのです。

　「三項図式」わけても「心像内在説」を採るところから、「知覚像投射説」と「先験的内在説」という二極的な迷論が生じ、近代的認識論は、一部のフェノメナリズム（および素朴実在論）を除けば、総じてこの二極的迷論の埒らち内ないで七転八倒のソフィスティケイションを積み重ねて来た次第でした。今や、「心像内在説」ひいては「三項図式」を端的に克服した新しい意識構造論のヒュポダイムを確立すべき秋ときであるという事情を御理解いただけたことと念おもいます。


意味としての所識

　私どもとしては、既成観念をできるかぎり放逐して、日常的体験場面、知覚風景的なフェノメナルな（＝現にアルがままの）現相を正視するところから再出発する途に就きましょう。

　フェノメナルな現相といっても、そして、それを体験する意識にとってはそれがいかに直接に現前していようとも、省察してみれば多種多様に媒介されて成立していることが判明します。が、物理・生理的な認識機構による媒介とか、歴史的・文化的な影響による媒介とか、このような次元を論ずる前に、その前梯的作業として、まずは知覚風景的現相を現認されるがままに記述・分析するところから始めることにします。但し、現相的分節態（心理学者はおそらくこれを「地グルント」から分凝して顕出した「図フイグール」と呼ぶことでしょう）どうしの相互的連関を表面的・外見的に記述するのではなく、個別的現相の内的存立構造の分析から始めるのがここでの方略です。

　さて、知覚風景に現前する各々の現相は、その都度すでに、直接的な与件・所与あたえられているものより以上・以外の〈或るもの〉として覚知されております。もっとも、当事者の直接的意識においては「直接的な所与」と「それ以上の或るもの＝所識」という構造的二契機が常に必ず区別的に現識されているとはかぎりません。しかし、いささか省察してみると、現相が「所与‐所識」の二肢的構造態になっていることに容易に気がつきます。

　例えば、街並を眺めるとき、道路は遠方へと先細り・坂上りに見え、遠くの自動車は甲かぶと虫のように、人物は蟻ありのように小さく見えます。しかし、〝実際には〟道路は先細りでも坂上りでもないこと、〝実際には〟自動車や人物は〝見え姿〟よりもはるかに大きいということ、このことを人は直覚的に意識しております。人がもし、見えるがままの先細り・坂上りに実際になっていると信じているとしたら、遠近法的配景パースペクテイヴの覚識は成立しないでしょうし、そしておそらく、街並は書かき割わりのようにしか感じられないことでしょう。

　直接的所与相と実際的所識相とのこの区別化的統一という事態は、視覚だけのことではありません。今、遠くから響いてくる鐘の音や潮の香は微かすかですが、〝実際には〟もっと大きな音であること、もっと強い匂いであること、このことをも人は直覚的に意識します。――〝実際には〟とはどういうことなのか、それの権利・身分はどうなのか、また、〝直覚的〟にそう意識するといっても、過去の経験の記憶的媒介に因るはずではないか、このたぐいのことが早速に問題になりえますが、ここではしばらく、現在的知覚意識の二肢性そのことにもっぱら留目することにします。

　直接的所与相より以上の所識相とは何でしょう？　知覚像と並んでもう一つ（記憶的ないし想像的な）表象像が泛うかぶのでしょうか？　知覚像と連想的に表象像が泛かぶ場合もたしかにあります。また、例えば、塀へい際ぎわから犬の首だけが見えるような場合、所与的知覚像を補完して全身相を表象したりもします。しかしながら、知覚像と別途に、ないし補完的に、いつも表象像が泛かぶわけでは決してありません。知覚像と連想的ないし補完的に表象像の泛かぶ場合もあるために却かえって事態を把えにくい嫌きらいがありますけれど、知覚的所与以上の「所識」というのは表象像ではありえません。

　知覚的所与とは別途に表象像が泛かぶことなくしても、所与が端的にそれ以上の所識相で意識されうるということは、遠近法的配景の覚識が直ちよく截せつであり、見えている情景と別に（それに重ねて）原寸大の表象風景が泛かぶわけではないという一事を挙げただけで、御理解いただけるかとも念います。が、微妙なところですので、もう少し敷ふ衍えんしておきましょう。

　例えば、電話に出て、声を聞いただけで相手が誰であるか判るような場合があります。そのさいにも、なるほど、知人某の俤おもかげが泛かぶこともありえましょう。だが、声を聞いただけで誰だか判る瞬間にいつも俤が泛かぶというものではないこと、況ましてや、俤が泛かぶことではじめて誰某と認定できるというわけではないこと、まさに声だけで判るのだということ、このことまでは認めていただけるはずです。なかには、しょっちゅう間違い電話をかけて来る人物もいます。こちらはその人物を見たこともなく、俤を泛かべるすべもないのですが、〝またあいつだ〟と判ります。この例では、つまり、声という知覚的所与を、それとは別途に何ら表象像を泛かべることなく、端的に所与以上の或るもの＝所識として覚知していることが明白だと思います。

　音声的な知覚所与がそれ以上の所識態を現成せしめるという右の例は、希ねがうらくは読者に、言語的記号＝が所与、意味＝が所識、という構制を連想させることでしょう。私としては実際それを図ったのです。

　話を聞いているとき、あるいはまた、文章を読んでいるとき、意味を意識しますが、意味なるものが表象像のかたちで泛かぶわけではありません。小説や詩を読むようなさい、表象像が泛かぶ場合もありますけれど、学術論文を速読するような折にはおよそ表象像が泛かびはしないこと、それでいて意味理解・意味現識は円滑に進捗すること、このことは容易に認められると念います。

　所与がそれ以上・以外の或るものとして覚知される「所識」、この〈或るもの〉のことを私は認知論的場面では「意味」と総称します。

　ところで、非言語的な場面にまで拡張・一般化しつつも、ともあれ「所識」を「意味」と呼ぶとあれば、あらためて「所識＝意味」は「表象」ではないのかという考えが読者の念頭をよぎるかもしれません。況いわんや、私も先に、連想的ないし補完的に表象の泛かぶ場合もあることを認めているにおいておやです。明示的・顕在的にいつも表象が泛かぶわけではないとしても、陰伏的・潜在的には必ず表象が泛かぶのではないか。そして、その表象こそが知覚的直接所与以上・以外の「意味的所識」にほかならないのではないか。このように思われかねません。


意味的所識は表象的心像ではない

　ここでは、まだ「意味的所識」の何たるかを正面から積極的に規定する段ではありませんが、とりあえず、補完的ないし連想的に表象が泛かぶ場合であっても、その表象がそのまま意味的所識であるわけではないこと、意味的所識は表象とは別であること、このことを簡略に述べておきましょう。

　知覚的現相といいましても、現実の体験意識におきましては、決してカメラ・モデルが要求するような厳密な射映的（つまり、一定の視角から写真に撮ったような）見え姿ではなく、しかも、そこには記憶とは想像とかの表象が〝混入〟〝補完〟しているのが普通です。が、知覚現相に直截に混融している表象的要因は、所与的契機ではあっても所識ではありません。このような直截な補完的・混入的な表象契機については絮じよ言げんを要しますまい。

　紛まぎらわしいのは、連想的な表象が泛かぶケースです。これは、意味論上の「意味＝心像」説の機縁とさえもなります。さて、例えば、電話の声を聞いて知人某の俤おもかげが泛かぶような場合、連想的に泛かぶ当の表象それ自身が意味的所識なのかといえば、そうでないことは簡単な省察で判ります。所識的な或るものは知人某そのものなのであって、彼の表象像ではない、と申したのでは、悪い言葉遊びに受け取られかねません。が、「所識的な知人某は、単なる彼の声ではないのと同様、単なる彼の俤的表象ではない」「声がそれに縁よってそれ以上・以外の知人某としての〈所識〉が覚知される所与であるのと同様、俤的表象もそれに縁ってそれ以上・以外の知人某という〈所識〉が覚知される所与である」と申したいのです。｢記号的与件‐意味的所識」に比定する流儀で言えば、声が〝記号的与件〟であるのと同様、俤も〝象形文字的〟ないしは〝挿絵的〟な〝記号的与件〟なのであり、これら記号的〝所与〟が〈知人某〉という〝意味〟的所識性において覚知されるのです。連想的に泛かぶ表象像は、〝挿絵的〟与件、つまり、知覚的記号与件と並ぶもう一つの与件たるにすぎず、それら与件が斉ひとしく〈知人某〉という一個同一の意味的所識性において覚知されるわけなのです。

　意味的所識は決して連想的に泛かぶ表象像ではないというテーゼは重要ですので、もう少し述べておきます。例えば、小学生時代の友人にバッタリ会ったとします。瞬間的に同定でき、そこでの知覚像とは別に表象像など泛かばないのが普通でしょう。が、時として、その友人の少年時代の俤が泛かぶこともありえます。しかし、そこでの知覚像を同定するのは、あくまで友人某としてなのであって、少年時代の童顔表象と同定するのではありません。ここでの事態は、譬たとえて言えば、目の前の彼と、旧い彼の写真と、二つの与件が並んで存在しているようなものです。

　所識的な〈或るもの〉は、いわゆる〝個体的自己同一体〟とは限りません。いわゆる〝類種的本質同一態〟でもありえます。例えば、眼前の二匹の犬を〈犬〉として同定する場合、ないしは一匹の犬を見て、時としては、声を聞いただけで、〈犬〉として認定する場合など、意味的所識は〝類種的本質同一態〟であると言えます。このようなさい、知覚的な与件とは別に犬の表象像が泛かぶこともありえます。がしかし、その表象像が所識的意味なのではないこと、それはたかだか〝挿絵的〟な副表象にすぎないこと、このことはもはやくどくどと申し述べる必要もありますまい。

　以上で、とりあえず、知覚的現相は、単なる所与以上の所識的〈或るもの〉として覚知されるという二肢的二重性の構造態になっていること、そのさいただし、所識的〈或るもの〉というのは表象像ではないこと、ここまでは御了解いただけたことと念おもいます。意味的所識の何たるかについてまだ積極的に規定しておりませんけれど、次のことも併せてお含みいただけているのではないでしょうか。すなわち、カメラ・モデルの知覚論では、知覚的現認相は対象物の模像であると了解し、「対象物を知覚的模像のかたちで覚知する」という構図で考えるのに対して、私どもの場合、「記号‐意味」的構制で了解すること、しかもそれは極めて広義な記号的構制であって、譬えて言えば、化石的与件から〝復元的〟〝構成的に〟古生物を覚識したり、症候的与件を手掛りにしながらしかじかの病気として認知したりする構制とむしろ庶ちかいということ、このことです。

　ここで却かえって次の疑念を生むかもしれません。「対象を心像として写像的に受容する」という写真モデルは「認識存在論上の構図なのであって、論者たちも具体的な認識手続においては、心像的与件を手掛りにして対象的実相を〝構成的に復元〟するはずだ。仰々しく異説を唱えているようでいて、実質的には旧来と同じことにすぎないのではないか」という疑義がそれです。私としてはそんな単純な失態を犯しているつもりはありません。が、この嫌疑に答えるには、次章第三節に俟またねばなりません。

　尚なお、知覚現相に即して申した認識的意識の二肢的な構造は表象現相に関しても妥当します。このことは、補完的ないし連想的に泛かぶ表象がそのまま所識なのではなくそれは却って所与的契機にほかならないことを上述したさいの論理構制を想起していただければ、すでに彰あきらかな筈です。

　茲ここで惟おもいますに、「所与をそれ以上・以外の或るものとして覚知する」という構制は、「判断」の構制にほかなりません。普通には、感性的に知覚することや、表象を泛かべることは、「心像を受容的に（心が）〝見る〟」だけのことであって、判断以前的である、と考えられております。が、私どもの見たところでは、いわゆる知覚や表象からしてすでに「所与をそれ以上・以外の所識として覚識する」という判断的存立構造を呈しております。就いては、知覚的意識や表象的意識の存立構造を見極めるためにも、判断の意識構造を分析することが要件をなします。

　正規に論攷する場合には当然本節内で関説しておくべき論点を幾つも留保したままにしておりますが、また、短絡的な臆断や性急な一般化を敢て辞せなかった論点も幾つかありますが、それらの論点をも可能なかぎり掬すくうことを期しつつ、今や判断的意識の存立構造の分析に主題を移すことにしましょう。


第二節　判断と態度決定

　判断は、通常、「主語‐述語」構造態として扱われます。哲学や論理学で謂いう主語‐述語は、文法学に謂う主語‐述語とは少々ズレる部面があり、超文法的メタ・グラマテイカルな主語‐述語構造ということが云々されたりもします。――例えば「この紙は白い」という文章において、通常の文法では「紙」は主語として扱われますが、哲学や論理学での判断論においては、往々、先の文章は「これは紙である、その紙（であるこれ）は白い」という二重判断に分析され、文法上の主語である「紙」は、第一判断の「超文法的述語」とされ、そこでは「これ」（ないし「x」）が超文法的主語とされます。

　私どもとしては、「所与‐所識」成態における「所与」契機を判断論上の主語、そして、この主語的所与がそれ以上・以外の或るものとして述定的に覚知される当の「所識」を判断論上の「述語」と呼ぶことにしましょう。

　ところで、思考というものは、従って、判断というものは、旧来の既成観念においては、心像に対する意識作用の一定の操作的関わりであるものと了解されているのが普通です。知覚的受容や記憶的再生や想像的創造によって獲保されている内なる心像を素材とし、それらを結合したり分離したり（場合によっては要素的に分解したうえで、新たな要素複合成体を形成したり）する操作が思考的活動にほかならない、というわけです。

　この発想法では、まるで、事物を生身の人間が扱うように、内なる「心像」という「もの」を心という名の内なる〝小人〟が操作する、という構図になっております。この描像は所詮は比喩にすぎないと言って論者たちは逃げを打ちますが、いつしか比喩が説明原理に摩り替えられがちでして、私どもは、よほど用心してかからねばなりません。前節で検討しましたように「心像内在説」がそもそも妥当しないからには、この「心像操作説」は比喩としてさえもともと失当なのです。

　私どもとしては、〝意識するとは心像を現前的に把持することだ〟〝意識するとは心像を内から見るという構図の事態だ〟〝思考するとは心像的与件を結合・分離的に操作することだ〟というたぐいの意識観・思考観を根底的に批判・超克し、判断論の革あたらしいヒュポダイムを確立しなければなりません。


判断は表象結合ではない

　近代哲学における判断観にあっては、「主語‐述語」構造というものは「主語表象‐述語表象」という心像どうしの複合体である、（ないしは、少なくとも、「心像の複合体を基礎にしてはじめて成立するものである」）と主張されます。勿論、判断が意識の内部だけで完結するとは必ずしも主張されません。「判断主語の間接的な実在関与性」が云々されたり、「判断述語の超越的意味性」が云々されたりもします。がしかし、判断意識の内部構造に関していうかぎり、あの「三項図式」を前提しつつ、主語表象と述語表象との結合・分離という心理的事態が成り立っているものと前提されております。

　私どもとしては、これに対して、――表象が泛うかぶ場合もあることを認めるにせよ――判断というものは、一般論として、決して、主語表象と述語表象との表象的結合・分離ではないということ、このことをまずは表明します。

　人は、例えば、「ピンポン球は白い」と判断するような場合、球形の表象像と白という色彩の表象像とを結合的に思い泛かべるのが普通でしょう。このような体験が支えになって、判断とは主語表象と述語表象との心像的結合である、という思念おもいこみが生じます。がしかし、多少とも省察してみれば、表象的結合が内省的に見出されるのはむしろ例外的なケースにすぎないこと、そして、それら例外的なケースにおいてすら泛かぶ表象像は謂いわば〝挿絵的〟な副表象であるにすぎず、判断の本質は表象どうしの結合・分離に存するわけではないことが判ります。

　卑近なところから指摘してまいりますと、結合・分離説を採る人々は、否定的判断（精確には後述の「消極形命題」）においては主語表象と述語表象とが分離されると主張しますけれど、果たして否定的表象分離ということが内省的に見出されるか、このことからしていささか疑わしいと申さざるをえません。否定判断はどのみち論者たちの弱い所ですので、論者たちが強いつもりの肯定判断に主として即しながら考えてみましょう。

　例えば「千角形は千の角をもつ」「空気は透明である」「２の平方根は無理数である」「高等数学は六ケ敷い」といった判断において、果たして、主語表象・述語表象なるものが泛かび、それらが結合されるでしょうか？　何らかの表象が泛かんだとしても、それらはとうてい主語概念の内容・述語概念の内容ではなく、たかだか〝挿絵的〟ないし〝シンボル的〟な副表象にすぎないはずです。尤も、例えば「７ハ素数ナリ」とか、「正義ハ不滅ナリ」とかのように、主語も述語も抽象概念であるような場合、記号（音声・文字）表象が必ず泛かぶのではないか。そのことは認めます。記号的表象が泛かんだとしても、それら記号表象の〝心像的な結合・分離〟が生ずるかどうかは疑問です。だが、このさい、それが生ずるものと譲ってみましょう。こう譲ったとしても、単なる記号表象どうしの結合・分離にすぎなければ、それは判断とは認められますまい。記号的結合・分離態の〈意味〉が〝読み取られ〟てはじめて判断になりえます。記号的表象は、なるほど単なる〝挿絵的表象〟や〝シンボル的具象〟とは別であるにしても、肝要なのは、記号的表象与件それ自体ではなく、その記号的表象与件がそれとして意味理解される〈意味的所識〉のはずです。

　このように省かえりみますと、「知覚現場的判断」であれ「概念思考的判断」であれ、主語ないし／および述語が具象的コンクリートなものを指す場合には具象的な像が泛かびうるにしても、主語も述語も抽象概念である場合には（抽象概念に関してはシンボリックな〝挿絵的表象〟すら泛かびにくいので）せいぜい記号的表象くらいしか泛かびません。そして、具象的表象が泛かんでさえ、それはそれ自身が概念的意味なのではなく、それに縁よって意味的所識性が覚知される〝挿絵的表象〟たるにすぎませんし、判断内実はとうてい表像的結合・分離ではありえない道理です。

　判断における主語にせよ述語にせよ、それらの記号的契機やそれらが副次的に伴いうる〝挿絵的表象〟契機はともかくとして、意味内容はそもそも表象的な心像ではないこと、従って、判断的意味成態は表象的心像の〝結合・分離〟態ではないこと、このことを銘記して、私どもの見地から、判断における主語‐述語構造態を規定し返す作業に転じましょう。


「所与」と「所識」

　私どもとしては、上述しておきました通り、判断における超文法的メタ・グラマテイカルな「主語‐述語」構造を「所与‐所識」構造の一種類として位置づけます。

　「所与」的契機というのは、前節での導入的議論にさいしては、ひとまず、知覚像的与件や表象像的与件といった〝直接的意識与件〟の謂いいであるかのような述べ方をしましたが、そのように規定したのではじつは極めて不精確・不適切です。「所与」という特定種類の自存的なものが在るわけではありません。知覚像とか表象像とか、旧来の意識観において〝意識内容的心像〟と呼ばれていた〝直接的与件〟をそれに擬したのは、従来の認識論的議論との接点を設けつつ、批判的に対決して行くための暫定的方便としてでした。

　「所与」というのはあくまで「所識」との相関的規定項なのであって、例えば、「内側‐外側」という相関的規定において独立自存の「内側というもの」が存在しないのと同様、それ自身を独立に指定できるような「所与というもヽのヽ」は実在しません。その都度の「所識」との一定の関係（後に述べる「として」関係、すなわち「等値化的統一」関係）に立つかぎり、ありとあらゆるものが「所与」たりうるのです。

　「内側‐外側」成態との類比でもう少し説明します。或る「内側‐外側」成態は更なる外側との関係では、当の「内側‐外側」成態全体が今や内側になります。それと同じように、或る「所与‐所識」成態は上位の所識との関係では、当の「所与‐所識」成態全体が、ないしは、その構造的契機たる所識契機が、今や所与になりえます。下階にとっての上階が、更なる上階にとっては下階たりうるわけです。ないしはまた、下階にとっての天てん井じようが上階にとっての床ゆかたりうるわけです。

　だが、「内側‐外側」構造体には〝絶対的な内側〟ともいうべき〝中心点〟なるものが存在するのではないか。それと類比的に、絶対的・窮極的な所与が存在するのではないか？　こう借しや問もんされるかもしれません。或る種の論理からすれば〝窮極的所与〟〝純粋所与〟が論理構制上要請されることを認めるに吝やぶさかではありません。がしかし、〝中心点〟というものがそれ自体で実在しないのとやはり同様に、〝純粋な所与〟というものが特定の存在として在るわけではありません。

　原理的な議論としてはこのことを御諒解いただいたうえで、便宜上の措置として、これまで直接的な知覚与件とか直接的な表象的与件とか称されていたものを、最下位の層でこそなけれ、極めて低位の所与に擬しつつ議論を運びたいと念います。

　「所識」的契機というのは、これまた「所与」的契機との相関的規定項ということでしか揚言できません。所与が単なるそれ以上・以外の或るものとして覚知されるところの〈或るもの〉という言い方で暫定的にそれを上述しました。さきにはまた、「所与‐所識」関係を「記号的所与‐意味的所識」という特殊ケースに即して、〝挿絵風に描出イラストレイト〟しておきました。所与がそれ以上・以外の或るものとして覚識される〈或るもの〉、それを認知的場面では〈意味〉と総称することにするかぎりで、以下しばらくこのイラストレイションに托することをお許し願います。

　ところで、〈意味〉というとき、例えば、「ワンワン」「ドッグ」「イヌ」という詞ことばの同義性が云々されるような場合、〈意味〉とは指示対象の謂いいであると了解されるむきがあります。

　意味とは指示対象のことだという思念にはなるほど謂われがあります。（それは、実在的レアールな指示対象と呼ばれるものからして、じつはすでに「所与‐所識」の「レアール‐イデアール」な構造成態であるという事情に負うものです。が、これは私どもの見地からの分析的認定であって、当事者たちは指示対象はあくまでレアールな存在だと思っております。）それゆえ、意味とは「実在的レアールな指示対象」にほかならないという思念おもいこみをひとまず内在的に斥しりぞけておきましょう。

　実在的対象たる犬は不断に成長・変化しやがて死にますが、意味としての〈犬〉は、実在的な犬の変化につれて生成・変化・消滅するわけではありません。対象的与件たる犬（たち）が実在的に変化しても〈犬〉という意味、つまり、諸々の与件がそれとして覚知される〈所識的意味〉はさしあたり不変不易です。手て垢あかのついた哲学談義なのでこれ以上詳しくは申しませんけれど、この一事をとって考えてみただけでも、「〈意味〉とは実在的指示対象のことなり」という意味観は成り立ちません（実際には〈犬〉という所識性において覚知される「所与‐所識」成態が「犬」という記号のいわゆる指示対象たりうるのです）。


所識的ゲシュタルトの存在性格

　唐突の印象を与えるかと惧おそれつつも、〈意味〉的所識の存在性格をイラストレイトするために、ここで、ゲシュタルト心理学に謂いうゲシュタルト、ないしは、パターン認識と謂われるさいのパターンなるものを引合いに出しておきます。例えば、黒田節をさまざまな弦楽器・管楽器・ピアノ・ハーモニカ等々で演奏したとします。音質・音程はさまざまであっても、同じ〈黒田節メロディ〉として覚知されます。また、いろいろな色彩の紙・布・板・壁に円を描いたとします。材質・色彩・大きさはさまざまに相違しても、同じ〈円〉として覚知されます。メロディやパターンといったゲシュタルトは、素材的・内容的な実在的成分は相違しても同じ所識的〈ゲシュタルト〉として覚知されるわけです。より的確に言えば、さまざまな実在的レアール与件が同じ所識的な〈ゲシュタルト〉として覚知される、という構制になっております。同じメロディとか同じ円形図型とか言っても、合同的に同一というわけではなく、相異的契機が厳存することも意識されてはおります。敢えて振り分ける流儀で言えば、「所与的契機においては相異的で且つ所識的契機においては同一的」という構制を指摘できましょう。

　このさい留目したいのは、ゲシュタルトの特異な存在性格です。素材的・内容的な「与件」は生成変化しつづけており、あれこれの奏楽や図柄という統一態は各々個性的であるのに対して〈所識的ゲシュタルト〉そのものは、与件の生成変化にもかかわらず不変不易的な自己同一性をもち、また、ゲシュタルト的統一態の各個特個性にもかかわらず汎通普遍的な本質同一性をもっております。〈所識的ゲシュタルト〉は、謂いうなれば、さまざまな数値を代入しても、函数的同一性を保持します。空間的にその都度一定場所に在り、時間的に生成変化の相に有り、特個的な存在であること、これを実在的レアール存在の徴表としますと、遍在的・不易的・普遍的な存在はイルレアール（非実在的）な存在性格を呈すると言うことができましょう。このイルレアールな存在性格は、その徴表に鑑かんがみるとき、プラトンがあの「イデア」に帰した存在性格に合致します。そこで、「イデアのような」という含みで「イデアール」という形容詞をも併用することにします。

　不変不易的な自己同一性や汎通普遍的な本質同一性を呈する〈所識的ゲシュタルト〉はまさにイデアール＝イルレアールな存在性格をもつ、と言うことができましょう。それは、いわゆる物理的実在やいわゆる心理的実在とは存在性格を決定的に異にします。

　右に〈所識的ゲシュタルト〉に即してイラストレイトした事柄が、いわゆる「概念」の〈所識的意味〉全般に妥当すること、ひいては、「所与‐所識」的認知構造における〈所識〉的意味一般に妥当すること、このことはメロディやパターンに即して先に指摘した事態とそこでの論理から御理解いただけることかと念おもいます。それゆえ、重複的説明は差控えることにしましょう。（前節において、「〈意味〉とは一種の心像的表象である」とする説については批判的に卻しりぞけておきましたので、この「意味＝心像」説の再批判は省きます。〈意味〉のイデアール＝イルレアールな存在性格に鑑みるとき、〈意味〉＝〈所識〉が心像的表象というレアールな心理的存在ではありえないこと、今やこのことも併せて納得されると思います。）

　ここで急いで申し添えるべきことは、「イデアール＝イルレアールな存在性格」をもつもの、〈所識〉なるものが、文字通りに存在するわけではない、ということです。先の行文では〈所識的ゲシュタルト〉なるもの、〈意味的所識〉なるものが、あたかもそれ自体として存在するかのような述べ方をしました。がしかし、実際には「所与を所識として覚知する」という関係的な規定態、この実在的過程を離れて〈所識なるもの〉が自存するわけではありません。しかるに「として」関係から自存させるかのごとき行文で〈所識的ゲシュタルト〉を論じ、それの存在性格を〝分析〟したかぎりで、「イデアール＝イルレアールな存在性格」などという奇態な代物が姿を現わす所以ゆえんとなったのです。私どもとしては、「イデアールな存在性格の所識なるもの」が字義通りに在ると思い込む錯認(物象化的錯視の一種)を厳しく斥けねばなりません。

　では、一体なぜ、結局は排却すべきそのような代物を仰々しく一旦は述べ立てたのか、疑問を感じられることかと懼おそれます。が、哲学史に通じておられる読者は、プラトン、アリストテレスやカントやフッサールとの対質のモチーフを読み取って下さったはずです。それはともかくとしても、いずれ行論を通じて委細を御理解いただけるものと念います。


同一性の覚識

　さて、いまや、以上の予備的作業を承うけて、「として」関係の暫定的定式化を図る段です。この作業は正規に進めると極めて煩雑になりかねません。ここでは、前節でも利用した再認的同定の例などを〝挿絵〟に使いながら、大旨を規定しておきましょう。

　例えば、眼前に現われ出た本人の姿を見て、或いは肖像画を見て、或いは回想的に泛かんだ俤おもかげに即して、友人某として覚知したとします。ここには、知覚的ないし表象的な「所与」と、友人某という「所識」との、二つの要因があって、前者を後者「として」覚知するという構制が存します。それは、論理上は「所与」と「所識」という二項間の一関係です。しかし、先刻来くりかえし指摘してきました通り、直接的所与とは別個に、友人某の表象・心像が泛かぶわけではありません。時としてそれが泛かぶこともありえますが、上述した通り、それは副表象、〝挿絵的〟な所与ではあっても、その心像的表象そのものが〈所識〉なのではありません。

　という次第で、論理的には二項間の関係なのですが、いわゆる〝心像的与件〟はたかだか「所与」の側一つだけです。抽象的な思考などにさいしては、先述の通り、〝心像的与件〟といっては、たかだか記号与件(音韻や文字の知覚的与件ないし表象的与件)だけしかありません。それでいて、〈友人某〉という意味的所識が意識されていることは紛まぎれもありません。もしもそうでなければ、〝誰だかわからない〟〝誰だか識らない〟という意識(記号の場合には〝意味がわからない〟という意識)が伴いこそすれ、〈友人某〉として覚知されはしない道理です。論理上二項がある筈というだけの話ではなく、意識の心理的事実としても、直接的所与項のほかに〈友人某〉という意味的所識項が意識されており、これら二項のあいだで、前者が後者として覚知されるという関係が存立するものと〝省察〟されます。ここでは、意識事実的に二項が〝ある〟にもかかわらず、しかし、第二項たる〈所識〉は心像的表象のかたちで現前するわけではなく、所識項は心像的には不在・無です。

　以上は既述の論点の再確認という域を出ませんが、ともあれ、「として」関係は、こうして、像的現相所与と非心像的所識とのあいだの特異な一関係である、とひとまず申しておくことができます。

　問題は、この特異な関係そのことの内実を分析的に明確化することに懸かかります。心像どうしの関係ではないからこそ話が厄介なのですが、しかし、これまで例解的に持出した「記号‐意味」関係、或いはまた、メロディやパターンのゲシュタルト的認知、再認的同定、等々のケースから察せられるであろうように、「として」覚知ということは一種の〝同一性〟覚識を構造内的に孕はらんでおります。

　ところで、同一性というのは、また、相異性というのは、項どうしを比較することにおいて判定されることだ、というのが通念です。だが、この通念は、原理的な場面ではいささか疑わしいのです。心理的事実の問題として再検討の余地があるという以前に、論理的にみても問題があります。

　比較対照される両項において「同じもの」(〝実質的要素〟なり〝形式的要素〟なり)を認知して……とおっしゃいますが、同じという判定はどのようにしておこなわれるのでしょうか？　通念の想定する手続きでは、「一方はかくかくである、且つ、他方もかくかくである」という所識的同一性の認知によってそれがおこなわれるはずです。ところで、その同一という認知はどのようにおこなわれるのか、これがまさに問題なのです。幾何学図形の重ね合わせ＝合同の手法を採ることは一般には不可能でしょう。とすると、判定基準(〝物差〟)に照らして、まず〝物差〟と両項それぞれとの合致を確かめ、そこで、両項どうしの合致・同一性を間接に認定するのでしょうか？　もしそうなら〝基準〟という第三項が不可欠ということになります。が、考えてみると、その〝基準〟と第一項との合致・同一性(および、〝基準〟と第二項との合致・同一性)の判定にもやはり基準が必要なはずです。そして、……。もうお判りいただけたと思います。この発想の論理では無限後退に陥ってしまいます。

　この悖はい理りを免れうるとすれば、二項間での直接的な同定、つまり、判定基準という第三項をぬきの直接的な同定が可能であるとせねばなりますまい。荒っぽく言えば、「判定基準に照らして同定しているわけではないが、とにかく両項間に同一性がある」と臆断的に認知するしか途がないわけです(基準に照らして判定する手続きが採られる場合でも、その照合的判定のための第二の基準、さらに第三の基準……という無限後退にならないとすれば、「判定基準の判定基準」などには頼ることなく、臆断的に二項間的同定をどこかでやってのけているはずです)。この臆断的認知においては、判定基準・判定理由を明識することなしに、ともかく二項の同一性を確信していることになりましょう。そこには、物差に即した同一性の論理的な判定はなく、唯ただもっぱら、同一性の心理的確信、直ちよく截せつな〝同一性の覚識〟があるだけです。

　粗あらっぽい言い方をしましたけれど、論趣はお判りいただけたと念おもいます。同一性の判定、判定にもとづく同一性の意識、などと申しますが、ギリギリの根底的なところでは、同一であることの判定基準・判定理由ぬきに、端的な〝同一性覚識〟という心理的意識態勢がどこかになければ、論理的な同一性措定とやらも始まらないのです。相異性ということについても、端的な〝相異性覚識〟がどこかでベースになければならないこと、このことも最早お判りいただけていると念います。


同一性と相異性との統合

　最も基底的な次元における同一視の場面においては、比較・認知される二つの項なるものが明示的・対照的に意識されていることが論理的に不可能であり、また心理的にその必要もありません。直截に〝同一性の覚識態〟なる意識態勢があり、事後的反省において初めて対照項的分化がようやく顕あきらかになる、というのが実態です。〝相異性の覚識態〟についても同趣です。

　例えば、再認的同定と呼ばれる事態について考えてみますと、意識主体当人が、「再」認という明識を伴っている場合も勿論あります。が、「あッ、友人某だ」という同定意識はあっても、再認知という意識はなく、所与と所識との二項的分化も明確でなく、直截な〝同定〟覚識が現成しえます。偽にせ物ものを見破るような場合、別段本物を識しっていて、それと比較して眼の前の与件が〝本物とは違う〟と判定するのではなく、当人の直接的意識に即するかぎり(つまり、過去の体験による意識下における媒介過程などということを今ここでは問題にしないかぎり)端的な〝相異性〟の覚識が現成する、と申せましょう。

　「として」覚知態は――「として」関係なるものを論理的に分析・規定するに先立って――さしあたり心理的・事実的な覚識態に即して分析的に言えば、単なる同一性の認知ではなく、一種独得な在り方での〝相異性〟の覚識と〝同一性〟の覚識との〝統合態〟とでも呼びうべき相にあります。

　「所与」を単なるそれ以上・以外の〈或るもの〉として覚知する場合、その或るもの＝所識は、先刻来縷る々ると申して来ましたように、表象的心像のかたちで泛かぶわけではありません(繰り返し注意を促しました通り、時として〝挿絵的〟な副表象が泛かびえますけれども、この〝表象的心像〟そのものが所識なのではなく、それはそれに縁よって所識が覚知される挿絵的所与たるにすぎません。焦点を見え易くするため、以下では挿絵的副表象はおよそ泛かばないケースに即するかたちで議論を運ぶことにします)。――像と呼べる相で現前するのは「所与」だけであるにもかかわらず、しかし、その所与は単なるそれとして〝見み凝つめられて〟あるのではなく、それ以上・以外の或るものとして意識されていることも事実です。この意識態にあっては、「以上・以外の」というかぎりでの区別性・〝相異性〟の覚識において而しかも〈或るもの〉との〝同一性〟が現識されている、という構制が分析的に自覚され得ます。

　右の立言では、「として」という意識態は、恰あたかも、所与項と所識項との二項的〝相異性〟と両項の〝同一性〟との〝統合的〟意識態〝である〟と定義的に規定しているかのような印象を与えかねません。が、私としては「として」という意識態を定義しようと試みているのではありません。譬えは良くないとしても、「悲しい」という意識態、「痛い」という意識態、等々を定義的に規定しようとしても土台無理なのと同趣的に、「として」という意識態、その〝質〟を定義的に述べることは不可能だと思います。人は、意識態を部類分け風に式述しようと図るさい、かくかくの場合に生起する意識態勢という方式で、「かくかくの場合」を例示的に挙げる便法を屢しば々しば採ります。或る種の論脈ではこれでしも次善の策と認めざるをえますまい。私が、先刻来、再認的同定とか記号的意味理解とかを引合いに出しながら立論してまいりましたのはこの便法に訴えたものと言うこともできます。

　それならば、定義は不可能だと宣言しつつ、その便法に訴えただけで済ませればよいのではないか？　原理的には或いはそうなのかもしれません。だが、私としては、「として」という意識態において分析的に見出される〝論理的含意〟とでも謂うべきものを併せて指摘しておきたかったのです。

　〝相異性〟と〝同一性〟との〝統合態〟ということをもし文字通りに受け取られるとすれば、それは「類似性」ということになりはしないかと問われるどころか、〝相異〟と〝同一〟とが打消し合って空無に帰すのではないかと揶や揄ゆされることでしょう。敢て開き直れば、〝相異性〟の覚識と〝同一性〟の覚識との一種の〝統合態〟でありつつ、しかも、相殺的空無でも単なる類似性でもない独得の意識態、それが「として」という覚識態なのだ、と申したいところです。


「として」意識と「ほかならぬ」意識

　問題が残っているのは、分析的・反省的に規定するとき、所与と所識という二項的な区別が可能であり、しかも〝同一性〟の覚識が見出されるにもかかわらず、第二項たる〈所識〉は決して〝表象的心像〟のかたちでは現出していないという事態をどう説くかです。

　あの「意識内容‐意識作用」説が登場する心理的一機縁でもありますけれど、意識を心理的に分析しますと、「心像現認意識」と「能作自覚意識」との二契機が見出されます。「所与」を「〈　〉として」覚知する意識において、「所与」項は心像的な与件として現認され、「として」という能作的意識(これは所与とは違って心像的意識内容ではない)はまさに自覚されるのだ、という言い方も一応は許されるかもしれません。とすれば、「所与を……として」覚知するさいに、単一項の心像的所与、および、特定の意識作用、これら二契機が存在し、前者が心像現認的に、後者が能作自覚的に、それぞれ意識されるのだ、と言うこともできそうです。

　右の説き方を採るとすれば、〈所識〉が心像的表象のかたちでは現出しないにもかかわらず、所与現認以上の「として」意識が現存するという体験的意識事実を一応は説明することができましょう。但し、「能作意識」という概念には警戒を要します。そこで、能作意識と言わずに、所与と相関的な一定の「意識反応態勢」ないし「反応態勢的意識態」と言うにとどめ、これを嘗かつて「ゲシュタルト質(Gestaltqualität)」と呼ばれた意識態・覚識態に擬なぞらえるのも一策かと思われます。

　私としては、「として」覚知の心理的意識態勢を右のたぐいの方式で記述することに異を唱えるのではありません。が、当の意識態の「質態値(Qualitätswert)」を分析的に規定するさい、〝相異性〟と〝同一性〟の契機を指摘しうるかぎり、非心像的な〈所識〉項の検討を回避したのでは不足だと考えます。

　心理的には、なるほど、現認的所与に対する一定の「反応態勢的意識態」があるだけかもしれません(論者によっては、この意識態勢の基礎に「一定の条件反射」を想定することでしょう)。がしかし、当の「反応態勢的意識態」は一様ではなく、そこに各種のケースが現実に認められるわけで、この示差的区別性の記述的分類が要求されます。

　ここで、人々は「反応的意識態勢」の側の示差的区別を〈所識〉なるものの示差的区別に対応づけて(それは知らず識らずのうちに〈所識〉なるものを物象化して自存視していることに負うものなのですが)記述しようと試みます。

　例えば、肉声で歌われた黒田節与件、ピアノで弾かれた黒田節与件、ハーモニカで吹かれた黒田節与件、ヴァイオリンで弾かれた黒田節与件……、同じく肉声でといっても様々なトーンでの黒田節諸与件……という現認的所与に対する認知的「反応態勢的意識態」には或る同一性が認められます。そこで、この「意識態勢」の同一性を、〈黒田節〉という〈同一所識〉を志向していることの結果だという具合に人々は把えます。ところでまた、黒田節(と第三者的・反省的に一括して呼ばれる音声連鎖与件)を聞く時と、木曾節、八木節、小原節……等々を聞く時とでは(さらに一般化していえば、リンゴを見る時、バラを嗅ぐ時……等々の時とでは)、「反応態勢的意識態」が確かに違います。この相違を説明しようとして、人々はとかく、当人自身が〈黒田節〉なるものと〈木曾節〉なるもの……を区別的に認識したから(その区別的認識に自覚的に基いて)当の反応態勢を採るのだ、という具合に考えたがります。実際には、しかし、当人としては〈黒田節〉なるイデアールな項を明識しているわけではありません。当人にとって直接に覚知されているのは、レアールな「所与的音声」と一定の「反応態勢的意識態」とだけです。「所与」とこの「意識態」のほかに〈黒田節〉そのものという第三のものが〝本質直観〟されてなどおりません(もし、〈黒田節〉なるイデアが認知されていて、それとの同一性・合致性の故に所与を「黒田節」なりと判定するのだ、という論理で考えようとすると、論理的にも〝判定基準の判定基準〟……という無限後退に陥らざるをえないことは上述の通りです。が、心理的事実の問題としても、〈黒田節〉なるイデアールな所識的第三項が〝直観的に現前〟してなどおりません)。このさい、往々、「クロダブシ」という言語(内語)記号音韻が命名的に泛かぶことでしょうが、原理的には、これは併表象にすぎません。また、第三者的には一定の条件反射的分化・汎化ということが云々されるにせよ、当人自身は一体なぜ当の特定「反応態勢的意識態」が現成しているのか直截には知りません。ともあれ、一定のレアールな所与的音声と一定の反応態勢的意識態が覚知されるだけです。しかしながら、黒田節与件を聞いた時と、木曾節、八木節……与件を聞いた時、ひいては、リンゴ与件、……等々を見た時、との「反応態勢的意識態」の相違を、第三者的・反省的には、〈黒田節〉というメロディ・ゲシュタルト所識と、〈木曾節〉〈八木節〉……〈リンゴ〉……等々という〈所識〉の相違ということで人は規定しようとします。

　こうして、実態においては、現認的所与に対する「反応態勢的意識態」の示差的区別たるにすぎないところ、人々はとかく、(〈黒田節〉〈木曾節〉〈八木節〉……〈何々節〉……のみならずまた〈リンゴ〉〈バラ〉……等々といった)志向対象的〈所識〉なるものが直截に弁別・認知されるのであるかのように思念し、しかも、諸々の志向対象的〈所識〉が示差的に区別された相で自存しているかのように物象化して思念します。そして、それら諸々の〈所識〉を示差的に弁別しつつ「〈黒田節〉という同一の所識を志向する意識態」ということで、人々は倒錯的に、あの特定種類の「反応態勢的意識態」を規定します。こうして、「所与を〈黒田節〉という所識として覚知する二肢的意識」なるものが措定される次第です。私が対象的意識の二肢的二重性ということを云々する場合、この物象化された思念に半ば妥協しつつ便乗した言い方をしているわけです。

　ここに、現認的所与を諸々の爾べ他つ的の所識ならずして(〈木曾節〉〈八木節〉……〈リンゴ〉〈バラ〉……等々とは別異であり)まさにほかならぬ〈黒田節〉として覚識するということ、このほかならぬ(nicht anders als)という反照的区別＝区別的反照の内自化的イン・ジッヒ〝同一性〟が「所与をかくかくの所識として」という覚識態に内自化される所以ゆえんとなります。「として」の〝構造内的契機〟としての〝同一性〟とは、実態においては反照的区別の内自化されたかかる〝同一性〟なのです。

　以上の説明によって「として」覚知が、〈所識〉なる項の直截な像的現出が無いにもかかわらず現成しうること、しかもそのさい、爾他の所識とは別異であるという〝相異性〟の覚識態と併せて、ほかならぬかくかくの所識としての〝同一性〟覚識態において所与が〝現認〟されるということ、この所以を御理解いただけたものと念おもいます。〝相異性〟覚識と〝同一性〟覚識との一種独得の〝統合態〟などと暫定的に標記することがあるとしましても、「として」は、とうてい、所与項と所識項という二つのもののあいだでの「〝相異〟かつ〝同一〟性」といった単純な事態ではないのです。


所識態勢と言語記号との結合

　ところで、狭義の判断や概念について論攷するにあたっては、右の行文中で言及した〈意味的所識〉の示差的区別と言語的記号の示差的区別とが相関的に体系化されるという事態を配視めくばりしておかねばなりますまい。

　記号は、音声的記号であれ図像的記号であれ、直接的知覚与件としては大幅なヴァラエティのあるものが同一記号として認知されるわけでして、その場面において、すでに「所与‐所識」の構制に俟まっております。言語的記号は、音質や抑揚に多少の違いや訛なまりがあったりしても、それが非示差的な相違・多様性の埒らちに納まっているかぎり、同一の語彙として認知されます。ここでは、しかし、この記号(能記)としての認知・区別の場面における「所与‐所識」の構制は既に了解ずみのこととして扱い、逐一立入って指摘することは省くことにします。

　さて、〈所識〉は、そのすべてが専用の単語で表現される態勢が整っているわけでは勿論ありません。しかし、現実問題として、所与がそれとして覚知される〈所識〉の圧倒的大多数は既成的言語記号によって表現され、理解されることが大抵は可能です。記号的表現・理解ということは、そもそも、記号的与件が現認されるとき一定の〈所識〉性において覚識される事態に照応します。

　現実には、まず大抵の場合、或る所与が現認されるさい、一定の〈所識〉が裸で覚識されるというよりは、一定の言語記号的併表象が泛かび、その記号の意味的所識が覚識される、と言って過言でありますまい。例えば、眼前のリンゴを〈果物〉として覚知する場合、「クダモノ」という内語的記号表象が泛かぶことを介して〈果物〉という意味的所識が意識されるのが普通ではないでしょうか。「所与‐所識」等と値し化て的統一は「所与‐記号」象徴的結合シユンボレインと不即不離な態勢になっているのが実態であると申せます。(〈所識〉の示差的区別体系は「記号」の示差的区別体系と表裏一体化しているのが常態です。上述の通り、〈所識〉には直接的に〝対応〟する語彙的記号が整っていないものもありますが、現実問題として、記号の側の示差的分節を欠くところで〈所識〉の示差的な分節が現成することは極めて困難な看かんがあります。)

　「概念」と呼ばれるものは、「記号‐意味的所識」成態であり、また、そもそも一群の所与を同一種類の〈所識〉として措定する「所与‐所識」構制、一種の判断的構制に俟まって成立したものです。そして、普通に判断と呼ばれるものは、まずたいてい、言語的表現(いわゆる「内語」をも含む)を〝伴う〟「所与‐所識」態を前梯にしておこなわれます。


判断における肯定と否定

　判断（狭義の判断）は、肯定または否定の措定をぬきにしては成立しません。私は、先に、判断とは主語表象と述語表象との表象的結合・分離ではない旨を主張しました。が、これまでの行文では次のような誤解が残っているかとも惧おそれます。すなわち、結合・分離されるのは主語表象と述語表象という表象どうしではなく、所与と所識なのだ、と私が言おうとしたのであるかのような誤解がそれです。私としては、しかし、「所与‐所識」の「として」関係は、表象結合・分離論者が考えているような結合とか分離とかとはおよそ異質・異相の関係であることを指摘したつもりです。だが、誤解しないで下さい。私の主張の力点は、主語‐述語関係の実態が旧来の判断論における通説的既成観念とは違うということの指摘にあるのではありません。この指摘は、たかだか副次的な事柄です。私としては、判断における肯定・否定ということは主語と述語との直接的な関係の場面に存するのではないということ、肯定・否定ということは主語と述語との結合・分離とはおよそ別の部面での事柄なのだということ、このことを申したいのです。

　判断での肯定・否定ということは主語と述語との直接的な関係とは別の部面での事柄であるという主張は、それ自身としては何も私の独自的な主張ではありません。読者は驚かれるかもしれませんが、この主張それ自身は、判断論における常識とまでは言えないにせよ、哲学界ではむしろ〝主流〟と言えるほどなのです。（肯定・否定は主語と述語との直接的な関係でこそありませんが、もちろん、間接的には主語‐述語関係とも関わりを持ちます。）

　私としては、しかし、この〝主流〟派的見解とも結局は対立します。さしあたり〝主流派〟と共通するのは、肯定・否定を主語と述語との直接的な関係づけとは別の部面の事柄だとするかぎりでの話なのでして、ではどの部面なのかという段になると、私は〝主流〟派的見解とも真向から対立しつつ、新しい見解を主張することになります。

　順序として〝主流派的見解〟の特徴を簡略に先まず述べましょう。論者たちは、「主語‐述語」成態に対する承認的・拒斥的な態度決定、それが肯定・否定にほかならない、と説きます。

　「主語‐述語」成態――これは「判断の第一次的な客観」とか「判断の直接的客観」とか、論者に応じてさまざまな規定のされかたをします――と申しても、論者によってはこれの形成過程にまで溯さかのぼって説く次第でして、「主語‐述語」成態の形成過程の場面においていちはやく態度決定が問題化します。そこでは、主語対象への態度決定とか述定的判断に先立つ存在判断的態度決定とか、議論はいろいろと複雑なのですが、当座の議論としては敢えて右の言い方で押し通しても論点には響きません。

　ところで、ここに早速疑問が生ずることでしょう。「主語‐述語」成態に対して態度を決定するというが、そもそも「主語‐述語」成態なるもの自身「ＳハＰデアル」「ＳハＰデナイ」という形で肯定・否定を孕はらんでいるのではないか？　従って、肯定・否定ということは、判断成態に対する態度決定とやらの以前に、まさに主語と述語との関係づけの場面で問題になることがらの筈ではないか？　論者たちは答えます。その場面でのデアル・デナイは判断的肯定・否定以前の事態であって、積極形の主語‐述語結合成態と消極形の主語‐述語結合（分離）成態との区別たるにすぎない、云々。

　これは、肯定・否定を積極・消極と言い換えただけの詭弁にすぎない、と思えるかもしれません。が、論者たちの言い分にも、それなりの理がありはするのです。

　「ＳハＰデアル（デナイ）」ノカ？　「ＳハＰデアル（デナイ）」トスレバ。「ＳハＰデアル（デナイ）」カモシレナイ。「ＳハＰデアル（デナイ）」ハズガナイ。このように、疑問・仮定・推量、更なる否定、などの構造内的対象をなす「主語‐述語」成態は、文形上はデアル・デナイ（という積極形・消極形）になってはいても、判断的肯定・判断的否定の態度決定以前的であり、それは態度決定の対象的与件たるにすぎないと論者たちは指摘します。一応傾聴に値する意見であることは読者も認められることと思います。


態度決定の対象

　それでは、積極形ないし／および消極形の主語‐述語成態たる判断対象に対する肯定・否定の判断的態度決定とはどのようなことであるのか？

　或る論者は、問いに対する答という比喩で説明してみせます。「ＳハＰデアルカ？」、「しかり！　ＳハＰデアル」「いな！　ＳハＰデナイ」という「しかり」「いな」の態度決定だというわけです。――尚、先には、積極形・消極形を同位同格的に並存させる説に即して申しましたが、消極形は立てず、もっぱら積極形に対する肯定・否定ということで説く立場もあります。また、肯定とは積極形のデアルにアンダーラインを引いて強調すること、否定とは抹消線を引くこと、このように喩たとえる論者も居ります――。この議論は、判断成態たる「ＳハＰデアル」の真理性・虚偽性の価値判断という論議の先駆を承うけて成立したものであり、いずれにしても判断的肯定・否定ということが判断的認識の真・偽の問題と連関することは、あらためて申すまでもありません。

　態度決定そのことは、真偽判定の対象とされる「ＳハＰ」という判断成態なるものを、さしあたり主語表象と述語表象との結合表象というかたちで与えられているものと考える論者たちにあってさえ、単なる心理的意識内容とはされません。ここで、あの「三項図式」が知覚とは別次元で立てられる所以ともなります。

　御賢察の通り、意識対象としての「ＳはＰである」という客観的事態なるものが在るとされ、心像的表象結合態というかたちで、当の対象に見合う意識内容が形成される云々。論者たちは「三項図式」を判断の次元においても立て、判断的「主語‐述語」表象結合態が客観的事態を正しく転写するかたちになっている場合にその判断は「真」、そうでない場合に「偽」とみなします。だが、意識対象としての客観的事態なるものは、知覚における刺激源泉としてのあの事物的な対象の場合以上に、認識論的な取扱いが厄介です。

　「雪は白い」「雪は黒くない」「犬は動物である」「三角形の内角の和は二直角である」「[image: ]は無理数である」……、こういったコトは個々人のその都度の心理的意識状態を超えた客観的な事態であると謂いわれます。では、「桃太郎は鬼が島を征伐した」「鬼には角つのがある」といった事態はどうでしょうか？　また、一昔前まで人々がこぞってそう思い込んでいた「太陽が地球の周りを廻る」とか「素粒子は窮極的粒子である」とか、こういった命題的事態はどうでしょうか？　判断的態度決定の対象と称される「事態」なるものは、一般に事実と認められているものであっても、物質的存在というわけではなく、さりとて単なる精神的存在とも言えません。一般に虚構・虚偽と遇されているたぐいの事態ですら、単なる無ではなく、判断的態度決定の対象となるうるだけの一定の存在性をもっているという主張にもそれなりの謂われがあります。論者の中には、真理自体と並んで虚偽自体なるものも在ると信じ、例えば「雪は黒い」「鯨は魚である」「[image: ]は有理数である」といった虚偽自体を追認するのが判断的認識上の「偽」なのだ、と主張する者まで居ります。

　論者たちは、知覚心像を介して知覚対象を〝見る〟のと同じような構図で、判断表象を介して判断対象に対する〝態度決定〟を人々はおこなうのだ、と主張するわけです。一般に客観的事実と認められている範囲の事態に関しては論者たちの態度決定説で以ってそれなりにうまくいくようにも思えます。がしかし、「一般に客観的事実と認められている」ということが「真実」の謂いいであるとすれば、判断的裁定によって真・偽の決せらるべき事柄を論者たちは先取してしまっていることになりましょう。では、虚・実をあらかじめどう決めるのか？　論者たちはとりわけ「仮構的事実」や「虚偽的事態」の存立をめぐって大混乱に陥ります。論者たちは、それなりのソフィスティケイションを試みますけれど、紹介の必要もありますまい。無理は所詮無理なのです。

　私に言わせれば、個々人のその都度の心理的意識には尽きない判断的事態と呼ばれる或る事の存立性は確かに認められうるとしても、その事態を〝もの〟化してしまい、三項図式の構制での意識対象（すなわち、意識内容に対応する〝外的な対象的存在〟）とするのは謬見です。判断においては確かに一定の態度決定がおこなわれますが、それは何も判断対象なるもの（言語的に表現すれば「ＳはＰである」ないし「ＳはＰでない」という命題で表現せざるをえない「事態」）に対する直接的な肯・否の態度決定ではありません。〝主流派〟的判断論は「意識作用‐意識内容‐意識対象」という「三項図式」のヒュポダイムに囚われるところから隘路アポリアに陥ってしまうのです。（論者の中には、「超越的当為命令」への服従的態度決定とか、「超越的真理価値」に対する態度決定とかを云々する者もありますが、超越的価値とか超越的命令とかを形而上学的に持出しても解決にはならない道理です。）


対話としての思考

　私どもとしては、発想の転換が必要です。「ＳはＰである」と称される事態、つまり、ＳをＰとして述定する事態、この「所与‐所識」態は、対象的に独立自存するわけではなく、その都度に認識主体に帰属します。発生論的に初次的な局面では、それは具体的なあれこれの人物の主張として現前化します（尤も、やがて、主張主体・帰属主体のいわゆる脱人称化・非人称化といった事態も生じえます）。肯定・否定ということは、原初的には、現前的他者の主張に対する賛同・否認の態度決定の場面で現成するものにほかなりません。

　思考とは一種の「対話である」という考えそのものは昔からありました。「対話」といっても勿論つねに現実的・具体的な相手との対話とは限りません。いわゆる「内なる対話」というかたちをとる場合もありえます。

　狭義の判断に先立つ「として」覚知や「単純同立」「単純異立」のたぐい、すなわち、態度決定説において判断以前的な局面（判断対象の設定局面）と称される意識過程は狭義の判断的肯定・否定の態度決定に先行しえます。その局面では必ずしも「対話」的とは言えません。しかし、狭義の判断は、発生論的にみても、存立構造論的にみても、「対話的」「間主体的」な構制になっているということ、この事実に留目することが鍵か鑰ぎをなします。

　申すまでもなく、判断的肯定・否定を間主体的な場での態度決定と指称したことで話が済むわけではありません。「雪ハ白イ」とか「雪ハ黒クナイ」とかの〝事態そのもの〟に内自化されている「積極・消極」と「肯定・否定」との発生論的また構造論的な関連の解明を要しますし、個々人の単なる心理的意識状態（〝心像的表象〟プラス〝意識作用〟）には尽きない諸々の事態（反省的に事実・真実とされるものも虚構・虚偽とされるものもさしあたり含めて）の存立機制の検討も必要ですし、いわゆる客観的な真理（誤謬）性と肯定的・否定的な判断との関係の究明も要件です。要言すれば、判断的認識ということに関する認識論的ヒュポダイムの全面的な再確立が課題をなしている次第なのです。

　本節では、ひとまず、判断的認識一般の「所与‐所識」構制の特異な存立性について叙のべ、狭義の判断的措定における肯定・否定的な態度決定に藉しや口こうして、判断的認識の間主観的存立性を示唆的に述べたところで一区切とし、議論の内容は継続しますが、ここで節を新たにしたいと念おもいます。


第三節　真理の成立条件

　真理性・虚偽性ということは「ＳはＰである」ないしは「ＳはＰでない」という判断成態（精確には「命題」）の〝特性〟であると考えられます。――学説史上、例えば「神こそ真理なり」「善きこと、美しきものこそ真理なれ」というように、真理性を存在者そのものの〝特性〟と看る立場もなかったわけではありません。がしかし、本節では、もっぱら「命題」に即しつつ真理・虚偽の問題を認識論的に検討しておきたいと念います（尚、命題には「Ｓは存在する」「Ｓは存在しない」というかたちのいわゆる「存在命題」もありますが、これについては次章で「存在の問題」を論じる場面まで持越すことに致します）。

　時に、判断における肯定と否定、命題の積極形と消極形、真理性と虚偽性、これらを同位・同格的とみなす立場もあれば、また、肯定・積極に「ノデハナイ」の附加されたものが否定・消極であって、肯定と否定、積極と消極は、同位・同格的ではない（肯定・積極形が基本型である）とみなす立場もあります。

　「岩石は無生物である」「彼女は不美人である」といった判断は、肯定なのか否定なのか？　「[image: ]は無理数である」「カンニングは不正行為である」といった命題は、積極形なのか消極形なのか？　「それは、偽・悪・醜・俗である」という判断ないし命題はどうなのか？　「無限」「不満」「アトム」「ウーマン」等々、元来は否定的・消極的な含意があったとしても、日常的にはもはや否定性・消極性が意識されない概念もあります。という次第で、肯定・否定・積極・消極の扱いはそれだけでもかなり厄介です。

　ここでは、しかし、「或る主語的所与を一定の述語的所識として」（誰かが）述定・主張するのに対して賛同または拒斥の態度を執とることを肯定・否定と規定し、同位的に扱うことにします。そして、否定が命題に組み込まれて消極形が形成されている場面でも、諾はい・否いいえの日本式応答法に即するかたちで、例えば「鯨は魚ではない」「彼女はおよそ美人ではない」という（誰かの）主張に対して「然り！　鯨は魚ではない」「左様！　彼女は美人ではない」と判断するような場合、この同意・賛同の態度決定を肯定と呼ぶことにします（これに伴って、「いや！　彼女は美人である」のように誰かの主張に対する不同意・拒斥的な態度決定、判断措定は否定に算入します）。

　但し、消極形の命題に関する承認（否認）は、それと共軛的ペアになるな積極形の命題に関する否認（承認）と論理的には同値として扱います。印度・ヨーロッパ語圏では、判断意識の心理的実態はいざしらず、言語的表記上は（つまり、「イエス」「ノー」の言葉の使い方だけを見れば）、肯定的判断と積極形判断、否定的判断と消極形判断とがほぼ恒つねに即応しますが、それにひきかえ、私どもは日本語式の諾否応答法に定位しますので、肯定的・否定的と積極形・消極形とが即応しないケースを生じ得ます。この段、御注意ねがっておきます。

　真理論や溯さかのぼっては判断論を正規に展開するさいには、概念や命題の形成、肯定・否定の組み込みによる積極形命題・消極形命題の形成、ひいてはまた、消極形概念の成立などについて、あらかじめ論及しておくのが順序です。がしかし、ここではそれは省き、前節の行文中で指摘した「所与‐所識」等値化として的統一は「所与‐記号」象徴的結合シユンボレインと不即不離な態勢になっているという事実に短絡させることで次善としましょう。


客観的事態と判断的命題

　前節で（リンゴを〈果物〉として覚知する例を引合いに出して）述べておきましたように「現実には、まず大抵の場合、或る所与が現認されるさい、一定の〈所識〉が裸で覚識されるというよりは、一定の言語的記号の併表象が泛うかび、その記号の意味的所識が覚識される」という態勢が形成されております。この構制において、「所与‐所識」等値化的統一と「所与‐記号」象徴的結合が不即不離になっている次第です。しかも、抽象的な思考の場面ではレアールな所与は殆んど記号的表象与件だけに縮減しているのが実情だと申せるほどです。

　ところで、これまた前節で「として」の分析に即して指摘しました通り、「所識志向意識態の示差的区別」がとかく「対象的に自存する〈所識〉なるもの」の示差的区別体系の〝既存視〟〝物象化〟を機縁づけます。そして、〈所識〉なるものの示差的体系が概念的意味の既成的体系の相で覚識され易くなります。惟おもえば「概念」なるものからして「所与‐所識」のとして覚知と「所与‐記号」の象徴的結合との統合性において現成するものであり、同じ機制において、「主語概念的所与‐述語概念的所識」態も現成し得ます。現に言語記号体系が生身の話者から自立して存立するかのように意識されるのに伴って、「主語‐述語」成態という命題の形を整えた全一態の〈所識〉（つまり、個々の単語の意味ならざる〈命題的意味成態〉）も〝物象化〟されて、〝自存的な事態〟という相で覚識されるに及びます。

　「主語‐述語」成態の意味が個々人のその都度における心理的意識には尽きず、〈意味的所識〉はイデアールな存在性格を呈するという事情を思い併せるとき、「主語‐述語」意味成態が主観を離れて独立自存する〈事態〉であるかのように覚識されるのも謂いわれなしとしません。

　ともあれ、こうして、「雪は白い」こと、「雪は黒くない」こと、「ヒグマは熊科の動物である」こと、「鯨は魚でない」こと、「地球が太陽の周りを廻る」こと、「三角形の内角の和は二直角である」こと等々、積極形であれ消極形であれ、諸々の「命題的事態」が個々人の認識的意識から独立に存立するという思念おもいこみが生じ、個々の主観は既存の客観的事態という対象を転写するかたちで認識するものだという思念も生じます。

　ここに「客観的対象事態‐主観内表象結合態‐判断的意識作用」というかたちでの「三項図式」も形成される次第ですが、私どもがもしこれを採ることができるなら、「真理」「誤謬」の問題も極めてラッキーに処理できることでしょう。つまり、その場合には、〝客観的対象事態を正しく転写している主語‐述語表象結合態が真理的認識であり、正しく転写していない表象結合態が誤謬である〟という仕方でいとも簡単に処理できるはずです。

　だが、前節で確認しておきました通り、論者たちが〝判断成態〟のつもりでいる〝主語‐述語表象結合態〟なるものが実際には認められません。「判断成態」はレアールな意識内容的表象結合態ではありません。そのうえ、論者たちが〝客観的対象事態〟と称するもの、以って、真理・誤謬の判定基準にしているつもりのもの、それは一種の物象化的錯認の所産であるばかりか、論理上の前件と後件とを入れかえてしまい、後件を前件とみなす「後件先取的倒錯」の所産です。倒錯であることは、次のことを一考してみれば容易に理解できましょう。「地球が太陽の周りを廻る」や「素粒子は窮極粒子ではない」は客観的な事態（事実）であるとみなし、「太陽が地球の周りを廻る」や「素粒子は窮極粒子である」は客観的対象事態（事実）ではないとみなし、「桃太郎は鬼を征伐した」や「鬼には角がある」は仮構にすぎないとみなすとき、論者たちは事態を判定基準にしているのではなく、逆に、真理と認められる命題を〝客観的な対象的事態〟（事実）だと宣言している始末なのです。

　以上では、敢えて前節での論点を再確認する流儀で叙のべてまいりましたが、ここに登録しなおした論件を接つぎ穂ほにしつつ、今や積極的な立論に移りうる段取りです。


間主観的な文化拘束性

　さて、「主語‐述語意味成態」、「命題的事態」が（反省的には虚妄・仮構と自覚されるものの過半をも含めて）、個々人のその都度の心理的意識態を〝超える〟相に自存化されて覚識されるのは、「所与‐所識」成態における〈所識〉契機の殆んどが「併表象記号‐所識」とリンクしてもおり、そもそも間主観的＝共同主観的に形成されて存立していることに負うところが大でしょう。前節では、肯定・否定という態度決定の場面に即して判断の間主観的存立性を立論したのでしたが、じつを言えば、「所与‐所識」覚知の場において「所与‐言語的記号（‐言語的意味）」の象徴的結合と不即不離であるからには、所与をしかじかの所識として覚知する場面において既に間主観的・共同主観的な営みが介在しているわけです。

　この間主観的な構制と機制の故に、現認される所与ですら既に間主観的影響を免れてはおりません。前節では、いわゆる〝直接的知覚与件〟や〝直接的表象与件〟が所与‐所識ヒエラルヒーの低位層に位置すると申しはしましたが、「所与‐所識」成態は多階的構造を形成することを述べ、純粋所与自体なるものは如実には覚知さるべくもないことを申し添えておきました。私どもとしては、或る種の論者たちのように、純然たる感覚与件センス・データなるものが如実の所与として現認されるとは考えるべくもありません。覚知される「所与‐所識」成態における「所与」項は、下階の「所与‐所識」成態が高位の所与項に立っているものであって、純粋所与ではなく、既に〈所識〉契機を孕はらんでいるものなのです。

　現に、私ども普通の日本人はｒ音とｌ音とを聞き分けることができず、ズーニ・インディアンは虹の色を五色にしか見分けることができない、というように、音の聞こえかたや色の見えかたといった感覚的次元にわたって文化被拘束的です。この文化拘束性は間主観的影響の機制に負います。知覚の生理的機構は同型的であっても、日本語文化圏に育った人にはカチカチ・ワンワンと聞こえる音が、英国に育った人にはチックタック・バウワウと聞こえる、といった差異が生じ得る所以ゆえんです（或る種の基礎的な表情性感得などに関してヒトという種の共通性が認められうるとしても、そこにもやはり〈所識〉契機が介在していることは否めないと思います）。

　私どもとしては、こうして、感覚論的実証主義者の流儀で、純粋感覚とやらに客観性・真理性の終局的基準を置くわけにはまいりません。――三項図式のヒュポダイムのもとに対象自体とやらを先取的に基準とするわけにも行かないことは既述の通りです。が、さりとて、俗流的相対主義に居直って、甚しくは独我論的構制に居直って、各自の思念ドクサがそのまま真理だと称することなど論外です。――私どもとしては、まさに「所与‐所識」覚知構制の間主観的＝共同主観的な存立構造に定位して、真理性・虚偽性の成立条件、その認識論的権利と限界を自覚的に定式化するのほかありません。

　ここでは素もとより発達心理学的な議論に立入るつもりではありませんが、人間は、嬰えい児じ期このかた、他人たちによって、関心の向け方を誘導され、言葉の遣い方を叩き込まれます。認知的関心の向け方、それの言い表わし方まで間主観的な影響を受けるわけです。幼児は、例えば、牛を指してワンワンと呼んで、「あれはワンワンではありません！　あれはモーモーです」というように厳しく矯正され、現認的所与と言語的記号との結び付け方シユンボレインを他人たちと同調化させられて行きます。所与をワンワンと呼ぶのとモーモーと呼ぶのとの自他的対立は、なるほど、記号使用上の相違なのであって、判断的対立ではない、と言われるかもしれません。がしかし、実質的構制において、それが判断的対立と同趣であることも確かです。

　現認的所与と言語的記号との結び付け方は、他人たちへの同調的同化によって、幼児自身において安定的・固定的になってまいりますし、他人たちが通則どおりに言葉を用いているかぎり、誰が呼称しているかの意識は稀薄化し、「一定所与‐一定単語」結合態がいわば脱人称化的に既定のもののように覚識されるに及びます。そこで、誰かがオールド・ミズを指さして「あのオネエチャンが……」などと言おうものなら、「あれオネエチャンじゃないわい！　あれオバチャンだい！」というように、他人の発言に対しての不同意的・拒斥的な〝態度決定〟と自前の〝判断的主張〟の表明が、自他の〝判断対立〟の様態で生起する次第となります。

　このようなプリミティヴな次元からの〝判断〟述定の自・他的な対立を折々に体験しつつ、人は大体において他人たちの〝判断〟に同調化し、世人たちと〝判断〟を共有化するようになって行きます。


内なる対話と外なる対話

　ところで、一定の言語的所与と一定の述語的所識との命題的結合が間主観的＝共同主観的な同調性を有もつように既成化しているという態勢は、「所識志向意識態勢」（あの〝意識作用〟のはたらかせかた！）が間主観的に同型化していることを表わします。ここにあっては、現認的所与を一定の所識として覚知する意識態はなるほど当事者のその都度の意識現象ではありましても、意味的所識は、一私人特有のものではなく、共同主観的に同一なものになっていると申せます。

　ここに共同主観的に共有化・同一化している所識を〝携えて〟所与を把える認識主観の側も単なる一私人というよりも、むしろ共同主観的同型者とも謂いうべき相に形成されていると称することも出来ましょう。それは、もとより実体的同型性といったことではなく、所与と言語的記号との結び付け方の間主観的同一性、および、そこにおける所識的意味契機の共同主観的な同一性、かかる間主観的＝共同主観的に同一な認識契機を志向的に意識する者（ないしは、そのような所識契機を現認的所与に向妥当せしめる意識態勢者）という認識機能に即しての同型性です。認識主観は、単なる特個的能知者誰某より以上の能識的或者（＝共同主観的に同型的な認識論的主観）として認識活動を営なむ、と呼べる態勢が現成している次第なのです。斯くて、認識的意識は、「所与をそれ以上の所識として」覚知するという所知の側の二肢的二重性と、「能知者がそれ以上の能識者として」覚知するという能知の側の二肢的二重性との、双方併せ四肢的存在構造を呈する、と言わるべき構制になっております。

　現実の認識活動は、このような共同主観的な同調性・同型性という構造的大枠の埒内において、多岐多様な判断的措定、往々にして個々人間で相異・対立する判断措定を現成せしめつつ展開されます。

　思考活動というものは、単純な判断の積み重ねではなく、「Ｐ　ならば　Ｑ」といった仮言的な命題連鎖や、「Ｐか　または　Ｑか」といった選言的な命題分岐を現識化しながら、いわゆる〝内なる対話〟として営なまれます。

　仮言推理的判断の発生論的原基形態は、いわゆる事象的因果連鎖の追認ではなく、具体的他者との対話的応答の場に求められると思います。また、選言推理的判断の発生論的原基形態も、具体的他者（たち）との対話的討究の場面に溯さかのぼる筈です。なるほど〝内なる対話〟は既往的かつての自分との間でも交わされ得ますが、また、一般に、非人称化された匿名的相手との〝対話〟にすぎなくなっておりますが、しかし、もし現実的対話状況の体験を端的に欠くならば、言語の修得すらありえませんし、余程単純な直接的推理は別として、間接推論的思考は成立しえないことでしょう。そして、現に、推論思考的な判断の構制には、往々にして相応に具体的な他者との対話的な賛同・拒斥が内省的に見出されることもあり、概しては非人称化・匿名化されていようともやはり対話的構制が見出されるわけで、発生論的には、〝内なる対話〟は「外なる対話」に淵源するものと申して大過ありますまい。尤も、〝内なる対話〟は、現実的対話の回想的再現というよりも、むしろ、仮想的延長の趣きがあります。

　ところで、〝対話〟は、第三者的に分析・規定するかぎり、つねに、「特個的能知者誰某より以上の能識者」として自己形成を遂げている者どうしの応接、つまり、大枠的には共同主観的同型性を具えている者どうしの応接なのですが、当事者本人は必ずしもつねにそのことを自覚しているわけではありません。当事者本人の意識においては、しばしば、単なる一私人の資格において判断措定がおこなわれることもあります。

　判断的思考者は、往々、自分にはこうとしか考えられない、自分はこうだと信じる、という確信を懐いだきます。が、彼は自分の確信内容がそのまま直ちに真理であるとまでは称しますまい。ところで、一般には、彼の判断的措定は、人ヒトは当然こう判断する筈だ、こう判断して然しかるべきだ、という覚識を伴います。ここにいう「人ヒト」は、多数的世人というレアールな諸主観（匿名化されてはいてもレアールな諸主観）ではなく、強しいて問い詰めてその存在性格を第三者的に規定してみれば、〈判断主観一般〉とでも謂うべきイデアールな判断主観の謂いになっております。それは、あれこれの人物という所与についての所識的意味（例えば〈人間〉といった所知的意味）ではなく、あくまで〈判断主観的能識者＝或者〉です。「ヒトは当然こう判断する筈だ」と判断当事者が覚識するとき、彼は判断主観一般を僭称しているという言い方もできましょうし、彼は〝内なる対話の相手〟たる判断主観一般の判断に同意・共賛しているのだという言い方もできましょう。しかし、ともあれ、ひとまずのところ、〈判断主観一般〉の判断的措定内容、それがいわゆる「真理」である（そして、〈判断主観一般〉が否認する命題内容が「虚偽」であり、誰か具体的判断主観の虚偽的主張が「誤謬」である）と申しておくことが許されるかと思います。


真理性の最終的判定者

　もちろん、これで議論が済むわけではありません。〈判断主観一般〉などというイデアール＝イルレアールな判断主観は所詮はフィクションにすぎないのではないか、と早速に問われることでしょう。仮りにそのような認識論的主観を立てるとしても、何故それがそう判断し、何故逆の判断を下さないのか？　そこには、論理性や実証性（実証的な真理確定作業）ということが前提条件になってはいないか？　生身の判断主観が〈判断主観一般〉を僭称したり、ないしは、〈判断主観一般の裁定〉に服従している心算つもりであったりしても、現実に判断上の対立が生じうる以上、それは空虚な私念おもいこみにすぎないのではないか？　これら一連の疑義が当然に出しゆつ来たいします。

　とりあえず、しかし、次の如き〝主観的事実〟は銘記して掛からねばなりますまい。再唱を憚はばからずに申せば、人々は認識の真理性を主張するさい（深刻な判断的対立が現出している場面を思い泛うかべると事情が見え易くなりますが）、単なる私念マイネン的確信を表明しているのではなく、「ヒトは当然こう判断する筈だ」「当然そう判断して然るべき筈だ」という覚識を伴っているのでして、ここでの意識構造を第三者的に分析・規定して言うかぎり、〈判断主観一般〉を僭称する構制になっているということ、まずこのことです。（なるほど、〈判断主観一般の判断〉を追認している心算つもりとも言えますが、そこでも、果たして正しく追認しているか、この追認ということの真実性を問い返してみれば、最終的には〈判断主観一般〉を自分が体現していると僭称する構制になっていることが判ります。）

　ところで、〈判断主観一般〉の措定は論理に適かなっているはずだとすれば、「論理」ということがより一層基底的な真理基準をなしているのではないか、という考えも泛かび得ます。ここでは「論理」なるものについて主題的には立入れませんけれど、いわゆる定義や公理や規則が間主観的な「約束事」にすぎないことは了解ずみのことと念おもいます。根本定律とされる矛盾律（ＳはＰであり且つ同時にＰでないことはありえない）は、時として存在法則だとみなされておりますが、これは、「ＳはＰである」と主張する時、同時には（つまり、他の条件に変化がない限り）、「ＳはＰでない」と主張してはならない（主張しないことにしよう）というルールにほかなりません。そして、このルールに随っているかどうかの最終的判定者は、やはり、〈判断主観一般〉を措おいてはありません。〈判断主観一般〉は、論理随順性の最終的な審判者であり、且つまた論理随順性の体現者でもあるのです。

　実証性というありうべき基準について考えてみましょう。人々は真理性を主張する時、逐一自分の実証的体験に照らしているわけではありません。かりに実証を論拠にしたとしてさえ、それを実証と認めるかどうか、これの最終的判定は、やはり〈判断主観一般〉に仰ぐ構制に帰趨します。「当然そう判定されて然しかるべき筈だ」というあの覚識は、分析してみると、こういう最終的判定者としての〈判断主観一般〉を要請・僭称する構制になっているわけです。このことを押さえたうえで検討に進むことにしましょう。


判断主観一般の体現者

　真理性主張の依より所どころとして〈判断主観一般〉なるものを要請し、それを僭称してみたところで実質的には空くう疎そではないか？　人々の判断意識を分析してみると論理構制上は慥たしかに〈判断主観一般〉を要請・僭称するかたちになっているにせよ、それは所詮私念たるにすぎないのではないか？

　この問題に正規に答えるためには、先には言語的交通や判断的対立という常識的な事実に立脚しつつ間主観性ということを簡略に云々したのでしたが、じつは「他我認識」「他者理解」という近代哲学における一大難題の解決と併せなければなりません。が、この件には第三章で触れることにして、ここではさしあたり、「他我認識」「他者理解」ということが一定の範囲内では、事実問題として現におこなわれているという前梯で議論を運んでおきます。

　さて、人々が認識の真理性を主張するとき、「人ヒトは当然こう判断する筈だ」「こう判断して然るべきだ」と思い込んでいるにしても、激しい判断的対立が現に出しゆつ来たいする以上、それは所詮は思念おもいこみたるにすぎないという評言を招くのは、慥かに詮の無いことです。だがしかし、この思念にはおよそ謂われが無いのでしょうか？　それはそれなりに、一定の事実に基いてはいないでしょうか？

　事態を見え易くするため、判断上の対立が現出し、討論がおこなわれている場面を想定して分析してみましょう。判断的対立、意見の不一致ということが当事者たちに自覚されているということは、互いに相手の見解に不同意であるということですが、このことは、相手の意見に賛同こそしないものの、ともかく相手の主張を理解しているということを前提します。全くの誤解というケースもありうるにせよ、第三者的にみても一応相互に相手の主張内容を理解し合ったうえで判断が対立していると認められる場合が現にあります。ここにおいて、主張内容を理解し合っているということは、そのかぎりでの間主観的一致性、命題理解の共同主観的同一性が成立していることを意味します。ここでは、敢えて大おお袈げ裟さな言い方をすれば、〝判断主観一般〟が理解する相で両者が命題内容を理解している、と言えます。当事者たちが〝判断主観一般〟と合一する相で理解をおこなっている、と言い換えることもできましょう（大袈裟に申しましたけれど、これは、言語的コミュニケイションにおいて、当事者たちが例えば日本語とか英語とか、〝当該言語のラング主体一般〟に合一する相に自己形成を遂げた者として、謂いうなれば〝ラング主体一般〟の体現者を僭称しつつ、言語活動を営なむのと同趣の事態たるにすぎません。――例えば、「日本語ではそういう言い方はしない」「いや、これで立派に日本語の文法に適かなっている」といった争いを生じている場面が象徴的ですが、人々は言語使用のその都度、当該言語の〝ラング主体一般〟〔チョムスキーの謂うideal speaker-listener〕が語るであろう相に自分を合一させているものと僭称・自負しつつ、まさに〝言語ラング主体一般〟を僭称しつつ、言語活動を営なんでいること、この事実を想って下さい）。

　ともあれ、さしあたりこの部面では第三者的にみても、当事者たちが〝判断主観一般の体現者〟を僭称する構制になっていることは決して荒唐無稽ではありません。当事者たちが〝判断主観一般との合一〟を思念していることには相応の謂われがあります。

　この構制の埒らち内ないで判断的対立、真理性をめぐる対立が現出している次第でして、そこではまさに各々が〈判断主観一般の体現者〉を僭称し合うわけです。極く極く特別な場合、世界広しといえども自分と同意見の者は現実には未だ居るまいと自覚しつつ、自分の独創的な新説を主張して已やまぬというケースも慥たしかにありえます。が、一般には、「人ヒトは当然こう考える筈だ」と覚識しつつ自説を譲らぬさい、多数の可能的他者たちが自分と同じ考えだと信じているのではないでしょうか。そこで、第三者の意見を聴いてみることになります。そして、大抵の場合、第三者の支持を得られなかった側は、自説を直ちに撤回するとまでは言えないまでも、確信的判断措定を〝括弧に入れる〟結果になりましょう。勿論、単純な多数決というわけではありません。また、第三者がそのまま〈判断主観一般〉だというわけでもありません。〈判断主観一般〉なるものは、いずれにせよ、生身の判断者自体ではありません。だが、それにもかかわらず、敢えて理屈を言えば、〈判断主観一般〉は共同主観的同型者・同一者であるという暗黙の了解があって、そのため、多数意見と孤立意見とが対立するような場合、多数者の側に〈判断主観一般〉が臨在しているかのように何となく感じられてしまうのではないでしょうか。

　理論上は、〈判断主観一般〉〝それ自体〟はイデアール＝イルレアールな能識者なのであって、多数意見・少数意見ということには対応しないと言えます。神の眼から見なくとも、後代から顧みるとき、少数者が却って〈判断主観一般〉を先駆的に体現していたと〝認承〟されるような場合も現にあります。しかしながら、人々が〈判断主観一般〉を僭称する構制の意識態勢にある場合、現実問題としては、万人の全員一致でこそなけれ、つまり、例外的な少数者こそあれ、人々がほぼ共通的・斉一的に具現している筈のものという相で〈判断主観一般〉が暗黙裡に了解されているということ、この事実問題は銘記しておくに値すると思います。


神々の争い

　ところで、判断的対立と言っても、当事者たちが自信を欠いているような場合もありえます。討論の過程で当初の自信が両陣営とも揺ゆらいでしまうといったケースもしばしば起こります。並なみの第三者を捲き込んでも、その第三者自身も自信がなかったり、権威がなかったり、といった場合、人々はいわゆる有識者（事情通、専門家、等々）の判断を仰ぎます。しかし、そのさいでも、人々は有識者が〈判断主観一般〉の専一的・特権的な権ごん化げだと必ずしも認めているわけではないということ、この点に注意を要します。〈判断主観一般〉という認識論的主観性は、判断諸主観が共同主観的同一相へと相互形成を斉同的に遂げているイデアールな在り方を要請・表現するものにほかなりませんが、各判断主観は「能識者」としては本質的に〈判断主観一般〉と異種の存在たりうべくもないのでして、強いて言うならば、個々の判断主観は〈判断主観一般的能識者〉としての自己形成の完成度・完璧度において差異があるにすぎません。〈判断主観一般的能識者〉という本質的共通規定性の埒らち内ないにありつつ、有識者は普通人に比べて完現度のより高い部面を有もつというだけのことです。現に、普通人は、有識者に学ぶ自己陶冶を通じて、有識者に同化して行きます。これは、対話・討論を通じて相互了解・相互同化を遂げて行く構制と本質的に別異なものでは決してありません。

　以上では、判断上の対立が現にあると言っても、〈判断主観的能識者〉としての共同主観的斉同性の大枠内での部分的齟そ齬ごにすぎないこと、対話・討論・納得・同化の過程が不断に進捗し共同主観的斉同化が力動的に形成されていること、このことを強調する流儀で叙のべてまいりました。それが妄ぼう論ろんでないかぎり、人々が判断的認識にさいして、判断の共同主観的な斉同性を思念し、〈判断主観一般〉の自己体現を僭称する覚識態にあることは、断じて謂われのないことではなく、現実的事態に基盤を持つものと申せましょう。

　併しかしながら、文化圏を異にするような場合、或いは亦、同一文化圏内にあっても、宗派的・イデオロギー的な陣営対立が現存する場合、共同主観的斉同性は存立しないのではないか？　そこでは、強いて言うならば、複数の〝判断主観一般〟が〝神々の争い〟を演じるのではないか？　この件の検討を要します。

　共同主観的斉同性と申しても、所詮はイデアールにすぎず、現実にそれが完現しないことは繰り返し附言して来た通りです。だが、理念と現実との乖かい離りは、一見そう思われがちなほど大きくはないかもしれません。今、文化摩擦を生じないほどに隔絶してしまっている場合はそもそも問題外です。亦、単純な暴力的抗争に終始するような場合も論外としましょう。そこで、苟いやしくも文化的摩擦・文化的抗争と呼ばれる場面について考えてみますと、そこには、存外と共通面・合致面も存することに気がつかないでしょうか。

　私としましては、複数の下位的ヒュポダイムに応ずる複数の〝判断主観一般〟の並存という整理の仕方に対して一概に反対するつもりはありません。その方が便利な場面が確かにあると思います。ただし、その場合でも、複数のヒュポダイム、複数の〝判断主観一般〟ということが理解・意識されうるかぎり、そこに〝通約的コメンスラブル共同性〟の契機が存立する構制になっていると考えられます。

　現実の理論的・思想的対立の場面における当事者たちの意識においては、自他のパラダイムに〝共通部分〟と〝相違部分〟とがある、という相でひとまず思念されます。そして、自分の側のパラダイムは整合的であり、相手の側のパラダイムは不整合だ、と言い募って互いに諍あらがう次第となります。が、ここにおいて、相手側の不整合性ということは、実質上は、主として、〝共通的部分〟との不整合性ということになるわけでして、つまり、〝共通部分〟がさながら上位的規き矩くとして認め合われる構制になります。

　誤解のないように願いたいのですが、私としては何も、〝共通的に認承されている部分〟（だけ）がそのまま真理であり、〝相違・対立する部分〟は直ちに非真理である、などと言おうとしているのではありません。当事者たちがそう思っている〝共通的部分〟なるものからして、第三者的に判定すれば錯認の場合さえ現にしばしばありえます。しかし、深刻な陣営的対立と呼ばれる事態にあってさえ（それが当事者たちの現実的な意識・生活の現場で重大・深刻な対立であることは確かなのですが）、第三者的にみるとき、存外と共通的・斉同的な〝部分〟も大きく、そのことに俟って甫はじめて当の対立が対立として現成しうる構制になっているということ（第三者的にみてさえ〝共通性〟が殆んど無い程の場合には、およそ当事者たちどうしの理論的・思想的な対立が成立しないであろうということ）、このことに留意を求めておきたかったまでの話です。


通用的真理と妥当的真理

　「真理」と一口に言っても、「通用的（geltend）な真理」と「妥当的（gültig）な真理」とを今や相対的に区別して論じるべき段を迎えました。前者は「事実問題として真理性を認承されていること」、後者は「権利問題として真理性を主張されていること」と一応申せましょう。或る共同体の内部での通用的真理が他の共同体の内部でも通用的真理であるという保証はありません。が、一定共同体の内部では、異端的例外者を実際には孕みつつも、ほぼ共同主観的に一致して斉同的に認承される可能的命題体系が存立しており、それがそこでの通用的な真理をなします。人がもし、一定時代の一定共同体の内部にもっぱら視座を構える場合には、通用的真理と妥当的真理との区別ということは殆んど意味をなしません。例外者によって「真理性」を主張されてもおよそ認承されない命題は、その時点でのその共同体にとっては戯たわ言ごとみたいなもので、殊更に妥当的真理性を云々するには値しません。そこでは、通用的真理と妥当的真理とが合致するというよりも、そもそも両者を区別することに実質的な意味がないのです。

　ところが、しかし、一定時代の一定共同体の内部に囚われた視座から〝超出〟して省察するとき、話は別になります。例えば、天動説が通用的真理であった時・所でも、やはり、地動説こそが妥当的真理であった、と認める立場がありえます。私自身としては、誰も主張しなかった命題が既に妥当的真理として存立していたという言い方は採りません。しかし、一定共同体の内部であっても、内部に陣営的な対立が現出しているような場合、ないしはそれ以前に少数異見が提出されていてそれがやがて通用的真理に成って行くような場合、通用的真理の歴史的遷移を回顧的ないし展望的に論述し、且つ、そこでの構造変動を説明するための道具立として、通用的真理と妥当的真理との区別と連関を導入するのが便利だと思います。

　人類史における従前の事実問題として、目立ち易い単位的共同体として言語文化的共同体が泛かび上がり、それは内部的揺動や時折の構造的変動を呈しつつも、時代時代で截きってみれば、固有の通用的真理体系を具そなえているように看取されます。ただし、これは目立ち易い錯分節的一単位というにすぎず、何も絶対的な単位ではありません。その内部に陣営ごとの通用的真理体系があり、そこで主張される妥当的真理は共同体全体の通用的真理体系とは相覆わないことも確かです。しかし、平時にあっては、第三者的にみるとき、その乖かい離りは存外と大きくはないのが普通です。翻って、言語文化的共同体の範域を超える通用的真理も現に存します。そして、近代資本主義文明の世界史的成立に伴い、通用的真理のグローバルな拡充の歴史的傾向が著しくなったように思えます。とはいえ、グローバルに見ては勿論のこと、その錯分節的諸単位の内部に即してさえ、通用的真理と妥当的真理とが決して覆合してはいないことも現実です。

　「通用的真理」概念に即するかぎり、私どもはトートロジカルに「共同主観的に一致して認証されている命題」が「真理」である、と言うことになります。ここでの認識論的構制を分析的に規定して立言するさいには「〈判断主観一般〉の判断的措定が真理である」と言うことも許されましょうが、〈判断主観一般〉なる認識論的主観は、事実問題レヴェルにおける共同主観的斉同性からイデアールに要請されたものにすぎず、そのようなものがレアールに実在するわけではありません。通用的「真理」の成立条件ならびに〝権利根拠〟は、逆説的にも、共同主観的＝間主観的な斉同性が事実問題としてどこまで形成されているかに懸かかっております。

　ところで、当事者たちの直接的意識においては、〈判断主観一般〉なるものは明識されることなく、むしろ、認証されている命題は判断主観プロパーから脱属化され、却って、〝客観的事実〟〝対象的事態〟という相で意識されがちです。そして「人ヒトは当然そう判断する筈だ」「そう判断して然るべきだ」という覚識の根拠を、客観的事実との合致性、対象的事態との合一性に求める所以ゆえんともなります。

　「妥当的真理」は、それが当事者自身において殊更に主張されるさい、「人ヒトは当然そう判断して然るべき筈」であるにもかかわらず、現実の多数者はそう判断していないという事実性の自覚を伴っているだけに、ますます、間主観的＝共同主観的な斉同性ならざる「客観的事実」との合致、「対象的事態」との合致ということを〝根拠〟にしてそれの妥当性（Gültigkeit）も主張されるのが普通です。

　こうして、私どもは今や、認識の真理性という認識論的問題を討究し、認識の権利や限界という論件に決着をつけるためにも、対象的実在や客観的事実という存在論的問題を視野に入れるべき局面に到達しました。


第二章　存在するとはどういうことか


　この第二章では存在論の分野を主題とします。存在論と言いましても、ここでの存在論は伝統的哲学の形而上学的存在論とは性格を異にします。

　著者自身としては、「存在論」の課題設定そのことを更新すべきだという持説を懐いているのですが、以下では課題更新の必要性ということ自体をくどくどと述べるのではなく、常識や科学の実在観・因果観・法則観を批判的に再検討し、いわゆる「科学的実在性」の認識論的・存在論的な〝身分〟を明らかにすることに主眼を置きます。

　前章を読まれた読者がいちはやく察知されるように、人々が日常〝客観的実在性〟だと思い込んでいるものは、認識主観から端的に独立自存するものではなく、フェノメナルな諸現相を統一的・整合的に説明しうべく認識論的に〝構成〟された所産にほかなりません。

　認識論的構成と言っても、それは決して得手勝手な虚構ではなく、共同主観的な認承に支えられてはじめて「客観的実在性」が認められるのですし、また、共同主観的所識態の〝受肉〟化とも呼ばれうる機制がそこに働いております。

　本章では「科学的実在性」の身分や権利を見定めることを介して、いわゆる機械論的・因果必然論的な決定論的世界像を相対化し、「実践的自由」の余地を確認しつつ、次章での実践論への橋渡しをも図る予定です。


　伝統的な存在論は「真実ほんとうに存在するのはどういうものか」を探求する学問であったと申せます。「真実に存在するもの」を探求しようというのは、一見存在するようでありながらも真実には存在しないもの、せいぜい第二次的にしか存在しないもの、そういうものもあるという了解と裏うら腹はらであることは直ちにお察しいただけると念おもいます。

　私どもの日常的四囲世界には実にさまざまなものが〝存在〟しますが、それらのものの多くは〝仮象的存在〟であったり、たかだか〝第二次的な存在〟にすぎないというわけで、哲学者たちは真実的存在・第一次的存在の探求に励んでまいりました。

　科学もやはりそうではないか、と反問されるかもしれません。以前には哲学と科学とが未分化でしたから、後代では科学が探求するようになったものを、嘗かつては哲学が探求していたと言える部面も確かにあります。

　古代には、世界の根本的実質を「水である」「空気である」「火である」というように教えた哲人たちも居ました。諸々の存在物は「水」「空気」「火」といった原質的本体アルケーが姿を変えたもの（謂いうなれば〝化け姿〟）である、という発想です。また、世界は地水火風といった諸元素から成り立っているとか、原子アトムの複合で出来ているとか説いた哲学者も居りました。真の存在は数であるとか、形であるとか説いた学派、世界は形相と質料とから成ると説いた学派、第一次的存在は神であると考える学派、世界の本元は道どうだ、無だ、我がだ、梵ぼんだ、空くうだ……等々と教える学派もありました。

　哲学的存在論の中には近代科学の存在観と構図的には近いものも確かにありはしましたが、哲学的存在論と呼ばれたものの典型は何と申しても形而上学でした。

　旧来の存在論は、ともあれ、形而下学的であれ形而上学的であれ、いずれにせよ、真実に存在するもの、第一次的な存在者を探求したかぎりでは、存在するものについての探求であったと申せます。なるほど、存在者の探求から存在性の究明への転換を図った哲学者もなかったわけではありません。が、「存在の意味」への問いを志向したその哲学者でさえ、私に言わせれば、結局のところ、真に存在するものへの渇仰の埒らちを脱してはおりません。

　今や、しかし、私どもとしては、「本ほん当とうに存在するのはどういうものか」という問い方から、「本当に存在するとはどういうことか」という問い方へのヒュポダイムの転換・深化が必要であると考えます。――よもや誤解はないものと信じますが、「本当に存在するとはどういうことか」という問いは、「本当に存在するのはどういうことであるか」とは別です。後者は「存在するもの」についての問いのヴァリエーションにすぎません。私どもとしては「存在するということ」そのことを問い返す次第なのです。

　「存在するもの」の探求は諸科学に委まかせておけばよいと申すのではありません。「存在するもの・ごと」に属しながらいわゆる科学的研究には馴な染じまない方面も固もとより残ります。そのような部面の「存在するもの」については、当座のところ、哲学が引き請けて討究する必要性が慥たしかにありましょう。だが、哲学的存在論は「存在するとはどういうことか」の闡せん明めいを第一義とすべきだと申したいのです。

　「存在するとはどういうことか」の闡明を課題とする私どもの革あたらしい存在論は「認識論」とも不可分的一体をなします。

　本章では、伝統的な形而上学的存在論の紹介や検討には一切立入ることを割愛します。が、さりとて「存在すること」をもっぱらの主題とするのでもなく、価値的存在については次章に譲るとしても、さしあたり近代科学的存在観などをも念頭に置きながら、「存在するもの」についての論攷をも必要な限りで交えることに致します。


第一節　現相の存立構造

　素朴自然な人々は、知覚風景界の現相をそのまま実在だと信じている、と謂いわれます。果たして本当に「素朴自然な人々」がそう信じているか、それはむしろ学者の仮構ではないのか、早速に疑われうるのですが、話の手掛りとして、「知覚風景界における直接的な現認相」を「素朴的実在相」と呼ぶことにし、これの分析を議論の糸口にしましょう。


見えることと実在すること

　「素朴的実在相」には、色・音・匂・味・触性といった、いわゆる感覚的諸性質も属しております。それにまた、例えば、あの樹の幹はガッシリとしており、枝はグネグネと曲っており、葉先はピンと伸びている、というように表情性を具えていることも認められます。

　知覚風景界の諸現相は相互に緊密に連関し合っており、一部に変化が生じるとそれに伴って他も変化するのが目撃されることもあります。

　知覚風景界には他人たちも登場し、そこには自身も登場しております。そして、知覚情景がこの身と特異な連関をもっていることに人はすぐ気がつきます。歩みを進めたり、向きを変えたりすると、それにつれて知覚風景の現認相に大きな変化が生じますし、眼を瞑つむっただけでも視覚風景が消失してしまいます。

　さて、向きを変えたり眼を瞑ったりするとそれまで見えていたものが消えますが、しかし、人はそれが〝本当に無くなった〟わけではないことをも承知しております。現に、向きを変え直したり眼を見開いたりしますと、あの同じ「素朴実在物」が現認されます。それは見えなくなっていただけで、存在しなくなっていたわけではありません。見える・見えないということと存在する・存在しないということとは別であることがここに知られます。（留意しておきたいのですが、この場面での了解においては、〝存在する〟とは、さしあたり、「見られている」ではなく「見られうる」と同値になっております。）

　見える・見えない（一般に、知覚的に現認されている・いない）と存在する・存在しないとの別が意識されるだけでなく、「見掛」と「実際」との相違（「見掛相」と「実際相」との相違）ということも覚識されます。

　前章第一節の行論中ですでに次のことを指摘しておきました。「例えば、街並を眺めるとき、道路は遠方へと先細り、坂上りに見え、遠くの自動車は甲虫のように、人物は蟻のように小さく見えます。しかし、〝実際には〟道路は先細りでも坂上りでもないこと、〝実際には〟自動車や人物は見え姿よりはるかに大きいこと、このことを人は直覚的に意識しております。人がもし、見えるがままの先細り・坂上りに実際になっていると信じているとしたら、遠近法的配景パースペクテイヴの覚識は現成しないでしょうし、そしておそらく、街並は書かき割わりのようにしか感じられないことでしょう。直接的所与相と実際的所識相とのこの区別化的統一という事態は、視覚だけのことではありません。遠くから響いてくる鐘の音や潮の香は微かすかですが、〝実際には〟もっと大きな音であること、もっと強い匂いであること、このことをも人は直覚的に意識します」云々。

　問題は、ここにいう「実際」「実際相」ということです。人が〝見掛〟相と区別して〝実際〟相と思おもい込こんでいるのは、右の論脈の限りにおいては、さしあたり、〝もし近くで見ればかくかく〟というほどのことかもしれません。が、近くでの見え姿といっても、直接的な見え具合は角度を変えるにつれて変貌します。そして、そのさい、目に映る見え姿のそういう変貌・相違にもかかわらず一個同一のあのものとして覚知され続けます（この同一体という覚知は触知上の〝同一性〟が機縁づける場合もありえましょうが、いつも触知に支えられるというわけではありません）。ここにおいて、距離や角度に応じて変わるその都度の見え姿の変貌・相違にもかかわらず自己同一性を保っている或るもの、それが実在物だとされること、そして、その自己同一体＝実在物が距離や角度に応じてその都度の見掛相で見えるのだと考えられること、これは極くナチュラルな成り行きというものです。


誰にでも見られうるということ

　理論的に問題にすれば、ここで、一個同一体が距離や角度に応じて合規則的レーゲルメツシツヒに変貌的見掛相を呈するのは何故如何にしてであるか、このことが追究される段になります。そこでは当然〝見る〟（つまり〝知覚する〟）側の機構も問題になります。事実、歴史上、さまざまな理路でこの追究が試みられてきました。そのうち、近代になって確立したのが前章で批判的に言及したあの「写真機カメラモデル」の知覚理論でした。が、自己同一的〝実在物〟と機会即応的〝見掛相〟との合規則的関係について如何なる理論的装置で説明されようとも、自己同一的実在相なるものは直接的に現認されるわけではありません。人々は、なるほど、実在物が現に存在するはずだということを前提的了解としたうえで理論の構築に着手するかもしれませんが、実在相とやらを直ちよく截せつには知りません。

　理論家が実際に進める理論上の手続はどのようになっているでしょうか？　彼は、諸々の〝見掛相〟がその都度の諸条件（距離、角度、光度……等々、また、見る側の諸条件）に応じて一定の規則性を呈する現相的事実、この与件データ的な事実を統一的・整合的に説明できるような〝実在相〟を構成的に仮設してみます。そして、今度は、この〝構成的に仮設〟された〝実在相〟を説明項として諸々の〝見掛相〟を説明してみせます。あまつさえ、その説明項とされる〝実在相〟によって、従前は知られていなかった新規の現象（少なくとも当該説明理論の構築にさいして被説明項的与件データとはされていなかった現象的事実）を予言的に言い当てたり、新規の諸現象まで包括的・統一的に説明してみせることに成功したりもします。予言の適中が格別な権威を帯びるのはむしろ心理マンタリテの問題にすぎないのですが、ともあれ、こうして、現相的諸事実を何とか統一的・整合的に説明できるように〝構成〟された〝実在相〟、直截的には現認されないこの〝理論的想定相〟、それが見掛相・主観的仮現相と区別された実際相・客観的実在相であるものと見み做なされるに及びます。これが事の次第の大筋です。

　右の形式的な言い方では覆われている憾うらみがありますけれど、与件的な事実としての直接的な諸現相、これは単なる一私人にとっての〝見掛〟という域に留まるものではなく、条件さえ揃えば誰にとってもそう現相するはずのものだと了解されております。平たく言えば、それは自分にとってばかりでなく、他人たちにとっても同じ有様で見えるはずのものであり、自他にとっての諸現相を統一的・整合的に説明できるそのような相として実在相なるものが〝構成〟されるわけです。

　単なる自分にとってではなく他人たちにとっても同様という間主観的な共通性・共同主観的な統一性は、溯さかのぼっては、そもそも「存在する・存在しない」という認定の場面から存立します。先には、「見えている・いない」と「存在する・しない」との区別について暫定的に述べ、「見られている」ならざる「見られうる」を云々しておきました。（見えてはいなくとも触知されつづけている、といった触覚体験が「見る」と「存在する」との区別性を個人的体験の場においても使し嗾そうしえましょうが、触覚的実在感を強調しすぎるのは禁きん物もつだと思います。ここではいずれにせよ「見る」ということで知覚一般を代表させているのであって、触知に即して論じても議論の構造は同じになります。）見えているとしても、それがもし私独ひとりにとってのことで、他人には誰にも見えないとしたら、それは実際には存在せず、もっぱら私の主観的な幻覚にすぎないものとされます。他方、また、私に見えていなくとも、それだけでは存在しないということにはされませんが、誰ににも見えないようであれば、存在しないものとされるのが普通です。実在する・しないということは、間主観的共通性において誰にでも見られうるということ、これを含意している旨を申すことができましょう。

　もっとも、間主観的に一致して見られうる（共同主観的に知覚されうる）ということで「存在する」ということを規定するのは、いかに暫定的とは申せ、狭きに失します。これではいわゆる形而上学的存在が顚てんから無視される仕儀となることは今措おくとしましても、日常的に「存在する」と謂いわれているものの多くを取り落としてしまいます。

　当座の議論の進め方としては、しかし、右の欠には後論で立帰って埋めることにし、まずは、共同主観的に合致して知覚されうるということに定位した「実在」観に即して話をもう一歩先へと導いておきたいと念おもいます。


現相の位置と実在体の位置

　知覚風景界の〝見掛〟的現相＝与件を統一的・整合的に説明しうべき相として構成的に措定される実在相なるものは、前章で論じた「所与‐所識」構制における〈所識〉と如何いかなる関係にあるのでしょうか？　気の早い読者は、前章に謂いう〈所識〉と今ここに謂う「実在体」とは結局同じものに帰一する、と考えられるかもしれません。が、私としては、断じて、そうは立論しません。

　なるほど、実在相なるものを構成的に措定する認識上の手続きは「所与‐所識」構制という認識論的構造に俟まって成立するものです。がしかし、現相的所与がそれとして覚知されるところの或るものたる〈所識〉がそのまま「実在体」というわけではありません。両者は認識論的構制において関わりを有もちはしますけれど、決して同一・不二どころではないのです。想い出しても下さい。〈所識〉なるものは、それを独立自存するかのように考えて存在性格を問うてみるとき、イデアール＝イルレアールな存在性格、いわゆる〝超時空的〟な存在性格を呈するのでした。しかるに、いま、〝見掛〟たる諸々の知覚現相を統一的・整合的に説明しうべき存在根拠として構成的に措定される「実在体」は、まさに一定の時・所に在る個体的実在です。この一事に鑑かんがみただけでも、〈所識〉がそのまま今問題の「実在体」であろう筈がありません。

　では、〈所識〉が知覚風景界の現相的所与に〝受肉〟したもの、それが「実在体」や「実在的諸性質」にほかならない、と言ってみるときどうか？　この比喩においては、〈所識〉なるものがあらかじめどこかに存在していて、それがそのときどきに受肉するという如何にも形而上学を連想させる描像になっております。

　私は、もともと、所与を離れて所識なるものが自存するわけではないこと、そもそも、所識なるものは「所与現認以上の覚識態」を爾余の覚識態と示差的に区別する反照的規定の内自化されたものにすぎないこと、従って、精確には〈所識〉なるものが存在するわけではないこと、このことを断わりつづけてきました。〈所識なるもの〉が自存するかのように思ってしまうのは一種の〝物象化的錯認〟であることを申してきました。原理的にはとうてい右の比喩を肯がえんずるわけにはまいりません。

　だが、〝受肉〟ということを、過程的比喩としてではなく、現相的所与の場所に在ることの比喩として用いるかぎりでならどうか？　つまり、志向的に意識される所識が、いわゆる意識の内部であれ、いわゆる形而上学的世界であれ、どこかしら所与とは別の場所に在るわけではないということ、強いて言えば現相的所与の場所に在ること、このことを言い表わすための苦肉の比喩としてならばどうか？　これは一考に値します。が、そのさい、「現相的所与の在り場所」ということが鍵か鑰ぎになってきます。

　前章第一節において、見掛上の距離と計測上の距離、見掛上の位置と実際上の位置、という件について、野球場におけるピッチャーの位置という例に即しながら叙のべておいた事柄を想い出していただけると便利です。知覚風景界においては、例えば投手の位置までの客観的な距離を測るといっても、まさに見えているあの位置までの距離を測るのであって（ホーム・プレートから眺めていると物差も先へ行くに随って段々短小化しては行きますが）、距離測定の他端たる客観的位置は、まさに見えているあの位置です（それは捕手の所からは、自分の正面で一塁の左手前で三塁の右手前で……と布置的に規定される位置です）。

　ところで、人は、この視覚風景的空間と区別して計測的物理空間なるものをプロットし直します（ここでは立入りませんが、「時間」についても同趣の手続をとって「物理的時間」なるものが措定されます）。そして、見えている限りでの視覚空間的位置は、物理空間的・客観的位置から遠近法的にズレている、と考え直します。

　さて、それでは、「現相的所与の在り場所」、すなわち「諸現相（射映的諸所与相）を統一的・整合的に説明しうべく構成される〈所識〉態」の〝受肉〟している場所とされるのはどこの謂いいでしょうか？　それは、さしあたり、知覚風景的空間におけるあの（現に見えている）位置を措おいてはありえない筈です。そして、ひとまず、こう〝認める〟ことにしましょう。知覚風景的現相空間におけるあの位置（「現相的所与の在り場所」）に一定の所識態が〝受肉化〟していることにおいて（そのような相で構成的に覚知されることにおいて）「実在体」なるものが措定される、と。客観的位置なる想念の二義性のうちの一つに徴するとき、「実在体」は、こうしてひとまず、知覚風景的空間世界のあの（現に見えている）位置という客観的位置に定在すると申せます。

　では、次に、客観的位置なる想念のもう一つの規定に徴するときどうでしょうか？　物理空間的位置・場所なるものがプロットされ直すとき、「実在体」の在り場所がプロットされ直すというのが実態ですから、同義反復的トートロジカルに「実在体」の在り場所が変わってきます。そして、その物理的「実在体」なるものが、知覚的に現認される諸性質（第二性質であれ第一性質であれ）をそれ自体では具えていないと見做される場合には、この場合にはもはや〝受肉〟相にはなく、むしろ〝脱肉〟相にあると言わねばなりますまい。

　このように考えてきますと、私どもとしては、いずれにせよ、一義的に〝受肉〟状態という比喩を容認してしまうわけにはいかない次第なのです。

　但し、「実在体」の構成的措定が、現実問題としては、ひとまず〝受肉〟相でおこなわれるであろうということ、そして〝脱肉化〟的なプロットし直しの後においても「所識的実在体」は一定の物理空間的位置を占めているのであり、決して純粋にイデアール＝イルレアールな〝超時空的〟存在に昇華するわけではないということ、このことは申し添えておくことが許されましょう。


自然界の合法則性

　こうして、私どもとしてはさしあたり、知覚風景的諸現相、いわゆる素朴的実在相に定位しつつ、「所与‐所識」態を間主観的に共通な相で統一的・整合的に説明しうべき「実在体」なるものが〝構成〟的に措定される経緯、併せて、「実在体の空間的位置」などについて、原基的な構制を見据える所以ゆえんとなりました。

　ところで、しかし、「現相の存立構造」にあっては「見掛‐実相」の区別化的統一という〝認識論的〟構制よりも「諸現相の合法則性」という〝客観的〟連関構造こそが重要な筈ではないでしょうか。諸現相の合法則的な連関・変化という事実が統一的・整合的な説明の与件として既在し、そのことが実在体の構成的措定を機縁づけるのでもあり、また、実在相〝構成〟の存在（論的）根拠をもなすのであって、現相界の合法則性こそが究明されねばならない、と思われます。

　私どもは、そこで、現相界の合法則的存立構造に主題を移してみることにしましょう。各種「法則」の実証的探査ということは、なるほど近代諸科学が課題の中枢に押出したことではあっても、伝統的存在論の第一義的な論件であったとは申せません。しかし、自然界の合法則性ということが哲学的存在論にとっても重要な一案件であることは否むべくもない筈です。


第二節　事象と因果法則

　知覚風景的世界にはさまざまな変化が出現しますが、それら変化する諸事象は、おのずと、類型・秩序・規則らしき相で分節的に覚識されます。生滅的・変様的・移動的な諸変化に人はしばしば不意をつかれて当惑しもしますが、大抵は変化の蓋然的たぶんこうなるという法則性を察知していればこそ身を処していけるというのも事実です。森羅万象のことごとくについてとは申しませんが、或る種の現象については、人は歴史上かなり旧くから、変化の因果的連鎖や合法則的経路に気付くようになっていたと想われます。


因果的法則観

　ここでは、因果概念や法則概念の歴史的な形成を跡づけようなどと考えているのではなく、基本的には近代的な因果法則観の存在論的次元を問題にすることが課題なのですが、近代的な因果律、近代的な法則観と言いましても、それが存外と近代以前的な発想の名残りを色濃く留めている、という事実はあらかじめ指摘しておかねばなりますまい。

　思想史・文化史の方面で次のようなことが言われます。「嘗かつては超越的主宰者（例えば神）が律法に則のつとって世界を支配・統御していると考えられていた。但し、主宰者と諸事象との関係は、牧夫と羊との関係に類するものであって、主宰者は目的地へ羊群を追い遣るとはいえ、羊は反抗的に多少の道草を食うこともできたし、主宰者が目的地へ強制的に導くとはいっても、物理的な規制力を及ぼしてのことではなく、被導者の意思を介してのことであった。ところが、近世になると、神は腕利きの職人に譬えられるようになった。職人が時計を創って一たんネジを捲いて置くと、後はひとりでに規則正しく動く。神の被造物＝宇宙は、神が逐一干渉することなしにも、また、被造物の意思に訴えかけることなしにも、合法則的に運動する自動的機械装置体系に喩たとえられる」云々。

　慥たしかに、古代・中世においては宿命論的とはいっても決定済みなのは結末（目的地）であって、途中経過には不確定的な揺ぶれ（道草食い・一時的逸脱）の余地がありえました。これに対して、近代的な因果法則観では、因果連鎖の合法則的進行が進展の一歩ごとに一義必然的な仕方で決定されており、そこには超越的意思も内在的意思もない自動機械装置体系があるのみで、結末の既定性は途中過程の一義決定性に負う、という形になっていると一応は言えましょう。しかしながら、因果連鎖の合法則的な進展の現場的メカニズムを問い返してみると、自動機械装置の比喩では、因果概念も法則概念も尽くされはしません。


擬人法的法則観

　因果という漢語的観念の含みは存じませんが、ヨーロッパ的な因果観念には一種の擬人法が籠こもっていることが指摘されます。また、漢語の「法」や「則」もやはりそうですけれど、「法則」と訳されるヨーロッパ語law, Gesetz, loiはいずれも人間界の法律・掟おきて（といっても元来は人間が勝手に定めた法ではなく神による「定め」）を原義としており、法則という観念にも擬人法的な発想がつきまとっているように思えます。

　なるほど、数学的に定式化される近代科学における法則にあっては、原因・結果といっても先行位相・後続位相の謂いいにすぎず、擬人法的な想念は含まれていない、と言われるかもしれません。また、法則といっても、そこでは、単なる函数的連関性を表わすにすぎず、法や則の含意は消失している、と言われることでしょう。このことを一応は認めるに吝やぶさかでありません。がしかし、私ども〝近代人〟がいざ因果的必然性や法則的既定性ということを具象的に考える場面ではどうでしょうか。存外、因果関係や法則観念の内容が擬人法的な構制になっていることを否めないむきがありそうです。

　惟おもうに、因果関係というとき、先行事象と後続事象との継起に必然性のあることが必要条件です。だが、必然的継起というだけでは因果関係とは言いません。例えば、昼に夜が必然的に継起するからといって、昼が原因で夜という結果が生じるなどとは誰も言いますまい。

　では、必然的継起ということ以上に何が加わらねばならないのでしょうか？　原因が結果を「惹き起こす」という作動的関係が要件であるように思います。例えば、手押車ならば前輪の回転に後輪の回転が必然的に伴っても因果関係があるとは言いませんが、前輪駆動式の自動車の場合、前輪の回転が原因で後輪の回転が結果だと言います。前件が後件を必然的に「惹き起こす」場合に因果関係が云々されるわけで、原因には結果を「惹き起こす」能動者・起動者であるということが含意されていることがここに認められましょう。

　能動的な起動者たる原因が一定の結果を惹き起こすという想念においては、原因なるものの擬人化（というより適切には、人物的起動者の擬物化）がおこなわれている趣きがあり、因果関係の必然性にあっては、原因は結果を起こさざるをえず、結果は原因によって起こらざるをえない（せざるをえない‐ならざるをえない）という構制がみられます。

　人間的実践の在り方が投入されているのは「原因」という能動的起動者だけではなく、原因が結果を必然的に惹き起こすというさいの必然性の在り方にもそれがみられる次第なのです。因果連鎖の必然性は、普通には「事実必然性」として、規範的行為における「当為必然性」とは別種のものと思われております。そして、因果的事実必然性の在り方を形象化した「法則」と規範的当為必然性の在り方を定式化した「規則」とを峻別するのが常識です。しかしながら、「事実必然性」（müssen＝ならざるをえない）は「当為必然性」（sollen＝せざるをえない＝しなければならない）を謂いうなれば擬物法的に物象化したものにほかなりません。

　原因が必然的に一定の結果を惹き起こすのはそうせざるをえない強制のもとにおいてのことでしょう。ここに謂う強制は、なるほど、規範的・当為的な強制とは限らず、さしあたってはむしろ〝物理的〟な強制かもしれません。しかし、物理的強制に押し流されただけであれば、そうならざるをえなかっただけで、そのさいには、原因は起動因ではなくして単なる受動的な伝導的媒体ないし結果になってしまいます。原因が能動的起動者として擬人法的に表象されるかぎり、よしんば物理的強制に迫られてのこと（不本意ながら）であろうとも、情況を主体的に受け留め直し、そうせざるをえないと自身にひきうけて起動するのでなければなりますまい。これが「法則的必然に則って惹き起こす」という構制の筈です。

　しかるに、そうせざるをえない強制に随したがうということは（〝事実必然性〟に服するだけでは単なる伝導的媒体ではあっても、起動的能動者ではないことになりますので）畢竟するに当べ為しに随順することにほかなりますまい。原因の表象が擬人法的であるかぎり、この擬人法と相即的に、法則的・必然的に惹き起こすという営為の在り方も規範的・当為的な強制に随順して規則的・必然的に……という擬人法になっている始末なのです。

　私としては、しかし、伝統的・日常的な因果法則概念が一種の擬人法になっていることを指摘はしますが、そのことで以って単純に因果律を閑却してしまおうというのではありません。


哲学上の因果法則論

　読者の中にはここで遮さえぎって、次のように言われるむきもあることでしょう。「因果律というものは、たかだか日常的概念なのであって、もともと学理的概念の資格に欠けるものではないのか。常識的には、例えば、砲弾の命中が原因で城壁の崩壊という結果が生じたという言い方をする。が、原因は砲撃手の行動だとも言われうるし、指揮官の発射意志・命令だと言うことさえもできる。また、城壁も一方的に結果の側に属するのではなく、その堅牢性があってはじめて砲弾の炸さく裂れつがありうるのであって、それがもし紙のようなもので出来ていれば貫通はしても崩落はしないことであろう。因果関係と思われているものは物理的にはじつは相互作用なのである。翻って、城壁の崩落の原因はむしろ重力の作用と言わねばならず、砲弾の命中は機縁にすぎないとも考えられるのである。――要するに、因果などという日常的・常識的な観念は学理的概念としては使いものにならない。云々」。

　実際その通りです。哲学においては、ヘーゲル以来、弁証法家たちは、因果という悟性概念はたかだか便宜的・暫定的にしか使用できないこと、相互作用概念へと揚棄すべきことを主張してまいりました。また、因果的説明主義に代えて函数的記述主義に徹すべきことを説く学派もあります。しかし、近代哲学界における大勢としては、因果概念を何とかソフィスティケイトしつつ存在動態論の基幹的概念に据えようと試み続けているのが実態という有あり様さまなのです。

　だが、精密科学においては、因果的法則といっても、時間につれて状態がどう変化するかを記述するのみで、前件が後件を惹き起こすという発想もなければ、また、必然性といっても数式的論理必然性しか含意しなくなっているのではないか？　先にも一言しておきましたように、このことを一応認めるには吝やぶさかでありません。法則の数学的定式が形式的に表現する限りでは確かにその通りです。だがしかし、数式によって形式的に表現されている状態変化の〝実質的な存在関係〟、そこでの〝作用関係〟〝拘束的規制関係〟を解釈的に理解する段になると話は変ってまいります。

　「法則的定式というものは一群の変化事象を同一函数という統一的な仕方で記述したものにすぎない。それに尽きるし、科学にとってはそれで十分だ」と考える人々も確かに居ります。しかし、法則の数学的定式は事柄の外面的・形式的な側面の定式にしかなっておらず、〝実質的法則関係〟はそれでは尽きないと考え、単なる数式的・論理的な必然関係以上のその〝実質的な存在関係〟の究明が哲学にとって残されていると考える人々が多数存在します。そして、〝実質的な法則的関係〟とやらの場面に関して、多くの哲学者たちが、ソフィスティケイトされた「因果律」の妥当性を何とかして言おうと腐心している次第です。

　哲学者たちの〝洗練ソフイステイケイト〟された因果法則論を逐一紹介・批判する遑いとまはありませんが、彼らが擬人法臭を消そうと努めるかぎり、次のような大枠的構図内で議論を立てることは、容易にお察しいただけると思います。

　Ａという事象（ないし状態）には、Ｂという条件下では、必然的に、Ｃという事象（ないし状態）が継起する。これが第一段の枠組規定です。Ａ、Ｂ、Ｃは、勿論、一回限りの出来事ではなく、〝本質的な同一性〟に徴して、それぞれ一括してＡ、Ｂ、Ｃ、と呼ばれているものです。――この第一段では、昼に夜が必ず継起するといったケースまで含まれてしまっておりますので、Ｂの下もとにおけるＡの作用・影響でＣが発生する旨を論者たちは第二段で規定しようとします。

　問題はここからです。「作用・影響」というのは〝力〟の「発揮・効果」だと考えられます。が、経験的に認識できるのは、せいぜい、状態Ａから状態Ｃへの推移の具体相までです。〝力〟なるものは発動以前にも潜在的に既在する或るものとして想定されるにもせよ、〝力なるもの〟自体を直截に認識することはそもそも不可能なのであって、〝力〟は効果に即してのみ間接的に認識することがようやく叶う、というのが了解事項です。

　ここで論者たちは、ＡからＣへの具体的な推移、そこにおける状態変化の一齣一齣を〝力〟の作用・効果だとして認定します。こうして、論者たちは、Ａの作用・影響によって必然的にＣが成立する、すなわち、ＡＣ間には因果関係が存立する、と主張する所以ゆえんになります。

　検討を要する論点が、さしあたり三つ存在します。第一に、〝力〟なるものの存在論的（かつ認識論的）身分、第二に、法則的必然性、第三に、世界の構造的法則の斉一性（いわゆる「自然の斉一性」）です。これらはいずれも大問題ですが、当座の行論にとって必須な範囲内で、初めの二つを簡略に検討しておきましょう。


〝力〟の存在論的身分

　第一の〝力〟の問題。人々は〝力〟なるものが実在することを確信しております。〝力〟（エネルギーや運動量などと必ずしも明確に区別しないで、まさに〝変化を惹き起こす能因〟として考えられる〝力〟）というものが認識主観から独立に（この意味で客観的に）実在するという想念は旧来の存在観におけるヒュポダイムの一つです。〝力〟という一種独得のものが実在するという考えは、古代から現代まで根強く底流しております。（f＝m[image: ]といった定義は、量的関係を表現するものであって「力」なるものの実質を規定するものではありません。このことは初等力学におけるバネの力f＝kxを思い合わせるだけで諒解いただけると念おもいます。）

　ところで、しかし、〝力〟が実在するとはどういうことでしょうか？　論者たちは〝力〟なるものが在って、それが能因として作動するから変化という現象が生起する、と考えます。が、認識手続から言えば、〝力〟なるものが直截に先ず認識されるのではなく、経験的に確認される変化現象がまず在って、これを手掛りにしつつ、諸変化を整合的・統一的に説明しうべき項として、〝実在的力〟なるものが〝構成的〟に措定されるというのが実態です。先にみておいた「実在体」の〝構成的措定〟の一特殊ケース（「変化」という諸現相を被説明項的与件とする特殊ケース）にすぎないわけです。

　私としては、この経緯とそこにおける〝物象化〟に自覚的であるかぎり、〝力〟なるものの〝実在性〟措定とそれに拠る〝説明〟を顚てんから卻しりぞけてしまう心算つもりはありません。がしかし、論者たちは説明項として〝力〟なる能因を立てているけれども、実質的には、状態Ａから状態Ｃへの推移の具体相を「記述」しているにすぎないこと、原理的な次元での話としてはこのことを指摘せざるをえません。なるほど、論者たちは、ＡからＣへの推移相に直接的に即して〝力〟の概念を立てるのではなく、他の場面に即して一般的に得られた既得的な〝力〟概念を適用しているのですし、「記述」といっても、論者たちは〝力〟による〝説明〟を交えますから、平板な現相記述には堕しません。私が申しているのは、〝力〟概念を措定する手続や〝説明〟と称される手続の認識論的身分に溯るとき、論者たちが〝力〟概念の導入による因果論的説明の心算でいるものの実態は、函数態的記述に帰趨する、ということです。

　このさい、アインシュタインの一般相対性理論を持出して、万有引力（重力）という〝力〟なるものが――古典物理学で考えられてきたような意味で――実在するのではないこと、重力は系の相対的加速度という関係規定にほかならないこと、重力なるものは加速度運動という変化現相を統一的・整合的に説明しうべく〝構成的に措定〟される〝実在〟の一種類なのだということ、このことを詳しく喋々するのは差控えます。がしかし、そもそも〝力〟という概念は、人間をまるごと擬物化したものでこそなけれ、人間が行動にさいして体感する起動的な或るものに淵源すると謂いわれること（これは〝力〟という観念の起源・原型に関する定説に属します）、このことには更あらためて留意を促すべきでしょう。

　となりますと、論者たちは、因果論から擬人法臭を消した心算つもりでも、人間が自身内部的に覚知する「力」から類推的に表象された〝力〟なるものを能因として立てることにおいて、結局は擬人法的な構制を蟬せん脱だつしえていない、と評さねばなりますまい。


法則的必然性

　第二の〝法則的必然性〟の問題。論者たちは、Ａという事象（ないし状態）に、Ｂという条件の下では、Ｃという事象（状態）が必然的に継起する、と称します。ここに謂いう「必然的連関性」の内実が問題です。

　経験的に確認できるのは、せいぜいのところ、条件Ｂの下では、事象Ａに事象Ｃが例外なく継起した、ということまでです。過去のデータに基づいて、人が、将来においてもＢの下ではＡにＣがおそらくや継起するであろうと予期・期待するのは（自然界における法則的斉一性が想定されうるかぎり）尤もなことと認められましょう。以上の範囲では、経験的事象を分類的・統一的に記述し予料するだけのことです。

　論者たちは、しかし、必然的継起を主張しているさい、右の記述・予料より以上のことを含意しております。それはＡとＣとの連関の一義必然性という含意です。

　経験は、今までのデータには例外なく妥当することを教えても、厳密な一義必然性は教えるべくもありません。私は今ここでは、将来においては自然法則そのものが変ってしまう可能性を述べ立てようとしているのではありません。問題はあくまで必然的連関性の内容に懸ります。

　論者たちといえども、なるほど、経験的データに頼ることでしょう。しかし、論者たちは、経験的データを単に分類・整理しようとするのではなく、それを手掛りにして〝法則性〟を〝発見〟しようと試みます。この〝法則性〟たるや、認識されるされないにかかわらず客観的に既在・実在するものであって、それが在るからこそＡにＣが例外なく継起・生起するのだ、とされます。ここでの眼目は必然的な連関性ということです。

　或る種の論者たちは、ここで〝徹底〟して、事象連鎖の必然的連関性は一回起的事件（つまりこの世で唯の一回しか起こらない事件）においても存立する筈であると考え、決定論の立場を固めます。一回起的事件では、偶然的にそうなったのか必然的にそうなったのか、判らない？　そういう意見はこの世に偶然性が実在しうると考えるところから出て来るものであって、一見偶然的に思える出来事も実際には因果必然的な一義的結果なのだ、と彼らは言い募つのります。いわゆる偶然性とは、認識の不十分性、必然性の未知・無知にすぎないというわけです。

　こうなりますと、客観的偶然性の有無、この世界は果たして一義必然的に出来ているのかどうかという問題は、いずれにせよ実証的には決着のつかない世界観上の態度決定の問題に属することになります。(非決定論の側も、「自由意志」という「必然性の連鎖を破る要因」の存在とやらを、これまた非実証的に主張するケースが多々あります。が、但し、自由意志を論拠とすることなく、自然界に客観的偶然性＝非一義性を認めるだけの非決定論も現にありえます。)

　ところで、客観的法則性、事象連鎖の必然性、これが既在・実在するという信念はどこから得られたのでしょうか？　誰も必然的法則性そのものとやらを直截に認識できるわけはなく、経験的事象を手掛りにして〝発見〟した筈です。が、この〝発見〟たるや、実態においては、現与の諸現相を整合的・統一的に説明しうべき〝構成的措定〟にほかならないことは絮じよ言げんするまでもありますまい。これはデータの表面的な分類・整理ではなく、法則なるものの構成的な措定であり、この法則は単なる所識ではなく「実在界」に〝受肉化〟される所以ともなります。ここに、論者たちにおける〝法則性〟の物象化、時としては物神化が機縁づけられもします。

　ここまでなら、しかし、あながち決定論になるわけではありません。では、どこから決定論への飛躍的臆断が生ずるのか？　事象Ａに事象Ｃが合法則的に継起することを認知するといっても、ＡもＣも本質的同一性・類同性で括くくられているのであって、幅があります。そこで、Ａの〝同一性〟をより限定し、同一性の度を厳しくして行くときどうなるか。経験の教えるところ、概して、Ｃの〝同一性〟もより限定的な範囲に納まって行きます。このことから推おし詰めて考えると、Ａが厳格に同一であればＣも厳格に同一になるであろうと思われます。そして、その極限として、たとい一回起的事件であれ、同じ（自己同一的）Ａには同じ（自己同一的）Ｃが継起する筈だ、と考えられるに及びます。一義必然的な継起という想念は右の構制で形成され、そこにあの因果的規定関係という想念も籠められ、以って決定論が成立します。決定論は何も無む闇やみ矢や鱈たらに唱えられるのではなく、「類同的前件には類同的後件が継起する」という経験的データを類推によって極限化する手続きによって形成されたものである、と申せましょう。

　御賢察の通り、この手続には飛躍があります。推し詰めそのことが論理的飛躍を孕はらむということの以前に「前件の類似度を高めて行くと後件の類似度も高まる」という知見に問題があるのです。私どもは、大雑把な話としては、前件が同一的であれば後件も同一的になるという傾向を〝経験的に認知〟します。そして、もし〝同一〟前件から多様な後件が現出したとすれば、前件の同一性の精度が悪かったのだ、前件が十全には同一でなかったのだ、と考えてしまいます。しかし、ここに陥穽おとしあながあります。前件が同一であれば、後件もかなり狭い範囲内に納まる（ほぼ同一）かもしれません。しかし、前件が厳格に同一であれば後件も厳格に同一になる筈だというのは、類推ではあっても（正確に言えば、外挿法的な理念化なのであって）、確証不可能です。そして、現実問題として、前件状態の厳格な同一規定ということが（論理的にはともあれ）実験室的には「揺動フラクチユエイシヨン」とか「量子力学的不確定性」の故に不可能です。実験室的に理論上可能な最大限の精度で前件を同一的に規定しても、或る幅の範囲に納まりこそすれ、量子力学的ミクロにおいては後件は非同一的になるのが現実です。そして、マクロにおいてはミクロな差異が相殺されるとはいえ、マクロは所詮ミクロの〝複合体〟なのですから、原理的に不確定性が残ります。――という次第で、臆断的な推し詰めに拠る決定論は卻しりぞけねばなりません。

　こうして、決定論的な因果法則観は採るわけにまいりません。が、このことは、無論、或る種の〝因果的法則性〟を認めるのを顚てんから禁じるものではありません。この件については、行論を通じて、既に御理解を得ていることと念います。

　惟おもえば、所与の諸々の現相を整合的・統一的に説明しうべく構成的に措定するという手続、「実在体」（広くは〝力〟や物理的な空間・時間などをも含む）の措定、「因果法則」の措定、等々、至る所で問題になるこの手続自身が、存在界の構造的・法則的な斉一性を〝存在根拠〟〝存在論的前提〟にしているのではないでしょうか？　今や、先に登録しておいた「自然界の法則的斉一性」の問題を主題化しつつ、その裡うちで、因果法則について残されている論件などにも関説することにしましょう。


第三節　実在の成立条件

　世界には諸々の実在体が客観的に存在しているということ、また、世界の諸現相には客観的な合法則性が既在しているということ、この〝世界観的了解〟が鞏きよう固こに確立しております。

　日常的意識においてはあれこれの現相的実在体が際きわ立だって覚知され易いとは申せ、いささか省察してみますと、〝存在の理法〟とも謂いうべき法則性のほうが〝優位〟な存在のようにも思えます。あれこれの存在者が消失しても法則性は存続するように思え、法則性が存在者を在らしめるようにも思えます。実在体の典型である事物的存在は目で見たり手で触れたりできますが、理法的法則は見ることも触れることもできません。それにもかかわらず、理法的な法則は厳然たる客観的存在であり、しかも、万古不易で普遍必然的であるように思えます。


自然の法則的斉一性

　科学者たちが例えば考古学的年代決定や天文学的各種測定をおこなうような場合、自然界の法則的な斉一性や普遍性が前提されております。

　尤も、これは文化相対的な一パラダイムであって、人類文化がいつどこでも常に自然法則の斉一性を前提的了解にしてきたわけではなさそうです。例えば、中世紀の中国では、古文書に誌されている天文現象の記録が現時点での計算と合わないような場合、昔は天体運行の法則が現在とは別様だったに違いないと考えた由（つまり、記録の間違いとは見み做なさず、記録のほうが優位的に正しいと了解していた由）です。読者はお嗤わらいになるでしょうか？　でも、仮りに〝時間の進行〟そのものが昔と今とでは緩慢化ないし急速化の変化を遂げているとしたらどうでしょう？　宇宙起源の大爆発ビツグ・バンが約百五十億年前とされるのは〝時間の進み具合〟が斉一だったとしての話ですが、斉一だったかどうかは実証できません。〝宇宙時間の進行具合そのものの変化〟と呼ばれうる事態は、宇宙におけるありとあらゆる物理的運動相の斉一的変化と同じ事態ですから、それがもし起こったとしても物理的手段での実証は不可能です。

　一般論として、自然界の法則的な斉一性や普遍性ということは、各種の実証的測定にとって前提ではあっても、それ自身は実証された知見ではありません。

　自然界の法則的な斉一性や普遍性は、しかし、やはり一種の経験的知見ではないでしょうか？　そして、この知見は客観的法則性自体（よしんば誰も認識しなくとも厳存する）が人間に認識されたものにほかならないのではないでしょうか？

　まず、あれこれの法則の場合、太陽は毎日東から昇って西に沈み、河は絶えず上流から下流へと流れ、桜はどの樹も春に花咲き、夏に実を結び、秋に葉を落とす……というような〝斉一性〟や〝普遍性〟の観察的経験を機縁にして法則的知見が成立します。諸科学における個別的諸法則も本質的な機制に関しては同趣です。ここにあっては、過去における一定の事象的継起の経験が機縁・基盤になって、将来に関しても同様な継起の予料・期待が懐かれます。尤も、人々は、単なる記述・予料に自足するのではなく、そこに因果的説明を持込みます。当の因果的説明なるものは斉一的継起を前提的了解事項として構築されたものではありますが、前節で述べましたように、因果法則的必然性なる物象化された所識的な或るものは〝外挿的理念化〟に俟まっており、必然的法則性はもはや経験的知見とは次元を異にする相になっております。

　ここで、更に進んで、自然界の法則的斉一性とやらについて考えてみますに、それは個別的諸法則の単なる統合ではありません。諸法則の〝隙間〟を埋めただけのものでもありません。それは、謂うなれば「法則の法則性」であり、メタ・レヴェルの法則性とも謂いうべきものです。人々がそれを着想する機縁・動機は経験的な観察・知見に存するにもせよ、自然界の法則的な斉一性や普遍性という所識的意味成態、それの物象化態は、そのまま経験的知識というわけではありません（或る意味では、それは、ユークリッド幾何学の諸公理などと存在論的・認識論的な身分において近い、と言うこともできましょう）。

　惟おもえば、人々の現識する対象的現実世界は、特個的な存在者群の並存的累積態といったものではなく、類種的な秩序的分節の纏まりを有もっており、個々の存在体はそれはそれ自身でまた内部構造的な秩序的統一を具えており、事象的変化は類別的かつ法則的な秩序的体系を成しており、……というように、どの部面での視角においても、合規則的な体系の相を呈します。

　なるほど、時としては、秩序的枠組に納まらない例外的な存在や、法則的軌道から逸脱した偶然的事象と思えるものに人は当面します。がしかし、それらの実在性が容認される場合でも、それらはあくまでも〝例外〟であり〝偶然〟であるものとして処理されます。近代的存在観は概おおむね例外や偶然の存在を認めたがりません。例外や偶然に見えるのは認識の錯誤や不十分性に因よるものと言いたがります。錯誤とは言い切れないことが自覚されるに及ぶと、秩序や法則の旧来の定式を是正し、例外や偶然が生じない相に秩序や法則を定式し直すことで法則的秩序を斉一的に貫徹・妥当せしめようと試みます。


世界の星座的整序体系

　さて、世界の秩序性・合法則性と称されるものは、果たして、客観自体に具わっているものであり、人知がそれを如実に追認したものなのでしょうか？

　因ちなみに、実証的な科学的研究と呼ばれるものはサンプルに即しておこなわれるのであって、個別的事象の一つ一つに直接的に当ってみるものではありえません。しかるに、サンプルに即して法則的一般化が可能なのは、自然界の諸事物・諸事象が類別的に括くくられうる本質的同型性・共通性を具えており、それらの部類ごとに同型的・単一的な法則が存立する、という前提条件があってのことです。部類ごとの構造的・法則的な斉一性がもし実在しないようであれば、サンプルに即した観察・実験に拠る法則的定立という科学的研究は存在論的・認識論的な方法論的権利を欠く所以ゆえんとなります。自然界の類別的・本質的な同一性、構造的・法則的な斉一性ということは、法則定立的な科学的研究を可能ならしめる大前提なのであり、それをメタ・レヴェルにおいて体現するものがいわゆる「自然の斉一性」にほかなりません。多くの科学者や哲学者たちが「自然の斉一性・合則性は絶対的な存在論的真理だ」と主張したがる事情は諒解できます。が、それが単なる前提的な確信という以上の権利をどこでどう保証されうるのか、この点の検討が必要とされます。

　これを検討する一具として「星座」を引合いに持出してみると便利かもしれません。星空を眺めますと、一見バラバラに星が散らばっているようでありながら、そこにもおのずと秩序的な分節と纏まとまりが覚知されます。そこで、バビロニア式星座、古代中国式星座、マヤ式星座、ギリシャ・ローマ式星座といった星座的体系が〝看取〟される所以となりました。与件的対象は同じであっても、秩序的統轄体系は必ずしも単一ではなく、複数の整序体系が分立しえます。星座的整序の各種方式はさしあたり同位・同権的と認められましょう。「いずれも完くの主観的配列なのではなく、客観的与件現相に制約されており、客観的布置をそれなりの仕方で表現している」と〝認め〟られます。主観と客観との二分法に妥協した言い方をすれば、「星座的整序体系は客観的与件と主観的活動との協働の所産である。それは純然たる客観的秩序そのものでもなければ、純然たる主観的創像の投射でもない」と言えましょう。

　ところで、各種星座における星の布置を対応づけることができ、以って、各方式での星座が同じ天球の星々を共通の与件にしていると判定できる所以の、与件的一個同一性がそこに存在する筈ではないか。その与件的同一者、それが星々の客観的布置にほかならないのではないか。そう考えたくなる事情は判ります。が、人が各種星座体系を対応づけるさい、天緯度・天経度の座標体系にプロットする近代天文学流の〝整序体系〟といったもう一つの〝星座体系〟を持込み、自己流の〝星座体系〟に従前の各種星座をプロットし直しているだけではないでしょうか。しかも、そのさい、自己流の〝星座〟によって把握・描出される相を以って星々の客観的布置と称しているのではないでしょうか。私は、勿論、古代式星座と近代天文学的〝星座〟とがすべての点で全く同位同格的だなどとは申しません。さしあたっては、ただ、「客観的与件と主観的活動との協働の所産」という本質的な構制においては同趣性を免れないことを申したいだけです。どれか一つの方式で星座的整序をおこなっている文化圏内部の人々は、他の方式での星座を自分の整序体系にプロットし直してみせ、自分の方式こそが〝実相〟を忠実に把えたものであって、他の方式は拙劣で不完全な整序にすぎない、と主張したがるのが通則です。

　私の言わんとするところはもはやお判りいただけたことと念おもいます。存在界の内自的秩序・法則と称されるものは、外挿的・理念化的な伸長とか、擬人法的転移とか、この種の具体的な契機は措くとしても、所詮は「客観的与件と主観的活動の協働の所産」たることを免れず、「純然たる客観的実相自体」とは言えないのが道理なのです


総世界的な機能的連関

　存在界の「秩序的・構造的・法則的な理法」として思念されているところのものがとうてい「純然たる客観的実相自体ではない」旨を云々するにあたり、私は右の行論ではいわゆる主客二元論に妥協した構制に托しました。〝主客協働の所産〟という仮托的立言によっても、「存在界の秩序性・合則性」が決して単なる〝主観的・恣意的な投入〟ではないこと、この点は誤解なく受け留めていただけると思います。また、前章での行論を想起していただければ、「客観的実相自体‐心像的意識内容‐主観的活動作用」という構図で発想しているのではないこと、況ましてや、心像的意識内容の対外的投射などを考えているわけではないこと、この点も絮じよ言げんを要しない筈です。問題は仮托的に〝協働〟と申したことの実態に関わります。

　認識といえども、存在論的にみれば、世界における存在現象です。それが自我的身体の内部とやらに私蔵されているのではなく、知覚風景的に展ひらける現相世界に位置を占めうることは前章においてすでに指摘しておきました。世界現相は、しかも、総体的に連関し合っており、いわゆる意識現象はその一表白です。主体と客体とを二項的に自立化させる流儀で語るかぎり〝協働〟という言い方に托さざるをえなくなりますけれども、総世界的な機能的連関がいわゆる意識現象を具体的に成立せしめるのです。

　人は、脳神経生理学の知見を持出して、「外界との刺激的関連を一切遮断しても、脳の内部に一定の電流が流れるだけで意識現象が生じうる、脳は自己完結的な系なのだ」と言うかもしれません。だが、そのさいに現われる具体的な意識相は、もしその脳が嘗かつて一度も外界的刺激とのアクチュアルな連関をもたなかったとしたら、果たしてその相で生じうるでしょうか？　総世界的連関というのは、何も現瞬間だけの物理的作用連関に局限されるものではありません。意識現象を支える総世界的連関態ということを〝現瞬間の物理的作用連関態〟という矮小なイメージで理解しないでいただきたいものです。私どもは、いわゆる〝物‐心〟関係やいわゆる〝身‐心〟関係について、旧来のヒュポダイムと訣別しなければなりますまい。

　この件については本書ではいずれにせよ主題的に論じる余裕はありませんけれど、右の立論を支える発想を御理解いただくためには、次章での議論が前梯的に必要です。今ここでのありうべき疑義の大半は次章の論脈内で解消するものと予期いたします。

　ところで、存在界というとき、そこにはいわゆる物理的存在体や自然的秩序・構造・法則といったたぐいだけでなく、美・善・聖といった各種のいわゆる「価値」的存在もありますし、規範・権力・制度といった社会的存在もあります。が、これらについても、次章において必要最小限は論じる予定です。


存在とは何か

　ここでは、存在の問題の重要な論件の一半を先送りにせざるをえませんが、前章から持越した「存在命題」を主題化しつつ、いわゆる実体的存在性や客観的実在性をめぐる存在論上の基幹的構制について、ひとまず構図的な断案を提示しておきたいと念おもいます。

　私はさきに知覚的認知に即して実在性を規定するのでは狭きよう隘あいにすぎることを申しておきました。そして、知覚的認知に即して或る種の実在体の存在を規定する場合ですら、単なる一私人の知覚的な現認ではなく、間主観的＝共同主観的な認承が要件をなすことを申し添えておいた次第でした。また、いわゆる自然法則といった直接に知覚的対象とはならないものの存在性についても議論を中途まで導いておきました。今や、「存在するとはどういうことか」を直截に問題にし、そこから反照する途に就くことにしましょう。

　最広義における「存ア在ル」、すなわち、御伽噺フイクシヨンの世界のアルや無のアルのごときをも包括する「アル」は、反省的に定式化すれば、所知しられるものたる何かが能知しるものたる誰かに〝現前する〟という関係態の謂いにほかならない、と申せます。

　早速に反問が予想されます。「所知‐能知」関係は「知ル」「意識スル」という関係であって、「アル」はそれとは別の筈ではないか？　これは非常に尤もな疑義・反問です。だがしかし、「所知‐能知」関係、「知ル」「意識スル」という関係を正しく把えることが肝要です。人々はとかく、所知的客観と能知的主観とを独立自存の二つの実体的存在者と考えたうえで、〝意識スル〟とは能知的な主観内部での出来事であるかのように考えます。このように考えられた〝知ル〟〝意識スル〟は、なるほど「アル」とはおよそ別事でしょう。しかしながら、第一章で稍々詳しく見ておきましたように、「意識スル」とは、決して、能知的主観とやらの内部での出来事ではありません。

　ここで、更なる反問が予想されます。虚構フイクシヨンや無のアルをも包括するごとき広義の「アル」は、なるほど、「意識されてアル」を離れて自存的にアルわけではないにしても、しかし、「無がアル」「虚構がアル」と意識されるのであって、「アル」はあくまで意識される対象的な客観ではないのか？　何かが走ル、何かが変化シテイル、等々と意識するのと同様、何かがアルと意識するのではないか？　私としても、「アル」が「走ル」「変化スル」等々と謂いわば並列する相に対象化して意識される場合のあることを否認するつもりはありません。がしかし、それは狭義におけるアルの一位相であって、今問題の最広義における「アル」の謂いではありません。

　この間の事情を判り易くするためにも、いわゆる「存在判断」を引合いに出す段です。多くの論者たちによって従来から指摘されている通り、「Ａがアル」（Ａが存在する）という存在判断においては、（メタ・レヴェルでの反省的意識においてならともかく、直接的意識においては）Ａの存ア在ルが志向的に意識されるのではなく、端的にＡが対象的に意識されるのです。誰かがＡを意識スルことと、その誰かにとってＡがアルこととは、「アル」の最広義においては、同値です。人々はとかく「意識スル」「アル」が関係態であることを忘佚し、「アル」と「意識スル」とを全く別々の事柄とみなしがちですけれども、「所知が能知に意識されてアル」「所知が能知に対してフユアアル」という関係態を正視してみれば、両者が同値であること（必要かつ十分な関係にあること）が納得されましょう。

　但し、この同値性はあくまで最広義の「アル」に即した場合のことであって、狭義のアルはむしろ意識されてあることとはおよそ無関係な（乃ない至しは対立的な）事柄であると普通には考えられております。普通には、「アル」とは認識主観から独立にアルことだと考えられていると申せましょう（狭義のアルの一位相たる〝客観的にアル〟を能知的誰某々から独立の謂いとして定義することもできます。が、原理的には、存ア在ルは決して認識主観一般から端的に独立ではありえません）。

　ここで、前章第三節の行論中で〈判断主観一般〉という認識論的主観性について叙のべたところを想起していただけると議論を簡略に運ぶことが叶かないます。「真にＡが存在する」とは、認識論的・存在論的な構制を言えば、Ａが〈判断主観一般〉に対してとつて「アル」ことの謂いです。

　尤も、これは形式的・構図的な立言であって、前述した通り、〈判断主観一般〉なる意識スル主観がレアールに実在するわけではなく、〈判断主観一般〉に対する妥当性とは、実態においては、間主観的＝共同主観的な妥当性にほかなりません。しかも、その共同主観的妥当性ということも、「通用的真理性」と「妥当的真理性」の区別と連関に即して叙のべておきましたように、当該の〝文化的共同体〟において成員たちの共同主観的同型化が一定限成立している事実に負います。

　存ア在ルは、原理的には、要言するに、前章で述べたあの所知の側ならびに能知の側それぞれの二重の二肢性からなる四肢的な連関態そのことと相即するのですが、日常的意識においては、能知項が非人称化され、ひいては脱落化しがちであり、単に「何かがアル」という相でとかく覚識されます。今ここでは「アル」の述語的概念化の機制に立入ることは省きますけれど、「Ａがアル」という存在的判断が「Ａは存在である」という述定的判断と意味的に同一とされることを介して、「Ａハ存在アルものデアル」以上、Ａは「存在アルものデアルＡ」と見み做なされるに及びます。こうして、万象が「存在デアル何」として存在者アルものと規定される次第です。そして、「ＳはＰである」「ＳはＰでない」という述定命題・述定判断的事態の「アル」に関しても、同じ物象化に俟って、「事態」が「存在するもの」とされ、事態の「客観的存在性」が云々されるに及びます。原理的に言えば、〈判断主観一般〉に対してフユア共同主観的にアル事態であるたぐいの命題的事態が主観一般から端的に独立自存するものの相に物象化され、以って「客観的事態」とされ、それが〝倒錯的に〟真理性・虚偽性の客観的基準とされるに至ります。

　ところで、溯さかのぼって言えば、能知項から切離した相において、「Ａがアル」におけるアル（存在する）の種別化がおこなわれ、実存する・実在する・存立する……等々が区別され、それが物象化されて存在者アルものの種別（実存・実在・存立、等々）とされます。

　存在者の種別的分類論は本書では割愛しますけれど、伝統的な存在論を念頭に置くとき、「実在」と「存立」との区別、そして、実在に関してはとりわけ「実体」と呼ばれるものについて検討を要します。

　翻って、先に形式的・構図的に記しつつ、前章における〈判断主観一般〉の論議とリンクさせて述べた「真実に存在するとはどういうことか」について論定するためには、間主体的＝相互主体的な実践的協働連関を見据えることが要訣をなします。

　今や、直接の主題を「実践の問題」に移し、その論脈内でいわゆる「価値的存在」の存在性に即して「存立」という論件についても補説し、また、「能知・能意・能動的な実践主体」、いわゆる「人格的実体」の問題を論攷する脈絡に絡めて「実体」一般の問題論的構制にも関説し、以って本章を拙速に一旦閉じることに伴う欠落をできるかぎり埋めるよう工夫したいと念おもいます。


第三章　実践するとはどういうことか


　この第三章では実践論の分野に歩を進めます。尤も、著者自身としては「文化革命」を含む広義の革命的実践論の展開を課題意識として懐いておりますけれど、ここはまだその段ではありません。

　哲学的実践論は、社会哲学・経済哲学・政治哲学・道徳哲学などの基礎理論をなし、歴史哲学や規範哲学に対しても基礎理論となるべき課題を担うものです。以下では、これらの具体的な課題に直ちよく截せつに応えることこそ期し難いにせよ、社会的行為論の基幹的な構制を素描するところから始めたいと念おもいます。この作業は、行動発達論による裏打ちのもとに、役割行為論の再構築というかたちで遂行することが望まれ、そのことを通じて、他我認知論や自己自覚論、ひいては人格形成論、翻っては、協働編制論や社会形成論、そこにおける地位・規範・権力などの物象化論の展開を試みるべきものです。しかし、これらは何分にも大仕事ですので、論件の所在を位置づけておく程度で自足することになりましょう。

　本章では、価値哲学が本書から欠落するのを防ぐ含みもあって、「実践的価値」論の一端を組み入れる便法を採ることにします。善・悪という大問題に一般論のかたちで立入ることは断念せざるをえませんが、行為に関わる正当・不当や正義・不義の価値判断の問題には必要最小限は触れてみる予定です。


　哲学においては実践論といえば、伝統的には道徳的行為論、倫理学が中心でした。しかし、事柄に即するとき、「実践」の問題圏が、善・義・聖といったいわゆる価値の問題、ひいては、当為や規範の問題と緊密であることは確かだとしても、そもそも「実践するとはどういうことか」という事実問題が基礎になることは誰しも否み得ない筈です。

　哲学者の中には、事実問題については諸科学に一任しておき、「哲学はもっぱら権利問題の討究に専念すれば宜よい」とか、「哲学は科学的知識についてのメタ科学に自己を限定すべきである」とか、唱する者も居ります。そのような論者に言わせれば、実践哲学は「もっぱら所与の行為について善・悪、正当・不当、正義・不義……という価値判断・価値評価をくだすことの権利根拠を闡明すれば足る」ということになり、行為の事実問題は実践哲学の守備範囲外とみなされる所以ゆえんになりましょう。

　なるほど、諸科学が事実問題の解明に分業的・専業的に従事しているのであり、専門外の哲学屋が事実問題について独自の研究成果を挙げることなどほとんど期し難いのが現実かもしれません。個別諸科学の厖大な研究成果が蓄積されており、そのうえ、近年では人間行動学とか社会的行為論といった学科・部門も成立するに至っておりますから、哲学が事実問題を顧慮するとしても既成の成果を只管ひたすらに受容すれば済む、と思われるのも一応は尤もな話です。しかしながら、諸科学、わけても人文・社会諸科学が実践論の基底的・原理的な次元で対立的抗争や不協和的齟そ齬ごをきたしており、標準的・定説的な知見なるものを安直には確定できない情況にあるとしたら如何どうでしょう。個別科学の研究成果を受容するためにも、自分自身の視座が余程明確になっていなければなりますまい。受動的に構えてさえもそうです。況ましてや、個別的諸研究がヒュポダイム次元で難点を孕はらんでおり、そのことが不協和的齟齬を露呈せしめる局面を迎えるに至っているのだとすれば、事実問題に容よう喙かいしないという態度は、謙けん抑よくに見えて、現下の学問的分業体制に鑑かんがみるかぎり、哲学の任務放棄・逃避ともなりかねません。

　私は、哲学と諸科学との現行の分業的体制は、歴史的・文化的な或る経緯に由来する変則的状態であると考える者であり、将来的には現行の体制は止揚こくふくされるものと予期いたします。が、現状では哲学はヒュポダイム批判に挺てい身しんすべき任を課されており、そのためには事実問題にも積極的にコミットすることを余儀なくされていると申さざるをえません。

　本章の限られた紙幅でこの大任を完まつとうしようというのではありませんが、課題そのことで言えば、哲学の守備範囲とされている埒らち内ないにあっても、道徳哲学や法哲学はもとより、社会哲学・経済哲学・政治哲学・歴史哲学・文化哲学等々の基底に「人間の実践」そのことの成立機序・存立構造を原理的に対自化しておく〝原理論〟が望まれます。


第一節　行為の存立構造

　行為の存立構造は、議論の糸口として、演劇（芝居）を比喩的なモデルにしながら分析的規定をおこなっておくと、構図が見え易くなると思います。社会学などでは、役割行為論がスポーツ・モデルで展開されるケースが多く見られますが、私としては演劇モデルに仮托することにします。


人生劇場の舞台

　人生劇には、舞台的場所や道具的与件があり、総じて幕場的情況がまずあります――神といった超越的〝劇作家〟〝演出家〟の存在を考える立場もありますが、私どもとしては、これは暫く括かつ弧こに納め、〝即興劇〟ということにしましょう――。人生劇場では〝舞台〟が大変に広く、観客席や楽屋までが舞台であり、観衆や裏方も俳優に算入されます。

　舞台的場面（つまり、舞台的場所や道具的与件から成る、行為主体にとっての環境）は、自然的環境と社会・文化的環境とに二分して考えられるのが普通です。

　私もこの二分的表現に時折は頼らざるをえませんけれど、自然界と人事界、天然界と文化界、物質界と精神界、これらを原理的に截せつ断だんしてしまうのは近代哲学の悪しきヒュポダイムなのでして、私どもとしては警戒を要します。

　行為の当事者たち自身にとってアル環境は、学問的知性とやらが第三者的に分析・規定する相とは大違いです。当人にとっての自然的環境は、物理学の眼に映ずる自然とは、およそ様態が異なります。前章第一節において、いわゆる〝素朴的実在〟相は一定の表情価を帯びていることを指摘しておきましたが、知覚風景的に現前する諸現相は感情興発性・行動誘起性を〝帯び〟ていると申せます。気分を昂こう揚ようさせる雰ふん囲い気き、滅め入いらせる雰囲気、手を伸ばして触れるよう誘発する物、眼をそむけさせる物……、尖った切株は踏まないよう慎重な歩行をさせますし、水みず溜たまりは迂う回かいを促うながし、溝みぞは跳とび越こえを促します。自然物の行動誘発・抑よく止しといっても、文化的・規範的な当為の物象化・物性化に俟まつものも少なくありません。同じ花でも、野原に生はえているものは摘つめ、花壇に植えてあるものは摘めない、同じ庭でも他家よそさまの庭には勝手に入り込めない、神木は伐きることができず、人肉は食うことができず、座敷には土足で上がることができない……等々。しかも、座敷に土足で上がれないとか、素すつ裸ぱだかでは街頭まちなかを歩けないとか、これらはいかに文化的拘束にすぎないとはいえ、違反行為を試みようとするとき、当人にとってはおそらく一種の自然的・物理的な拘束のように感受される筈です。社会的・文化的な価値・規範・当為がまるで自然物的属性のように物象化されて意識されうる次第なのでして、当人にとっての〝自然的環境〟はそのような相で既成化しております。

　自然的環境といっても単なる物理的自然ではないこと、また、社会的・文化的な環境条件といっても当事者の直接的意識にとっては自然的環境の相すがたに物象化されている部面も多いということ、このことをあらかじめ銘記しておきましょう。

　舞台的場面は〝自然的環境〟としてさえ、こうして、単に行動を可能ならしめる場所ではなく、行動価を具えております。すなわち、一定種類の行動を誘発・誘導したり、一定様式の行動を抑制・抑止したり、以って具体的な行動の在り方を規制する効はたらきを有もっております。舞台的場面には、加之しかのみならず、大道具・小道具的な各種与件が存在します。今ここでは、大気・陽光・水分・塩分といった、もしそれが無ければ人生そのものが成り立たない基本的な与件については、それの存在に留意を求めるに止め、列挙することは差控えることにします。が、用在的・道具的与件というものは、例えば、鉱石は冶金技術がなければ唯ただの岩石にすぎず、魚類は漁獲技術がなければ食用にならず、牛馬は農耕・運輸・騎乗といった文化がなければ役畜にならず、……というように、純然たる天然的与件ではなく、人間主体の側の行為の在り方によってその〝存否〟が決まる、と言ってよいほどです。道具は人間的行為の成立条件でありながら、却かえって人間的行為の在り方によって道具としての存在性を得ているわけでして、狭義の製作物でなくとも、一種の文化的所産であり、天然的所与ではありません。

　正規に論じる場合には、舞台的・道具的な用在性そのことの物象化的現成の機序にまで溯さかのぼって論攷しなければならないのですが、以下においては、舞台的・道具的与件をその都度の行為にとっての既定的与件としてひとまず扱うことにします。


行為の共演性と役柄存在

　さて、行為というとき、所与の舞台的・道具的条件のもとにおける決意的行動として、乃至ないし、「目標志向的‐手段使用的‐投企決意的」な行動として、いずれにせよ一個人だけで自己完結的であるかのように扱われるのが常じよう套とうです。いわゆる集団的な行動といえども、個々人的行動の代数和のように扱われがちです。企業・共同体・国家といったものを独立の主体に見立ててその行動を論ずるさいにも、とかく個人的行動との類比で考えられがちだ、と言えましょう。一個人を基本的な単位的行為主体と見み做なしてその行為を分析する方法論的手続きにはそれなりの謂いわれのあることであり、私としましても顚てんからこれを卻しりぞけるつもりはありません。

　確かに、いわゆる単独的行為もあります。しかしながら、舞台的・道具的条件なるものからして、それの用在性に徴するとき、現在共存しているあれこれの他人でこそなけれ、他人たちの介在によってはじめて成り立っているものです。たとい現場に他人の居ない所での単独的行為であっても、目標の志向仕方、手段の使用仕方、投企的決意の仕方、これは当人の社会的・歴史的・文化的な環境（俗に謂いう「生まれ育った環境」）によって大いに規定されるのであり、あれこれの特定他人というわけではなくとも、まさに他人たちの介在によって規制されていると認めねばなりますまい。今、例えば、農夫が孤独に畑を耕しているとします。畑は彼自身の拓いたものではなく、農具も彼自身の作ったものではなく、農耕動作も彼自身の案出したものではありません。いずれも他人たちの創ったものです。彼の〝孤独な農作業〟は、実態においては〝多くの人々の協働作業〟とも謂うべきものになっております。

　現実の行為は、まずたいてい、生なま身みの他人が舞台上に登場している情況でおこなわれるのが普通であり、狭義の共演でこそなけれ、一種の協演の構造になっているのがむしろ常態であると認めねばなりますまい。私としては、行為が、本質的に、協演的存立構造にあるものと看かんじます。

　行為の共演性ということは、行為が役割分掌行動として営まれるという謂いいにもほかなりません――例えば『ハムレット』という劇は先王役、新王役、王妃役、ハムレット役、ホレーショ役といったまさに「役・割」によって成り立っております――。

　このさい、行為者各人における投企的決意は、目的の設定と手段的行動様態の撰定を含みます。志向目的は、勝利とか、建設とか、破壊とか、対象的事態の相で表象される場合もありますが、例えば、目標地点に到達するとか、荷物を運び移すとか、獲物を取って来るとか、一連の身体的行動の終局的情景そのものが目標として表象される場合もあります。そして、手段的行動様態は、途中経過は明晰でなくとも、ともあれ、終局的目標情景へと到る過程の相で表象されます。

　期待される役割行動というのは、さしあたり目標的終局動作の達成であって、手段的行動様態まで一義的に期待されるわけではありません。がしかし、実際問題としては、大抵の場合、役割行動の期待は手段的行動様態に関しても大枠的には限定した期待になっております。人々は役割行動という共演的行為にさいして、互いにこのような期待を差向けつつ、共軛的コンジヤンクテイヴに期待された行動を遂行します。

　人は嬰えい児じ期このかた、母子間の共きよう軛やく的てきな行動、子供の側に即すれば無自覚的な〝役割行動〟から始め、やがては複雑な自覚的役割行為を形成・体現して行く次第ですが、ここでは発生論的・発達論的な過程を辿たどることは割かつ愛あいして、存立構造にもっぱら留目しつつ、とりあえず次の事項を確言しておきたいと念おもいます。

　人々は幕場的情況（すなわち、舞台的情景・道具的条件・共演的他者の現況）に相応ふさわしい仕方で、余程の場合以外、期待されている行動（役割行動）を〝ナチュラルに〟遂行する態勢を形成しており、共演者どうしは互いに相手を「当方の期待する所作を当然体現する筈の者」として覚識します。そして、実際、大抵は予期通りに事が運びます。共演者たる他者が、そして自分も、しかじかの幕場的情況においてはかくかくの所作を実現するはずの者として了解される態勢、この態勢において自・他の覚知する相を「役柄」存在と呼ぶことにします。人々は、ここに、役柄存在者として互いを認知し合っている所以ゆえんとなります。

　自他の主体的認知は、だが、単なる役柄存在ということでは尽くせません。例えば、或る人は、学校という生活舞台の場では、一括して「平教師」と呼ばれる一役柄存在者として認知されます。つまり、生徒たちに対しては教師せんこうという役柄存在者であり、職員に対しては教員という役柄存在者であり、校長に対しては部下という役柄存在者であり、教師仲間に対しては同僚という役柄存在者です。が、同じその人が、家庭においては、妻に対する夫という役柄存在者であり、娘に対する父親であり、老母に対する息子であり、彼はまた、医師に対しては患者であり、商人に対しては顧客という役柄存在者……です。このように、その都度の対他者関係に応じて、さまざまな役柄存在者たりうるのですが、しかし、彼は一個同一の人物であるものと自分でも思い、他人たちからもそう認められております。

　「役柄」というものは、まるで、着たり脱いだり出来る衣裳のような相で覚識されるとでも言いましょうか、実体的には同一の人物が、場面と相手に応じた衣裳を纏まとって振舞うかのような風ふ情ぜいです。尤も、「役柄」は各自がめいめいで所持しているというよりも、いわば〝備え付け〟になっている看かんもあり、とりわけ部署ポジシヨンの編制から成るスポーツ（例えば、投手・捕手・野手から成る野球）とか、地位ステイタスの編制から成る組織機構（例えば、部長・課長・係長・班長・平から成る官僚機構）とかの場合、生身の実体的人物が既設の場所に入ったり出たりするイメージに近くなります。現に「部署」や「地位」というものは、役割行動の在り方、「役柄」の物象化されたものにほかなりません。

　こうして、役柄存在者は謂うなれば〝仮装的〟存在者なのであって、装束を纏う本体的人物その人こそが本物の主体的存在者であるという思念がおのずと生じます。


役割行動と「内自的主体」

　では、あれこれの「役柄」衣裳を脱・着する本体的主体（「部署」「地位」に出・入する主体的存在者）とはいかなる存在者でしょうか？　それは、さしあたり、「役柄」を身に引ひき請うけて所定の様式的行動（まさに芝居で謂いう「何々役」）を演ずる〝俳優〟本人です。が、芝居の俳優には舞台外の生活（いわゆる私生活）があり、その舞台外部での生活人として本人をかくかくの人物と規定することができますけれど、人生劇場の〝俳優〟には〝舞台外の生活〟がなく、家庭であれ斎場であれことごとく〝舞台生活〟ですから、話が厄介です。

　「役柄」を脱ぎ棄てた〝裸の本人〟なるものを外部観察的に規定しようとするかぎりでは、文字通りに裸の当の人物、すなわち、肉体的な一存在者としての当の個体（個物！）を指示することしかできない仕儀になりましょう。尤も、単なる肉体的・物質的な個体ではなく、〝魂〟を内住せしめている個体と認めるべきかもしれません。がしかし、〝魂〟とやらを認めても、直接的な外部観察では当人の〝魂〟の個性的な特徴は見えませんから、他の諸個体と区別してその個体を規定する特質は、いきなり魂とやらに求めるわけにはいきません。

　ところで、自分の役柄行動を〝内省〟してみるとどうでしょうか。人は、行動の遂行に際して、目標的終局情景へと到る過程的推移の相で泛うかぶ「自身の所作態」と、現認的に知覚される「能作体この身」とを区別的に意識しつつ、且つ同時に、両者を一個同一の身体として統一的に覚識します。この能作体＝自身は、別途の体験的脈絡において、それが眼を瞑つむれば物が見えなくなり、それの耳を覆えば音が聞こえなくなり、……する自身であり、また、判断的態度決定をおこなう自身でもあり、それの〝裡うちに〟いわゆる情動が感知され、決意的行動にさいして起動感・駆動感がその内部に感受され、以って「能作体この身」として覚知される当の「自身＝この身」にほかなりません。能知・能情・能意・能動的な主体この身、この「内自的イン・ジツヒ主体」が役柄行動の主体として対自化フユア・ジツヒされます。（この主体が果たして真に「内自的」であるかどうか、また、それが果たして真に「起動的・能動的」であるかどうか、これは後論において検討することにして、ここではひとまず当人の思念相そのつもりに即してこう誌しておきます。）

　翻って、自他の諸々の役柄行動を観察・比較するとき、同じ役柄（同じく教師、同じく課長、同じく主婦、……といった役柄）行為の遂行といっても、個体差のあることが眼につきます。それも、役柄行動が一回ごとに差異があるという次元のことではなく、人物ごとの個性的特徴です。この個性的特徴は各人物の肉体的・身体的な特性とは直接的には対応しません。

　ここにおいて、自身に即して対自化された上述の「内自的主体」なるものを他人たちについても内在化させた構図のもとに、内自的主体の特性（いわゆる「人格的特性」）に応じて役柄行動の個性差が出しゆつ来たいするという〝説明的納得〟が生ずることにもなります。（なお、右の「構図」は、他我認識・他者理解という哲学上の一大〝難題〟と直ちよく截せつに絡からむ論件であり、単に当事者の思念おもいこみを追認して済すませうる事柄ではないのですが、この件には後論において立帰ることにし、とりあえず構図を述べ、議論を一歩先へ導く便法を採りたいと念います）。

　図式化して言えば、各々内自的な特性を具えた人格的主体が、幕場的情況（舞台的場面・道具的条件・共演的他者の現況）の場において、終局情景的目標を設定し手段的行動様態を劃定しつつ〝決意的起動・駆動〟を遂行する次第ですが、情況に相応ふさわしい当の目標実現行為たるや、大抵はその都度すでに、啻ただなる対自的な〝目的合理的行動〟ではなく、〝共演者（たち）〟によって期待されている行動（対他的な〝役割行動〟）でもあるのが現実です。

　ここに、事実問題として、個性的な人格主体が、対他的には「役柄存在」として、既定的役柄行動をその都度の情況に即応して演ずるという構制（視角を変えて言い換えれば、役割行動の具体的な遂行様態には人格的な個性差があるとはいえ、役柄行動の様式は既成的型式の枠組に納まるという構制）が常則的となります。

　問題は、しかし、個性的人格主体がその都度の情況に相応ふさわしく投企・決意・遂行する行為が一体なぜ亦またいかにして「既定的役柄行動」という埒らちに納おさまってしまうのか、このことです。溯さかのぼっては、そもそも「内自的に個性的な人格」とは何であるのか、それの「人格性」は奈辺にあるのか？「内発的起動性」「自由意志」という当人の思念つもりを果たしてどこまで追認できるのか？　他人に対しても能知・能情・能意・能動的な内自的人格を〝内属〟せしめる当事者たちの日常的思念おもいこみ、つまりは、他我認識・他者理解という思念マイヌンクが、いかにして権利づけられうるのか？　これら一連の問題が簇そう生せいします。

　いずれも大問題ですが、予定の論脈内に繰り込む形で応えて行くことにしましょう。


第二節　実践と価値評価

　読者の中には、経済学的価値論は先刻承知しているが、哲学的価値論などというものは耳にしたことがない、と言われるむきもあろうかと惧おそれます。なるほど、道徳的価値論・倫理学的価値論は昨今でも多少は議論にのぼるにせよ、戦後の哲学界においては価値論は余り流行はやりません。が、しかし、一昔前には「哲学とは即ち価値哲学である」と唱えた有力な学派も存在したほどでして、価値は哲学上の一大主題なのです。

　哲学に謂いう「価値」は広汎多岐にわたりますので、本書ではどのみち周到な議論は期せません。たかだか「実践と価値評価」という論脈内コンテクストで触れてみるのが関の山です。この論脈においても、「行為そのものの機縁となる価値評価」「行為そのことの目的とされる価値実現」「行為についての価値判定」という三つの契機モメントが問題になります。しかし、第一・第二の契機について論じるとなると価値論プロパーに立入らざるをえない破目になりますから、ここでは省かざるをえません。第三の契機に即しても、行為の善・悪、美・醜、聖・俗、浄・穢といったことが問題圏に入りはしますが、本節では行為についての正当・不当の価値評価を論軸とすることで次善としましょう。何とも狭すぎますが、やむをえません。


価値概念と存在概念

　「価値」なるものに関しては、従って亦、「価値評価（＝価値判断）」ということに関しては、二大陣営の対立があります。一方は価値という客観的存在を認める立場であり、他方は価値とは主観的感情にすぎないと見み做なす立場です。

　価値の客観的存在性を認める立場においても、「価値そのもの」と「価値を附帯・内具しているもの・ごと」とを区別し、後者を「財ギユーター」と呼びます――「財」という日本語には馴な染じみませんけれど，論者たちは「行為」をも「財」に含めます――。こう区別する語法のもとでは、「美そのもの」「善そのもの」等が「価値」とされ、「美人」「美しい花」「良い酒」「善い行為おこない」等が「財」とされます。存在性格について言えば、ここで第一章第二節で〈所識〉の存在性格について論じた条くだりを想い起こしていただくと便利なのですが、「財」は一定の時・所に定在する特個的な実在、レアールな存在であり、それにひきかえ、「価値そのもの」は時と所を超えるイデアール＝イルレアールな〝存在〟である、ということになりましょう。

　主観価値説の方は、価値なるものの客観的自存性を認めようとするイデアールな価値存在などという形而上学的存在の承認を余儀なくされるという事情から、「価値は主観的な感情にすぎない」と主張しますが、「財」の存在まで否定するわけでは勿論ありません。価値それ自身は主観内部の感情にすぎないけれども、日常的意識においては、丁度、色や匂いや味などの主観的感覚が事物の性質であるかのように仮現シヤイネンするのと同様、価値が謂いうなれば事物に附着化され、「財」（つまり「価値を帯びた事物」）が成立するのだ、と論者たちは説明します。

　読者は、客観説と主観説とのどちらかに軍配を上げられるでしょうか？　客観説では、確かに、イデアールな存在性格の価値対象性という一種の形而上学的存在の自存性を主張する仕儀に陥ります。その点、主観説はそういう難点を免れていると言えましょう。がしかし、主観的感情にすぎないのであれば、どうして百人百様にならないのでしょうか。美とか善とか義とかの価値に関して、人々の価値感は、とうてい単なる主観的感情ということでは〝説明しにくい一致〟を示します。悪行を重ねている人間でも、それが悪いことだとは十分承知しているのが普通であって、必ずしも、価値感や価値判断そのものが相違するというものではありません。そこで、やはり、価値というものが客観的に存在していて、それを万人が斉ひとしく認識するのだ、という客観説が盛りかえす所以ゆえんともなります。

　決着をつけるためにも、「価値」と呼ばれるものの特質を多少とも見ておきましょう。価値が広義の存在アルに属することは誰も否認しませんが、哲学者たちは〝価値〟と〝存在〟とを区別し、「価値判断」と「事実判断」とを屢しば々しば区別します。このさいの〝存在〟〝事実〟というのは〝価値を帯びていない〟〝価値的に中性ニユートラル〟という含みになります。

　価値は、真・偽、善・悪、美・醜、聖・俗、浄・穢……というように、必ず正せい価値と反はん価値とが対ついになっているのが一つの特徴だと言われます。〝存在概念〟〝事実概念〟であっても、雄・雌、内・外、生物・無生物、有理数・無理数……というように対概念ならいくらでもありますけれど、価値の正反対つい概念の場合、いささか様子が異なることは確かに認められましょう。事実概念でも、上・下、左・右、正数・負数、黒字・赤字……というように、正反〝両方向〟の対になっていて、しかも、絶対値を段々に小さくしていくと零（中性）を経て反対に移行するたぐいの概念がないわけではありません。ですが、これらは〝単なる関係的概念（？）〟であるのに対して、「価値概念はそれ自身としては〝性質概念〟であり、正反的・分量的な布置関係において上下・正負のたぐいと共通するにすぎない」と一応は言えそうに思います。

　〝存在概念〟と〝価値概念〟との区別とその必要性が次のような場面に即しても説かれます。人々は日常、「あいつは男ではない」とか「あれは医者ではない」とか、よくこういう言い方をします。それは、文字通りに「あの人物は実は女性である」「あの人物は医師の資格をもっていない」ことを表わす場合もあります。この場合には「男」「医者」という詞ことばが〝存在概念〟として使われているにすぎません。ところが、「あいつはおよそ男らしくない野郎だ」「あれは藪医者だ」という意味で「男でない」「医者でない」と言っている場合には、〝存在概念〟上は「男である人物」「医者である人物」について〝価値概念〟上は「男でない」「医者でない」と判定していることになります。「男であるのに男でない」「医者であるのに医者でない」という矛盾みたいですけれど、「男」「医者」という詞が〝存在概念〟と〝価値概念〟との二義で用いられているのですから、論理的矛盾ではありません。が、論理的に矛盾でないと認め得るためにも、同じ詞が〝存在概念〟と〝価値概念〟との二義性を有もちうることを承認しなければならない次第です。「あいつは男（男の中の男、男らしい男）だ」「あれは医者（名医）だ」というように、肯定文においても〝存在概念〟上の男であり且つ〝価値概念〟上の男でもあるという構制での二義性を有ち得ます。事例にはこと欠かないのでして、大抵の詞が〝存在概念〟と〝価値概念〟との二義性を有ちうることはお判りいただけると思います。


価値絶対説と価値相対説

　さて、客観説と主観説との対立に関して決着を図はかる段ですが、そのためにも視野を拡充して論件の所在を見ておくのが順路です。

　両陣営とも、私どもが第一章で批判的に卻しりぞけた「三項図式」を前提するかたちになっていることがまず指摘されねばなりません。客観説は人々が価値認識・対象的価値意識を懐いだくのは「価値対象自体‐価値意識内容‐意識作用」という構制に俟まってのことだ、と主張します。主観説は「価値対象性自体」なるものの存在こそ否認しますが、「感情という意識内容」が〝事実的存在対象〟に〝投射〟されることで「財」が成立するという、一種の「心像投射説」を採っている、と言えましょう。論者たちは、価値を一種の感情と称するにあたり、その感情の〝原因〟となる或る種の対象的な契機の存在することを想定します。色や匂いや味のような第二性質は主観的感覚であるとはいえ、それを機縁づける刺激源泉の一定の性質が厳存するのと同様、価値感情を機縁づける一定の対象的契機が客観的に存在する、というわけです。という次第で、客観説も主観説も、認識論上の「三項図式」を共通の前提的ヒュポダイムとしつつ、一方は価値を「第一性質」に類するもののように、他方は価値を「第二性質」に類するもののように、見み做なしていると言うこともできそうです。

　ここでもう一つ考慮しておくべきことがあります。それは価値絶対説と価値相対説との対立です。これは、客観説と主観説との対立は必ずしも照応しません。が、後者の対立について私どもの見地から決着を企てるにあたっては、併せて考慮する必要のあるものです。相対説が価値は歴史的・文化的に相対的なものにすぎないと主張するのに対して、絶対説は超歴史的に文化圏にかかわりなく価値が存立する旨を主張します。「価値自体」なるものの存立、つまり、人間がそれを認識すると否とにかかわりなく価値自体が客観的に存立する旨を主張する客観説の立場においては、容易に絶対説が唱えられます。が、主観説の立場においても、人間という存在者の基本的な価値感情は超歴史的・超文化的に同一だと主張することで、絶対説を唱えることがやはり可能です。現実の価値認識は歴史的・文化的に相対的であるにしても、価値存在自体、ないし、価値感情自体は、絶対的というわけで、客観説のもとでも主観説のもとでも、いずれにせよ絶対説が登場しえます。

　「認識されると否とに拘わらず」というのが、あれこれの個々人による認識を指しているのであれば別ですけれど、「およそ人間が認識する認識しないにかかわりなく」という意味であるとすれば、肩かたを竦すくめるしかありません。尤も、それでは夫ふう子しは一体どうやってそれの存在することを認識したのか？を反問することは許されましょう。

　ところで、〝客観的〟価値とされるものの内実が、事実の問題として歴史的・文化的に相対的であることは、今日では大抵の論者が認める筈です。但し、〝基本的〟な若干の価値については、超歴史性・超文化性がある旨を考えたがるむきも残っております。これは甚だ微妙なところのある論点でして、例えば「美」という価値は超歴史的であり、何時いつの時代にも「美人」と評価される女性が存在した筈だと言われるのですが、さて実情はどうでしょう。「美人」と認められる女性はなるほどどの時代・どの文化圏にも存在するにしても、或る時代・或る文化圏での「美人」が別の時代・別の文化圏でも果たして美人と認められるかどうか、いささか疑問です。マリリン・モンローはインドネシアでは美人と認められなかったという話ですし、楊貴妃は現在のパリではおそらく豚並みに評価されることでしょう。「美人」とか「美」とかの概念は超歴史的・超文化的に、いつどこにも存するにせよ、また、幾つかの時代や複数の文化圏にまたがって共通に「美人」とか「美」とか認められるケースもあるにせよ、実質的な価値認定（そこにおいて「〝客観的〟価値」とされ、「価値判定の〝基準〟」とされるもの）は歴史的・文化的に相対的であるように私は思います。

　「価値」なるものについての客観説と主観説とが並んで登場し、また、絶対説と相対説との両方が唱えられる一因でもありますけれど、或る時代の或る文化共同体の内部でみれば人々の価値判断は大枠的には共通的・斉同的であること、しかるに、時代や文化圏を異にするとその大枠的な価値基準そのものがまるで違ってしまうこと、この事実が目につきます。この事実、すなわち、価値の間共同体的相異性と内共同体的〝同一性〟という事実、この両側面を統一的に説明する理論装置が求められる所以です。

　私としては、そしておそらく読者におかれてもそうだと思いますが、歴史的・社会的・文化的に〝単位的〟な或る生活共同体の内部においては、人々の価値判断を間主観的に同調化させ共同主観的に同型化させるメカニズムが作動していると考えます。価値的認知・価値的判断（勿論、超文法的メタ・グラマテイカルな〝価値判断〟の次元をも含む広義の価値判断）は、「所与を単なる所与より以上・以外の〈或るもの〉として」覚知する「所与‐〈所識〉」の構造になっており、「価値」は〈所識〉の一つの部類であり、「所与‐〈価値的所識〉」態が「財」にほかなりません。（「所与‐所識」態は、表象結合態といったいわゆる主観内部の心像的成態ではないこと、「実在体」の相に物象化される場合などもあること、既述のこれら論点を想起していただきたいと念おもいます。なお、「所与‐所識」態は多階的でありうること、従って「「所与‐非価値的所識」‐〈価値的所識〉」という構制での財態もありうること、このことを特に申し添えておきます。）

　この「所与‐所識」構造における〈価値的所識〉の共同主観的同一化のメカニズムによって、先に借しや問もんしたあの「価値の内共同体的〝同一性〟」が成立する次第なのです。

　では、具体的に、価値的認知・価値判断の間主観的同調化・共同主観的相同化がどのようにして成立するのか？　これが今や問題です。（因みに、真・偽も価値の一種であり、真・偽の判定も一種の価値判断なのですから、この問題は、じつは共同主観的同型化・相同化プロパーの問題にほかなりません）。「価値の間共同体的相異性」の側面については次節に譲りますが、さしあたり、「内共同体的〝同一性〟」に関わる右の件を「実践と価値評価」という本節本来の主題と相即的に処理することが以下での課題です。


価値の存立性

　この課題に邁進する前に、しかし、先刻からの懸案である客観的価値説と主観的価値説との対立を捌さばき、「価値」の存在性格（「存立」）に即して、前章からの宿題でもある「存立」の存在論的身分を確認しておかねばなりますまい。

　「価値」が「所与‐所識」構造における〈所識〉の一部類であることはつい先刻申しました。〈所識〉というものは、とかく自存的な或るもののように考えられ易く、そのときイデアール＝イルレアールな特異な存在性格を〝呈する〟ことにもなります。だが、第一章第二節で詳しく叙のべましたように、実は〈所識なるもの〉が在るのではありません。「所与認知より以上の或る意識態」が在るのみです。但し、そこにおける〝志向作用〟〝反応態勢的覚識態〟を示差的に区別する即自的な手続において〝志向作用〟に対応する〝志向対象〟＝〈所識〉なる〝対応項〟が先在・自存するかのように人々はとかく考えてしまいます。

　〈所識なるもの〉、その一部類としての〈価値的所識なるもの〉が対象的に自存するわけではないのですから、価値客観説は卻しりぞけられねばなりません。尤も〈所識〉〈価値的所識〉という〝対応項〟を自存するかのように錯認させる物象化の機制が現にあり、しかも、そこで自存視される〈所識〉〈価値的所識〉の間主観的一致性がみられるため、「価値なるもの」が自体的・客観的に存立するかのように人々が思い込んでしまうのにも、無理からぬ事情があります。私どもは、この物象化的錯認の事情を諒としつつも、原理的にはやはり、価値の客観的・自体的存立説を排却しなければならない次第です。

　それでは、原理的には、価値＝感情説に与くみする所以となるのでしょうか。さきに便宜上〝志向作用〟〝反応態勢的覚識態〟と誌したものがもしそのまま「感情」と見み做なさるべきならば、そのさいにはなるほど一種の〝価値＝感情〟説と自己規定せねばなりますまい。しかし、「あいつは男ではない」「あれは医者ではない」と言う場合、「男」や「医者」という詞ことばが〝存在概念〟と〝価値概念〟との二義性を有ちうることを先に指摘し、大抵の詞が〝価値概念〟でもありうることを述べておいた条くだりを想起して下さい。この〝価値概念〟的所識を〝志向〟する〝意識作用〟〝覚識態〟の全てが果たして「感情」でしょうか？　これは定義如何の問題ではありますけれど、伝来の「価値＝感情」説に謂いう「感情」とはおよそ趣きが違うことまでは確かです（伝来の「価値＝感情」説では、「美しい」「汚ない」「望ましい」といったレヴェルで「感情」を云々しているにすぎないように見受けます）。

　私は〈価値的所識〉を〝志向する作用〟、価値的認知・価値的判断の〝覚識態〟が、〝単なる認知的意識〟と称される場合のそれとは異なって〝情動的〟であることを認めるに吝やぶさかではありません。がしかし、この〝情動〟でさえ間主観的同調化・共同主観的相同化の被媒介的所産であると主張する点で〝自然主義的〟な「価値＝感情」説とはおよそ対立的であると自己認定します。――単なる主観的感情ならざるいわゆる〝客観的〟価値とは、歴史的・社会的・文化的な生活共同体の場で間主観的に相同化された〝情動〟的覚識態における被志向的〈所識〉契機が〝物象化〟された相で現識されるもの、と申せましょう。

　「価値」の「存立」性とは、――「財」というレアールな存在に〝受肉〟した相でそれが思念マイネンされるとしても――、〈価値的所識〉の〝物象化〟に俟まつものであることは最早絮じよ言げんするまでもありますまい。〈判断主観一般〉（これは〈価値判断主観一般〉と別なるものではなく同じ認識論的主観です）に対してフユアアル相での「価値」、それが客観的に「存立」する価値と呼ばれるものにほかなりません。

　一般論として、つまり「価値」に限らず、自存化せしめてそれの存在性格を規定するとき「イデアール＝イルレアール」な存在性格を〝呈する〟もの、すなわち「存立（Bestand）」の客観的存立性はいずれも右の構制になっております。


期待される行動とサンクション

　今や、右に謂う所の〈判断主観一般〉〈価値判断主観一般〉からして「存立」であって共同主観的相同性の〝物象化〟的一表現であること、このことにも思いを致しつつ、実践の価値評価が如何なる構制でおこなわれるか、そのことを介してまた如何に人々の行為がいわゆる意識活動の次元にまでわたって間主観的同調化・共同主観的相同化をもたらすか、このことの論攷に移る段取りです。

　人類ホモ・サピエンスは動物学的に見るとき早産であると謂われ、かなりの長期間にわたって手厚い養育を受けてはじめて生育できる未熟児とも言われます。動物である以上、人も呼吸・摂食・排泄をおこないますが、摂食の仕方や排泄の仕方でさえ、本能のままではなく、文化拘束的に様式化されており、呼吸いきの整え方ですら文化拘束的な結果を体現しております。これが、幼少期このかた、養育者や身近かな他人たちの陰陽の圧力によって〝仕込〟まれた結果であることは申すまでもありません。

　この〝仕し向むけ〟〝躾しつけ〟〝仕込〟は、大人の側では半意識的・意識的であるにしても、幼児の側にとっては殆んど無自覚なまま進捗します。それは、条件反射理論に謂う「条件づけ（conditioning）」の機制によるものにほかなりません。この条件づけは、幼児の行動に対する賞・罰という反応（〝実践的な価値評価〟とも謂うべき賞・罰行動サンクシヨン）を主たる外圧要因として実施されます。賞罰と言ってもここではもちろん広義です。

　幕場的情況に応じた一定の行動を、大人の側では乳児・幼児に対して、期待・予期します。期待に反した行動が出現すると、母親・養育者は、失望したり・悲しんだり・怒ったりの反応を呈します。子供にとっては、それを察知しただけでも、罰（負のサンクション）としての意義をもちます。母親が怒って邪じや慳けんに扱ったり打ぶったりするとなれば尚なお更さらのことです。反ひるがえって、期待通りの行動を子供がおこなった場合は、大人の側はこれといった著いちじるしい反応はしないのが普通でしょうが、或る行動が子供にようやく形成されかけている局面では、期待通りの行動を成功裡に子供がおこなうと、大人の側は大喜びをし、頭を撫なでるとか褒美を与えるとかの反応行動に及んだりもします。このような行動が子供にとって賞（正のサンクション）としての意義をもちます。――母親をはじめとする身近かな大人たちの賞罰的反応行動が、嬰児・幼児の行動を、幕場的情況に応じて期待される行動（種類および様式）の枠組に誘導する所以となります。

　現実には、もちろん、嬰児・幼児は受動一方ではありません。反抗さえもします。このことが文化的変様の積極的な一要因ともなりえます。この件については次節で触れる予定です。がしかし、事実の問題として、子供たちが、大おお筋すじのところ、大人たちによって期待されている行動をおこなうようサンクショナルに規制されて行くこと、そして、その行動様態が〝慣ならい性〟となること、ここまでは認められましょう。

　行動様態が期待されている相へと同調化・同型化すること、これはさしあたり単なる事実にすぎませんけれど、そこに現実化する行動の様態がまさに成型化された「役柄」行動様態にもほかならないということ、そして、そこに当然視される行動の様態が当為的価値性を即自的に〝帯び〟ていること、このことを看過できません。

　幕場的情況に相応ふさわしく既成化している当の行動様態、視角を変えて言えば、当の情況下では当然と期待されている行動様態は、もしそれから逸脱した行動が出しゆつ来たいすれば嘲笑や憤激の情動反応を惹起することからも判りますように、当為的行動様態として覚識されております（申し添えるまでもなく、嘲笑・憤激は即自的なサンクションの重要な定在形態です）。行為者本人に即しても、その行動様態が、今では〝慣い性〟となっているにせよ、それの〝身に着く〟過程で正負のサンクションに規制された経緯いきさつが謂いうなれば意識下的に〝内面化〟されており、常に明識的でこそなけれ、当為意識を伴います。

　発生論的・心理的にみて単なる期待的覚識と当為的意識とをどう連続的・区別的に説明するかは措くとしまして、当為意識が賞罰のいわゆる〝内面化〟に負うものであること、そのさい、賞罰する側と賞罰される側との非対称から出発してやがて対称性・同一性が成立するのであること、このことまでは確かだと思われます。賞罰は意図せざる効果として成立するケースが殆んどであると言っても過言ではないほどです。予期外れの行動に直面して笑っただけなのに、笑われた側にとってはそれが負のサンクションとして機能するとか、或る人物の行動に対して賞罰を加えたところ、それを見聞した他の人物たちにもそれが賞罰効果をもつとか、現実にはこのようなケースが多々あります（自分の行動が他人に惹き起こす喜怒哀楽の情動・表情反応、ひいては他人による狭義の賞罰的反応ばかりでなく、自分の行動の目的合理的な成功・失敗そのことも賞・罰価をもちます）。逆にまた、明確な賞罰の意識にもとづいて規制したのに、相手にとっては単にそれのもたらす快・不快が規制要因をなすにすぎないケースもあります。が、総じては、親が子に対して、上位者が下位者に対して、等々、立場上・役柄上、自覚的に賞罰行動をおこなうケースは、現実に賞罰的効果をもつ行動の極く極く一部にすぎないと言えましょう。それにもかかわらず、人々の〝共演〟的行動は、大抵が、意図せざる賞罰的な効果を対他的・対自的にもつのであり、そのため、日常不断の行動を通じて、行動様態の〝賞罰的〟な誘導規制、そのことによる行動の間主体的同調化、ひいては、行動様態についての当為的価値評価の共同主観的斉同化が現に成立する次第となります。

　現実問題としては、こうして、〝実践的価値評価〟とも謂うべき正負の〝サンクショナル〟な反応行動を通じて、人々の行為がいわゆる意識活動の次元にまでわたって間主体的同調化・共同主観的相同化を帰結するわけでして、殊こと更さらに構かまえて〝行為に関する価値判定〟が仰ぎよう々ぎようしくおこなわれるのは特殊例外的なケースにすぎないと申せます。しかしながら、裏返して言えば、人はいつでも自他の行動に対して「サンクショナルに反応する構かまえ」を確立しているのであり、第三者的・反省的に分析して規定する折には、その都度の自他の行為に関する価値評価が不断におこなわれているとも言うことができます。


為すべき・為すべからざる

　では、所作的行為に関する価値評価とはいかなる構制の事態であるのか？　さきにも断ことわりましたように、正規の議論には立入れませんけれど、次のことだけは叙のべておきたいと念おもいます。

　行為の動機や目的は措おいて、所作の価値評価にさいしては、正当・不当ということが基幹的な評価視角になると思います。命題措定に関して真・偽が評価の基幹的視角になるのに対して、所作の評価に関しては正当（richtig）・不当（unrichtig）という価値対立性が基軸的です。

　論者の中には善・悪こそが基軸だと主張するむきもありえましょう。日常的意識における〝価値体系〟は必ずしも十全には体系化されておらず、遺憾ながら曖あい昧まいなところがあります。そして、良よし・悪あしということで、正価値性・反価値性の全般を代表させる用語法もありえます。そのような用語法を採る立場においては、善よし・悪あしを以って今問題の場面における評価基軸だとする主張もおのずと生じますが、私はこれは採りません（論者の中には、美・醜を以って正価値・反価値を代表させる者も居ります。例えば、「美うるわしい行為」というとき、それはバレリーナや舞まい妓この行動などの審美的評価とは別次元のことでして、論者たちの主張を顚てんから無視するわけにもいかないのです。が、このことを承知のうえで、ここでは臆おく断だん的に卻しりぞけておきます）。

　価値判断については、論理の次元に関しても先決問題が幾つも控えております。価値概念を述語とする積極形・消極形と正価値的述定・反価値的述定との区別と関連、価値に正反の中立的ゾーンを認めるかどうか、従って、正価値判断と反価値判断とのあいだに排中関係を認めるかどうか、等々です。ここでは、しかし、「美人でない」は中立的ゾーンを許し、「不美人である」はそれ自身反価値性の積極的定立であるとし、……要言すれば、正反の価値措定を積極的定立と認め、且つ、排中関係は認めない、という処理方法を採る旨を宣言するに留めます。価値判断的推論にも固有の論理学的論件が存します。当座の議論にとっては、とりわけ、仮言的命法が重大問題となります。形式上は「何々ならば斯こうすべし」という同じ形であっても、例えば、「幸福になりたければ、かくかくすべし」と「しかじかの幕場的条件であれば、かくかくすべし」とでは、必ずしも同列に扱えません。私としましては、手段的行為の目的合理性に関わる前者は〝べし〟といっても「要する（need）」なのであり、後者が狭義での当為ゾレン「べし」である、という扱い方をします。

　さて、正当性・不当性という価値対立性そのことをめぐっても、善・悪と判定される行為なるが故に正当・不当なのか、為すべき・為すべからざる行為なるが故に正当・不当なのか、逆に、正当・不当なる行為なるが故に善・悪であり、為すべき・為すべからざる行為であるのか、このたぐいのことが問題になります（ちなみに、善・悪について関説しておけば、望ましいdesirable望ましくないundesirableから善・悪なのか、それとも逆に、善・悪なるが故に望ましい・望ましくないなのか、望ましい・望ましくないというのは、単なる欲求・不欲求、単なる好・悪おなのか、それとも却って、直接的な欲動や好悪には反してさえ、正当・不当なるが故に望ましい・望ましくないと規定するのか、このたぐいの問題を生じます）。これは価値をどのように体系づけるか、即物化して言えば、価値がどのような体系を成しているか、このことと相即的です。

　ここでは、しかし、行為の価値評価に限定しつつも、行為の機縁的動機の評価や志向的目的の評価との関わりを割愛せざるをえないかぎりで、善・悪プロパーの種差的規定デイフアレンテイアには触れぬまま、「所作的行為の評価に関しては正当・不当のほうが善・悪の判定根拠に位する」と言い切っておくに止めます。また、物象化された視界においては、正当・不当なるが故に為すべき・為すべからざると判定されること、だが、成立機序に即すれば、為すべき・為すべからざると覚識される行為が正当・不当と見做されるのであること、この旨を申し添えておきましょう。


規範と正当性・不当性

　そこで、為すべき・為すべからざるという当為性の覚識がどのような機制で成立するのかが問い返される所以となりますが、上述の通り、これはサンクションの〝内面化〟に俟まつものです（附言するまでもなく、当為ひいては正当性・不当性が物象化されると、その物象化された価値性に〝拠る〟かたちでサンクションが発動される次序となります）。しかるに、対他・対自的なサンクションなるものは、幕場的情況に相応ふさわしい相で期待・予期される行動様態の既成化と相即すること、これも先に見ておいた通りです。ここにおいて、期待される行動相の既成化ということがあらためて論件となります。

　期待・予期される行動の進しん捗ちよく相は、それがルーティン化しているかぎりいわゆる「常道」として〝物象化〟されがちですが、幕場的情況に相応しく種別的に分化している当該の行動進捗相＝常道は、当為的価値性を帯びていることにおいて「規道」とも呼ばれうる性格のものになっております。ここに謂いう「規道」、それが語の広義における「規範的法則」「規則ルール」にもほかなりません。

　規範的法則は、前章第二節で論考した自然的法則とは異なって、因果的・自然的必然性ではなく、規き矩く的・当為的必然性をもつとされます。自然必然性はそれから背はい馳ちすることが事実として不可能だとされますが、当為必然性はそれから背馳することが事実的には可能であり、現に違反的行為が出しゆつ来たいします。が、規範的法則は背馳することが規矩上不許可であり、是非とも遵したがうべきだという意味で当為的必然性をもつと謂われる次第です。

　自然的・事実的な存在の場合、実在体や実在的性質という相に〈事実的所識〉が物象化されるのに対して、〈価値的所識〉は存立体や存立的性質という相に物象化されえます。因果的法則も規矩的法則も、それ自身の存在性格はイデアールであり、「存立」である点では共通ですが、また、「期待的予期の制限（Beschränkung der Erwartungen）」という点でも共通ですが、しかし、因果的自然法則が価値中立的とされるのに対して、規矩的当為法則は価値附帯的とされる点で相違します。

　規範的法則といい、当為的必然性といっても、自然的法則・因果的必然性の場合とは「法則性」「必然性」の規定内容が右のように相異することを念頭におく必要があります。

　さて、規範的法則・規則なるものがいったん物象化された相で覚識されるようになりますと、それは当為的必然性をもつもの、つまり、随順すべき規道と意識され、規範的法則に合致する（違反しない）行為が正当、違反する（合致しない）行為が不当である、と判定されることになります。そして、規則随順的行動が対他的に期待され、対自的には、規則随順的行動が〝超越的命令の遵奉〟とか〝内奥的命令（いわゆる「良心の声」）の遵守〟とかの相で覚識されたりもします。（なお、いわゆる「約款」や「実定法」の成立機序の論考は省きますが、これらが非約定的・自然発生的な規道を前梯にして成立するものであって、自覚的な約定・実定によってはじめて規道が形成されるのではないこと、このことは絮言するまでもありますまい。そして、ともあれ、約款や実定法が成立した場面においては、これへの合致・違反が正当・不当とされること、等々、右に叙のべた構制がそのまま当あて嵌はまることも見易いところだと念おもいます。）

　このような事態、すなわち、規範的法則なるものが間主体的規矩として正当・不当の価値判定の共同主観的規準とされ、それへの随順が当為とされ、その当為的な既成的行動様態が期待・予期されるという事態、これが人々の日常的営為における意識事実であることは動きません。とは申せ、この事態が、幕場的情況に応じた行動の期待的予期、サンクショナルな反応、賞罰的誘導規制の内面化……といった発生論的経緯に因由する物象化的倒錯であることは、さきに行論の示した通りです。

　ところで、しかし、所与の単位的生活共同体の内部で一定の規範的法則・共同主観的規矩が形成され、それが行為・所作についての正当・不当の価値的判定の規準にされるということ、このことが大枠的構制としては事実問題として認められるにしましても、現実は決して一義的ではありません。

　単位的共同体の内部にあっても、規範的法則体系の内的矛盾が露呈したり、拮きつ抗こうする複数の価値体系・規範体系が競合・切せつ磋さしたりするのが現実であって、完かん璧ぺきな共同主観的な斉同性が確立するわけではありません。

　私どもは、今や、価値体系・価値規準の間共同体的な相異性や隔時代的な推移性という歴史的現実社会における事実およびそれの因って来たる構制をつぶさに見据えるためにも、共同体内部における揺よう動どうや軋あつ轢れきなどをも配視しつつ、行為の対他・対自的な事実的・価値的な存立機制を把え返す段だん取どりです。


第三節　正義の成立条件

　前節においては行為の径行的所作（事実的な行動過程と終局状態）についての価値評価を軸にして述べましたが、実践論・実践哲学においては、当然、行為の志向的・実現的目的とその価値性が重大問題をなします。

　この件について論ずるにあたっては、人格的主体、その「自由」と責任、他我認識・他者理解等々、哲学上の大問題群が輻ふく湊そうしてまいります。周到な議論は紙幅が許しませんけれど、必要最小限はこれらの問題にも関説しつつ、正義の成立条件を論攷しておきたいと念おもいます。


正義と不義

　正義と不義という価値対立性が志向的・実現的な行為目的の価値評価の基軸をなすと私は考えます。

　専門家に対しては、アリストテレスの「全般的正義」という概念などと関係づけて私なりの用語法の特徴を一言すれば済むところでしょうが、正義・不義という概念は日常的用語として多義的に用いられてもおりますので、若干の断ことわり書がき的限定を挿はさんでおきます。不義という詞ことばは不義密通・不倫という狭い意味にも使われますけれど、「天に代りて不義を討うつ」と謳うたうような場合の語義を想おもっていただけると幸いです。正義という概念は配分的・整調的なジャスティスの意味で用いられるケースが多いように見受けます。が、これは「財」(但し、狭義の経済的財貨の謂いいではなく、前節で叙のべた意味での、つまり、価値附帯的なレアールな存在)の公正なゲレヒテイツヒ配属に関わる価値概念、すなわち「公正」であって、行為目的の価値性に関わる私の謂う意味での「正義」とは別義です。尤も、公正な配属状態そのことではなく、公正な配属状態を志向的目的とする行為は正義的でありえますから、無縁というわけではありません。

　より高い実践的価値(従って、最高の、つまり、理想的な実践的価値状態)を実現する行為が私の謂う正義であり、それに背はい馳ちする行為が不義です。(或る種の学派からは、私の謂う「正義」「不義」は、むしろ「善」「悪」にほかならないという批評を受けるかもしれません。が、ここでは定義をめぐる争いには立入りません。このさい、一言だけ言い添えておけば、私としては、実践の場面における善・悪という価値は行為の動機の部面に即して定義する立場を採ります。)

　ここでは「価値の種類」「価値の高低」「価値の大小」ということに関して詳しく論じる余裕がありませんので、右に謂う「実践的価値」の種別的内実や「より高い」の評価的基準はブラック・ボックスにしたまま、次のことだけを申しておきます。

　二つの価値を比較するとき、通常、一方が撰せん取しゆ(vorziehen)され、他方が貶へん置ち(nachsetzen)されます。比較される当の二価値が同種のとき、撰取される方を大きな価値、貶置される方を小さな価値と呼びます(但し、〝より大きな反価値〟という言い方をする場合には、〝絶対値〟の大小を表わすことにし、反価値ということで貶置される筈だという了解を表わします)。比較される二価値が異種のとき、撰取される方を高い価値、貶置される方を低い価値と呼びます(正価値と反価値とは対ついをなすものであっても異種として扱います)。ところで、二つの価値を比較しても差別のつかない場合も時として体験されます。その場合、当の二価値が同種であれば「同量」、異種であれば「同等」と呼びます。

　価値的に高い目的と低い目的との行為的実現が可能な場面において、高い目的を実現する行為は正義であり、低い目的を実現する行為は(それ自身としては大きな正価値の実現であってさえ)不義である、と価値判定されるということ、とりあえず此の形式的・構図的な布置は御理解いただけたものと念います。


身体的存在＝自己

　正義ということは、右に叙べた構図からも明白な通り、「より高い行為目的の撰取」が可能なこと、および、「志向的目的の行為的実現」が可能なこと、これら二つの「可能」性を前提としております。前者はいわゆる「選択の自由」、後者はいわゆる「起動・駆動の自由」の問題に属し、総じて「自由意志」の問題に属します。もし、人間の行動というものが、目的設定の自由もなく起動・駆動の自由もなく、物理的物体運動のように自然法則的必然性に服しているとすれば、責任ということも正義ということも、事の原理上成立しえない、と多くの論者たちは考えます。

　ここに「意志の自由」という大問題が登場する所以ゆえんとなりますが、この件について論究するためには、本章第一節から持越した「人格的主体」の問題を検討して掛らねばなりません。

　人は幕場的情況に応じてその都度一定の役柄存在相で行為を演じるとはいえ、役柄存在には尽きない内自的主体性が有るように自・他を覚識します。生徒たちに対する対他的関係においては教師であり、医者に対する対他的関係においては患者であり、妻に対しては夫であり、息子に対しては父であり、……という役柄を一切脱ぎ棄ててもなお残る本人、一切の対他的関係規定性から切離してもなお残る実体的自己同一者、そのような内自的な主体が厳存するように思えます。この〝実体的自己同一者〟が物理・生理的な肉体的個体の謂いでないことは直ちに了解されます。

　いわゆる行為主体は、物理・生理的には、なるほど、皮膚を境にして一応区劃されうる分節体ではありますが、決して閉じたシステムではありません。それは、オープンシステムという物理・化学的な関連態の一分劃たるにすぎず、実体的自己完結性を真実には有もっておりません。四囲から実際に切離したとしたら、それは壊え死し・崩壊してしまいます。新陳代謝に留目すれば、人体は骨を形成している物質分子に至るまで一定の時間後にはすっかり入れ換かわってしまうのであり、人体を一個の物と見做すのは、譬たとえて言えば、河を一個の物に見立てるようなものです。中身はすっかり入れ換ってしまうのであり、〝変らない〟のは〝形〟だと言いたいところですが、現実には成長・老化につれて〝形〟さえ変ります。形態的同型性の維持が云々される場合の〝形〟は、レアールな形ではなく、まさにあの〈ゲシュタルト〉なのであり、その存在性格はイデアール＝イルレアールです。

　内自的主体・実体的自己同一者としての個人は、単なる肉体的存在でありえないとすれば、実体的自己同一体としての魂なるものを内在させているということにして、霊魂的自己同一性に拠って規定さるべきなのでしょうか？

　意識・意志を具そなえた実体的霊魂の内在という思念ドクサは、近代科学的発想には馴な染じまないにしても、依然として根強いものです。実体的霊魂とやらは、それの存在を実証することも、それの非存在を確証することも、いずれも不可能な特異な存在だと称されますので、扱いに苦く慮りよします。が、一体、実体的霊魂の存在を信しん憑ぴよう・主張する人々の論拠は何でしょうか。差当っては、なるほど、宗教的教義その他、それは多種多様ですが、教義や伝統的思念の成立場面・追認場面にまで溯さかのぼって問い返せば、おそらく、（ⅰ）自我の自己同一性の覚識、および、（ⅱ）一群の意識的行為現象を整合的・統一的に説明するための〝構成〟的措定、この二つに帰き趨すうする筈です。

　このうち、（ⅰ）については、純粋霊魂とやらの自己同一性が直ちよく截せつ的に覚識されるわけではなさそうに思えます。記憶の持続といったことなら、他の説明方式がいくらでもあるという以前に、むしろ記憶の消失こそが日常茶さ飯はんな事実ですから、論者たちにとっては却かえって不利でしょう。自我わたしの自己同一性の覚識と称されるものは、純粋霊魂ならずして「身体を具えた私」の持続的自己同一性の覚識にほかなりますまい。そのさいの「身体」なるものは、幼児期・少年期・青年期・壮年期・老年期と変化・変形しますけれど、〈ゲシュタルト〉的同一性において、つまり、一個同一のゲシュタルト的〈身体〉として覚識されます。「この私があの時あのように行為した」と回想し、「この私」としての自己同一性・持続的同一性を覚識する場合、その都度「他ならぬこの身体的存在＝私」のイメージを泛かべつつ、そのイメージされる自分自身を〈ゲシュタルト的・所識的な同一者〉として覚知する構制になっております。

　という次第で、「自我の自己同一性の覚識」なるものは、〝自己同一的霊魂〟とやらの直接的認識ではなく、「意識を具えたこの身体的存在＝自己わたし」の覚識、しかも、身体のゲシュタルト的同形・同一性に拠よった持続的自己同一性の覚識なのですから、これを論ろん拠きよにして純粋霊魂の存在を短絡的に主張するのは戴いただけません。問題は、そこで、意識現象・意識的行為現象の説明に関わる前掲の（ⅱ）に懸かかることになります。


人格的実体の構成的措定

　人が、もし、単なる意識現象を説明しようというのであれば、第一章での行論からお察しいただけるように、実体的霊魂という説明項を立てる必要性はありません(尤も、あの「三項図式」に固執する場合には、「意識作用」の発動者として〝意識作用発動体〟としての純粋霊魂的自我の想定を余儀なくされるかもしれません)。いわゆる身心関係については宿題を残しており、後に立帰りますけれど、とりあえず「随ずい伴はん説」(身体生理的状態・脳中枢の機能的状態に意識現象が随伴すると見做す説)のたぐいによっても、つまり、霊魂的実体の想定を抜きにしても、意識現象をそれなりに〝説明〟できますから、単なる意識現象の説明のためなら実体的霊魂は不要です。

　ところが、意識性・決意的起動性を伴った、しかも、個性的な特徴を有もった行為、および、いわゆる人格的特性、これを説明しようという段になると様子がいささか変ってまいります。一群の日常的〝物理〟現象を整合的・統一的に説明するのに自己同一的〝物在体〟という〝実体〟を措定すると便利であるのと同じ具合に、一群の日常的〝行為〟現象を整合的・統一的に説明するのに自己同一的〝人格体〟という〝実体〟を措定すると常識的には便利です。(それは亡霊・幽霊の出現や〝生まれ替わり〟などをも〝説明〟できます！)。〝物理的〟な〝実体的実在体〟なるものが、原理的には、つまり、存在論・認識論上の身分から言えば、関係的諸規定の結節を物象化して〝自存的実体〟視したものにほかならないのと同様、〝実体的人格体〟なるものも、関係的諸規定の反照的結節を内自化して〝自存的実体〟視したものにほかなりません。そして、また、これらの実体論的措定は、便べん宜ぎではあっても、不可避的に必須というわけのものでもありません。

　がしかし、〝物格的実体〟措定を容認するとき、それと同等の権利をもつものとして〝人格的実体〟の措定をも容認することができます。但し、ここに謂いう〝人格的実体〟は、論者たちの謂う「純粋霊魂的実体」とそのまま重なるわけではありません。とは申せ、さしあたり次の点では両者は共通します。すなわち、（イ）能知・能情・能意・能動的な主体であること、（ロ）行為に顕あらわれる人格的特性を担になう本体であること、この二点がそれです。

　私としては、〝人格的実体〟(伝統的な「霊魂的実体」とも右に挙げた二点で共通性をもつ「主体的実体」)を行為に関する日常的説明の便宜として措定することを容認しないわけでこそありませんけれど、原理的な次元では、この実体論的措定の錯認的構制を自覚します。そのことにおいて、存在論的・認識論的には、「霊魂的実体」の想定を卻しりぞける所以ゆえんともなります。

　大切な論点ですので、前掲の（イ）（ロ）に即して人格的実体の問題をここで多少とも敷ふ衍えんしておきましょう。


行為の選択的自由性

　先ず（イ）の「能知・能情・能意・能動的な主体」の措定に関してですけれど、これがさきに一言しておいた「自由意志」の問題とも密接不可分であることは先刻から既に賢察いただいていることと思います。

　この主体は、純粋霊魂ではなく、いわゆる身体的主体(俗に謂う〝身体を具えた主体〟)と別物ではありません。私は、あの「三項図式」と相即する「意識内在性」の命題を卻しりぞけ、意識現象と謂っても、知覚的・表象的な風景的世界現相を指し称しようし、併あわせて、この対象意識そのことの自己意識を指称するのですから、意識現象は「この身体的主体」に〝帰属〟するとしても、「内在」するわけではありません。

　さて、そこで、物理的実在界を措定し、この身体をその内部での生理物理化学的な過程ごと物理的実在界に編入し、その身体的状態系に意識現象を〝随伴〟させる相でひとまず考えてみましょう。人は、意識の〝随伴性〟を立論するさい、とかく、脳髄的機能状態への随伴という相で思念しがちですけれど、脳神経系はそれだけで実体的に閉じているわけでなく、身体全体へと拡がるオープンシステムです。しかも、身体なるものが、厳密には、閉じた系ではなく、世界全体へと開いているオープンシステムの一部分たるにほかなりません。

　余り良い譬たとえではありませんが、お馴染みの水道体系とその蛇じや口ぐちを想おもい起こしてみて下さい。「蛇口が水を出す」という言い方を時によってはしますけれど、実態においては、貯水池‐浄水場‐配管‐蛇口の総体的機能系のダイナミズムが「蛇口から水が出る」と呼ばれる事態を成立させるのです。精確に言おうとすれば、貯水池から始まるのではなく、溯さかのぼって、河水……降雨……雨雲……蒸発……陽光……果ては、太陽系の起源……大宇宙の起源までを勘かん考こうすべき、文字通りに総世界的連関態のダイナミズムが「蛇口から水が出る」事態を支えていると言わねばなりません。「身体」ないし「脳髄」という〝蛇口〟が実体的・自己完結的に意識現象を〝随伴〟するのではない道理です。日常的には蛇口を〝実体的主体〟に見立てる流儀で語りますが、身体的主体や中枢神経系を〝実体的主体〟に見立てるのも、これと同趣の語り口にすぎません。この語り口を許す限りで、意識〝随伴〟的な身体的個体が「能知・能情・能意・能動的な主体」とされる次第です。(身心問題について本書では「随伴説」に仮托する流儀で議論を運んでおきますが、正規には私としては、物理的実在を措定する地平では、一種の「転成説」を採る者です。)

　それでは、主体の自発的能動性や自由ということはどうなるのでしょうか？　前章第二節で指摘しておきましたように、自然界の一義的な法則的必然性、因果的一義決定性という決定論は、外挿法的臆断にすぎず、物理的実在界そのものに不確定性・非決定性の余地が存します。但ただし、勿論、この非決定性が自由意志というエージェントに因よるものだと主張するとすれば、それも論理の飛躍です。人が、もし、先行的規定因の絶無な絶対的自発性・絶対的自由を主張するのであれば、それを以って直ちに自由意志と重ねると否とに拘かかわらず、私どもとしては与くみするわけにはまいりますまい。しかし、ダイナミックな循環的ループの一結節環を分劃して一単位に見立てる限り、その内部での〝自発的能動性・起動性・駆動性〟を立論することは許されますし、決定論的な一義必然性が存しない限り、〝径路選択の自由〟を立論することも許され得ます。尤も、これは〝存在論〟の次元での話であって、実践論の次元では、右の可能的余地の確認を前梯として、〝経験的・実証的〟な行為現象を整合的に説明できれば足ります。

　経験的・観察的な事実の問題として、人は〝同じ〟幕場的情況下にあって、一定の幅の埒らち内ないにこそあれ、〝異なる〟行動を現に示します。なるほど、〝同じ〟情況というのは粗雑ラフな認識のせいで、情況同定の精度が上がれば現出する行動もより限定的な幅に納おさまるかもしれません。しかし、「同じ」情況では「同じ」人物は「同じ」行動をする筈だというのは、外挿的臆断であって、経験的には確定の仕様がありません。時間的経過がある限り、絶対的に同じ情況に絶対的に同じ人物が位置することはそもそも現実には不可能です。そして、経験的観察の教えるところ、人は〝同じ〟幕場的情況にありながら、一定の幅の埒内においてではあれ、〝異なる〟行動を示す場合が現にあります。私どもは、この経験的観察レヴェルに即するかぎり、実践論の次元においては、〝行為の選択的自由性〟を立論するのを妨さまたげられません。また、或る情況で或る行為をおこなった人物の責任を追及し、負のサンクションを加えることによって、その人物が〝同じ〟情況で前回とは別の行動を体現するようになる場合が現にあること、このことをも経験的・観察的に折々に確認できます。存在論上もし決定論が正しいとしても、そして、責任追及行動やサンクション行動も決定論的必然性のしからしめたものであったとしてさえ、経験的・観察的な次元では、責任追及やサンクションは有効であり、〝同じ〟情況下での〝同じ〟人物の行動を以後は〝変更〟させ〝矯正〟する効果をもつと申せます。

　こうして、私どもは、実践論の次元では、行為の選択的・自発的な起動をおこない得る主体であるものとして個体的人物を遇ぐうしうる次第です。


人格的特性を担う身体的主体

　次で、前掲（ロ）の「行為に顕われる人格的特性を担う本体」の措定に関して検討してみましょう。既に第一節の行論中で指摘しておいたことですが、〝同じ〟情況での〝同じ〟「役柄」行動といっても、単なる一回ごとの差異ということではなく、行為主体たる人物に応じた個性的特質が見られます。それは、しかも、外部観察的に認識できる身体的特質とは一義的には対応しません。では、それは霊魂的実体とやらの先天的特性によるものと考えざるをえないのかといえば、必ずしもそうではありません。

　人は、なるほど、生まれつきの〝ハードウェア〟を具えておりましょう。が、それは純粋霊魂というより、〝意識能力をもつ身体〟というハードウェアと見られます。人はめいめい顔つきや軀からだつきが違うように、このハードウェアにも個性的な差異があると考えられます。しかし、いわゆる人格的特性が生まれつきのハードウェアで一義的に決まってしまったものとは思えません。それが規定因子の一つであることは確かだとしても、俗に「氏より育ち」とか申しますが、環境的諸要因、わけても、幼時このかたの賞罰的誘導規制の影響によって、いわゆる人格的特性の相当部分まで後天的に形成・陶とう冶やされたものと見る方が当っておりましょう。

　条件反射理論では、「生得的解発機構」の個体的特性を認めたうえで、後天的に形成された条件反応機能系の特性ということで説明を試みることでしょう。が、いずれにせよ〝ソフトウェア〟だけでなく、人間の場合、〝ハードウェア〟も或る程度までは後天的に再形成されるのであり、それらが人格的特性となって顕われる、と考えられます。

　人格的特性は、しかし、なるほど身体的主体に〝担われ〟て顕われるにしても、特性自体は身体的特質ではないのであって、やはり心(霊魂)の特性と見るべきではないでしょうか。「心」という実体が身体に宿っていて、その「心」こそが身体をも操そう縦じゆうする本当の「主体」である、という構図で考えたくなるむきが慥たしかにあります。そして、この構図で人が考えるときには、「実体的な心」＝イクオール「人格」であり、人格的特性は「実体的な心=霊魂」の特性にほかならない、とみなされるのも道理です。

　物的現象（物的存在）とは異質な心的現象（意識現象）が現にあるとするかぎり、心的性質を担にない、心的機能を発はつ揮きする本体が在る、と考えるのもナチュラルです。しかし、心的性質や心的機能を担う〝本体〟はそれ自体も心的存在でなければならないというわけのものではありません。

　一般論として、性質や機能と〝本体〟とは別種の存在でありえます。そこで、心的現象・心的機能を発現・発揮する〝本体〟は脳髄だという説も登場しうる次第なのです。人格的特性が心的特性であるとしても、それを担う〝本体〟が「心（霊魂）」という心的実体でなければならないという理屈にはなりません。

　惟おもうに、人格的特性は、体たい軀くとか脳髄とかの物的特性ではなく、むしろ、いわゆる心的特性とみることも慥かに許されましょう。がしかし、その特性を担うのは、〝意識能力・意識機能を具えたまるごとの身体的主体〟だと考えてどこが不可いけないでしょうか？　問題があるとすれば、「意識能力・意識機能を具えた……身体」という言い方です。「意識能力・意識機能を具えている」というのは、「心という実体を宿している」謂いではありません。能力・機能・性質は異質の〝本体〟によっても担われ得ることは上述の通りです。

　このさい、「意識能力・意識機能」なるものが一方にあり、「身体的主体」なるものがもう一方にあって、後者が前者を文字通りに「具えて」いる、という発想では間違います。後者が前者を〝発揮〟するのであり、そのことにおいて後者が「身体的主体」と呼ばれる、というのが実態です。

　となりますと、今や「身体的個体」なるものが、一見、実体視されている構図になります。というのも、「身体的個体」なる〝本体〟が在って、それが諸々の性質を担い、諸々の能力・機能を発揮し、諸々の関係を結び、……情況に応じて役割行動を営み、……という構制になるからです。しかし、〝意識を具えた身体的個体〟なるものは、上述しましたように、決して閉じた実体ではなく、オープンシステムの部分系であり、譬えて言えば、水道システムという総世界的連関態の〝蛇口〟みたいなものでして、それを便宜上、単位的分節体として截きり出して、恰あたかも自存的な存在体であるかのように措定しているものにすぎません。これを〝実体的本体〟のように見み做なしつつ、それが諸性質を担う・附帯すると称しますけれど、実際には、性質なるものが在って、それを本体が附帯・所持しているのではありません。性質というのは、対他的な反照関係規定を、項に帰属させたものにほかなりません。本体の具えている能力・機能と称されるものも同断です。例えば、刃物は切断能力・切断機能を具えているという言い方をしますけれど、本当には、刃物それ自身が切断能力・殺傷能力・切断機能・殺傷機能なるものを具えているわけではありません。刃物と他物とのかくかくの関係態においてしかじかの現象が現出するという関係規定性を、刃物なる項がもともとそれ自身に内属させているかのように扱っているだけです。諸々の性質・機能・能力を具え、諸々の対他的関係行為を演じる「身体的個体」なるものは、可能的・現実的な諸関係の〝結節〟を便宜上、自己同一的な自存体＝実体のように措定したものにすぎません。


いわゆる人格的実体に関する補説

　この機会に第二章で残してきた問題とも絡めて「実体」という概念について申し添え、「人格的実体」主義に対する私の態度を補説しておきます。

　哲学における「実体」といっても概念規定が一義的に明確というわけではありません。が、それは「性質（機能）を担う本体」という以上の規定性を帯びております。「実体」であるということは「自己同一性」を保持する存在であり、「自足的（自己完結的）存在」である、ということを含意します。実体は、それの担っている諸性質は変化しても、本体的自己同一性を保持し続けるのですから、不滅です。溯さかのぼってはまた、不生でもあります。実体の自己同一性ということは、不生・不変・不滅を含意することに留意して下さい。実体は、それ自身で（自足的に）存在しうるものであり、他のものが一切存在しなくとも、従って、他のものとの関係なしに独立自存しうる存在者です――日本語では「実体」という詞ことばが日常曖昧に使われるうえに、諸行無常・諸法無我・色即是空といった仏教的な反実体主義が存外と浸透しておりますので、西洋哲学に謂う厳しい「実体概念」が却かえって理解されない憾うらみがあります――。不生不滅で自足的な自己同一的存在者、そういう「実体」とあれば、「神」とか、不生不滅と考えられた「霊魂」とか、それにまた、一昔前までの（つまり素粒子論が登場する以前の）「原子アトム」とか、こういうものが「実体」の典型ということになります。

　宇宙万物・森羅万象が相互依存的な連関態を形成し（相資相依）、生成流転する（諸行無常）と観ずる弁証法や仏教の存在観のもとでは、厳格な意味での「実体」の存在が否認される所以となることが、お判りいただけたと念います。

　「人格的実体」なるものは、厳密な「実体」としては存在しないと私は考えます（救わるべき魂という不生不滅で自己同一的な実体を信じるキリスト教文化圏では、人格的実体＝霊魂としますから、今日でも「人格的実体」なるものが〝厳密な意味〟で主張される例が多く見られます）。

　私としては、しかし、人格的実体なるものを「役柄の束」に還元してしまう一部論者にも与くみしません。その理由は二重です。第一には、いわゆる〝人格的実体〟なるものが諸々の対他的反照規定関係の〝結節〟であるとしても、「役柄」という次元・種類のそれは、総体的な対他的反照規定諸関係の一部たるにすぎず、「役柄」的規定諸関係では尽くせないこと。役柄的対他関係以外の多岐多様な関係規定がそこに存立していること。第二には、行為の当事主体たちは、行為の現場的過程において、常に自覚的にそうだとは言えないまでも、諸々の役柄的主体性と内自的人格性との二肢的二重性を覚識しており、この覚識に即した当事者たちの現実的行為を記述的に分析するためには、「役柄の束」には還元されない「能作的主体」「人格的主体」の措定が必要であること。これがその理由です。

　卑近な話、人々は「役柄的主体」としての修業に努めるばかりでなく、「内自的人格」としての自己陶冶にも努めます。これは「正義」の問題とも関わりますが、人格的他者の認識という問題とも不可分です。この件を配視したうえで「正義の成立条件」を直接の主題とする運びにしましょう。


他者理解論の構制

　他我認識・他者理解ということは、十全な共演的行為の成立条件であり、重要な論件です。が、これは近代哲学の一大難問であって、限られた紙幅で論定することは諦あきらめざるをえません。ここでは、行為主体の自己形成論に重大な落丁を生じているのを埋める視角で、論件の一端にふれるだけに止めます。

　常識的には、言語的交信を通じて、他者理解が日常的に営まれていると信じられておりますし、母子間には、言語以前的に、早期から泣声や表情を介しての交信・理解が成立していると言うこともできましょう。しかしながら、哲学屋式に理屈を言い出すと、事は甚だ厄介です。他人の心・意識は直接に見たり触れたりできるものではなく、表情・身振・発声といった〝仲介〟を介して〝間接的〟にしか察知できない、と謂われます。しかし、〝間接的には〟本当に認識できているのでしょうか？　他人が一定の表情や発声をしているとき、それに一定の意識現象が対応しているということを、どのようにして確認できるというのでしょう？　ラジオやロボットでも〝発声〟はします。

　近代哲学においては、あの「三項図式」を立て、意識は各私的であり、直接に意識できるのは自分の意識内容だけである、というヒュポダイムが鞏固ですから、他人の意識については認識不可能という〝結論〟を容易には回避できません。第一章でこのヒュポダイムは卻しりぞけておきましたが、しかし、そこで直ちに他我認識・他者理解が権利づけられたわけでもありません。じつは、更新した意識概念と相即的に他我認識論を再構築する作業が残ったままなのです。

　さて、人は誕生時にすでに意識能力を具えていると認められうるにしても、そのご〝形成〟〝蓄積〟される意識内実・知識内実は、少なくともその圧倒的大部分は、単独に自力で獲得したものではなく、〝他人たちから学び取ったもの〟でしょう。知識内実だけでなく、感じ方や考え方でさえ〝他人たちから学んだもの〟と言えそうです。尤も、〝学び取る〟とか、他人から〝伝達される〟とか言いましても、文字通りに既成品が移入・搬入されるわけではありません。実態においては、なかんずく「として覚知する」仕方、「として覚識する」所識、これの形成に他人たちが介在しているだけです。

　ともあれ、しかし、〝意識内実〟ばかりか〝意識の作はたらかせ方〟までが、その全すべてではないにせよ、圧倒的大部分が、各自単独に自力で獲得したものではなく、謂うなれば他人たちとの協働に負うものであること、このことがまずは銘めい記きされねばなりますまい。

　人々、わけても哲学者たちは、従来、あの実体的霊魂を想定する旧い構図に禍わざわいされてのことでしょうか、意識現象を内なる心の自立的・単独的な営いとなみであるかのように考え、その自家製の知識内容が伝達され合うという図式で発想してきました（〝各自の心の作動〟と謂われる場面で、実は既に、協働に俟まつものであること、だから、アヴェロンの野生児のごときは〝心の作動〟を十全におこなうことができないのだということ、このことを見落す構制になっていたわけです）。「心」「霊魂」という実体を卻しりぞけて、各自の「脳」に置き換えた論者たちにあっても、右の図式は旧のままでした。なるほど、他人の〝協働〟なしにも「脳」は一定限は作動することでしょう。が、現実にみられるような豊かな意識現象は、単独者的営為ではなく〝協働〟の所産なのです。

　右に〝協働〟という比喩で述べているのが、現瞬間に眼前に居る他人との協働という狭い意味ではないこと、謂うなれば過去における他人との〝現在的〟協働とも謂うべきものをも含むこと、このことは理解いただけていると念います――さきに、単独で畑を耕している農夫の行為といえども、畑・農具・農耕方式の由来を考えるとき、決して単独的・自力的な営みではなく、一種の「協働」であることを指摘しておきましたが、それと同じ論理構制です――。附言するまでもないことですが、「脳」どうしが〝協働〟するのではなく、脳のほかに眼や耳や鼻や手足……を具えた「身体的主体」どうしが協働するのです。そして、この協働の所産が各自に〝分属〟する次第です。

　身心関係論における「転成説」は開かい陳ちんしないまま「随伴説」に仮托している本書では、「身体的主体の協働」がいかにして意識現象へと「転成」するかについては論じることなく、とりあえず次のように申しておきましょう。〝協働態勢〟によって規定的影響を受けている中枢的状態に、その中枢的状態に見合う意識現象が〝随伴〟するという構制において、既き往おう的・現行的な〝協働態勢〟が意識現象に具現される、というテーゼが即ちそれです。

　ところで、協働態勢にあるからといって、一者に〝随伴〟する意識現象を他者が直接に認識できるわけではありません。単一的協働態勢の所産が各々に〝分属〟的に〝随伴〟しているのですから、第三者的・省察的な見地で考えてみるとき、夫それ々ぞれに〝分属的に随伴〟している〝意識現象〟の間に一定の共通性が多分あるだろう、と推定できるだけです。認識するとは対象を直じかに〝見る〟〝摑む〟という構制の出来事だと考えるかぎり、「随伴説」に仮托しては、直ちよく截せつ的な他我認識・他者理解は説くことができません。


他人との〝一体化〟の機制

　このさい、しかし、一者が他者の〝意識現象〟〝意識内実〟を認識しているつもりでいるという現実、この思念的・体験的現実に即して、二三申し添えておきたいと念います。

　「感情移入」や「類推」は、所しよ詮せんは自分の意識状態の投入や自分のケースからの類比的推理であって、真の他我認識ではありえません。しかし、移入や類推が現におこなわれているということ、そして、それにもとづいて他者の意識状態を理解したつもりに人々がなっていること、この事実は否みがたいところです。

　理論的には、そもそも「類推」による〝他者理解〟ということがどのようにして成立しうるか、このことからしてじつは大問題です。類推が成立するためには、他人の身体的表出現象と自分の身体的表出現象との相同性が認識可能でなければなりません。が、人は自分の表情を見ることはできませんし、自分の身体の見え具合は他人の身体の見え具合とはおよそ異貌です。それにもかかわらず、人は一体、どのようにして、自他の身体的表出現象を相同視できるのか。これは事実問題の次元において既に難問でして、あの「カメラ・モデルの知覚論」を採るかぎり、事の原理上、説明不可能です。鏡に映してみた体験を論拠にしようとしても、鏡映像は直接に見える自身像とはおよそ異形であり、むしろ他人の姿との類似性がはるかに大きいのですから、鏡映像を他人だと思うほうがナチュラルでしょう。現に鳥などはついに鏡映像を自身だとは認知できませんし、或る月齢以前の赤ん坊も鏡映認知ができません。どのようにして鏡映認知が可能になるのか、このこと自体の説明が要求されます。ここでは、しかし、この論件に正面から応こたえることは省かざるをえません。――それがいかにして可能であるかは措くとして、ともあれ、言語的交信による〝他者理解〟の大部分が、本質的な構制においては一種の「類比推理」になっていることも、いささか反省してみれば容易に判わかります。

　因ちなみに、言語的活動といえば、それ自身、一種の役割行動であり、また、他種の諸々の役割行動の遂行の媒介的契機としても重要な共演的行為なのですが、本書では主題的な関説を割愛しましたので、言語的交信という形態での〝他者理解〟には立入れません。この点は御諒解ねがいます。

　今指摘しておきたいのは、他者からの伝達的受容という形態よりも、もっと基底的な〝他者理解〟の一機制です。さきに役割行動とか役割期待とかについて論じた折には、一定の即応的行動を他者から興発されるケースや、他者による期待を察知して応待するケース、をもっぱら話題にしました。しかし、実際には、他者の一定の行為を当方が予期・期待するという側面が併存します。例えばボクシングを観戦しているとき、単に次なる行動を予期・期待するという域を超えて、まるで我が身がボクサーに乗り移ったかのように、思わず知らず我が身でパンチを繰り出す、といったことがよくあります。いわゆる自他の「一体視」「一体化」現象です。子供が見よう見まねで学習しているさいなど、大抵はこの「一体化」現象が生じていると言われます。子供は、共演者とのあいだでさえしばしば「一体化」をおこしてしまいます。人生劇場における協演においては、こういう「一体化」による協働が不断におこなわれていると言えましょう。言語的交信・対話においても、しばしばそれが生じます。そして、この「一体化」相で、つまり、まるで他者と重なってしまうかの相で、（自分の）意識内実を〝あの身〟に帰属させ、以って他者の意識内実を理解したつもりになってしまいます（第三者的にみるとき、全くの見当外れの場合もありましょうが、単一的協働態勢の分属的随伴意識なるが故の自他的共通性・〝同一性〟が認められうる場合もありましょう）。ともあれ、「〝協働〟という在り方での他者の介在」と先に呼んだもののうちには、他人たちの側から介入されるという受身の〝協働〟ばかりでなく、色々な他人との折々の「一体化」という仕方で形成される能動的〝協働〟も存在します。人生劇場という協演の場は、「一体化」的〝他者理解〟という形態をも含む多岐多様な〝協働態勢〟の形成される場であり、そのことに俟まって〝共同主観的〟な〝意識現象〟が具現するのだということ、このことを忘れないようにしたいと思います。


正義をめぐる対立抗争

　他我認識・他者理解ということ、従って亦また、意識内実や意識の作はたらかせ方の間主体的斉同化・共同主観的相同性ということ、これの〝成立〟機序そのものに孕はらまれている〝揺動フラクチユエイシヨン〟を省みることによって、前節から持越した一問題にも今や容易に答えることができます。それは、真理体系・価値体系・規範体系などをも含む共同主観性の内実が間共同体的・隔時代的に相異すること、そればかりか内共同体的にも相違性を孕はらむこと、これを説明する課題です。

　舞台的場面（つまり、舞台的場所や道具的与件から成る、行為主体にとっての環境）の「自然的環境」からして相異する生活共同体どうしの間では〝協演的協働態勢〟の現実的編制が相異するのですから、そこに形成される共同主観性の内実にもおのずと相異が生ずる所以ゆえんとなりましょう。また、「自然的環境」はほぼ同じままであっても「社会・文化的環境」の部面に歴史的変様の生ずるに至った時点では、前の時代との間に、やはり、右の機制で相異が帰結する筈です。

　ところで、単一の生活共同体として〝単位〟的に分劃される共同体であっても、錯さく構造体（下位的構造体を孕んだ複合的構造体）たりうるのであり、とりわけ、分業的協働の編制が既成化・固定化しているところでは、生業の基幹的部面をなす活動の場で幕場的情況と役柄を〝共有〟する成員群への分節化がおのずと成立します。そこで、職能的・身分的・階層的・階級的等々の下位的分節体が形成される次第でして、各分節体内部での共通性と各分節体相互での差別性が、全体としての共同性の大枠内にありつつも、錯構造を呈するに及びます。ここに、揺よう動どう・軋あつ轢れき・拮きっ抗こうといった事態がしかるべくして胚はい胎たいせずにはおきません。

　「正義」をめぐる対立・抗争は、個々人レヴェルにおいても成立しえますし、また、生業の基幹的部面を共有するグループならざる横断的な宗教・宗派的な結社どうしの間などでも成立しえますが、階級的レヴェルでの対立が殊ことに深刻化します。

　尤も、直ちよく截せつに階級 対 階級という形をとることなく、思想・信条を共有するグループどうしの対立・抗争という形で現われるのが多分に歴史的現実ですけれど、第三者的に分析すれば、深刻に争われる「正義」には明白に階級性の認められるケースが多いように見受けられます。


妥当的正義の志向的実現と哲学する者

　実現さるべき「より高い」実践目的、ひいては実現さるべき「最高の」実践目的、これを志向する思想・活動は、一般論として、現状が理想状態に至っていない以上、現状批判・現状改善の運動となります。

　正義・不義という価値判断は、日常茶飯な行為目的に関してもおこなわれるわけで、何も大思想運動の次元だけのものではありません。が、ここでは大目的・大理想をめぐる次元を論件にします。第一章第三節で述べた「通用的」真理と「妥当的」真理との区別を想起して下さい。通用的と妥当的との区別は「価値」プロパーに当あて嵌はまります。

　「最高の」実現目的たる「正義」が「通用的ゲルテント」正義、つまり、体制内的に正義として承認されているものの場合には、建前上はそれの実現は容易であり、漸次的改善による実現が見込まれます。が、正義の実現をことさらに目指す思想・運動が登場する場合、多くは「妥当的ギユルテイツヒ」正義、つまり、体制内的には承認されておらず、相対的少数者たちによって掲げられる〝正義〟です。この〝正義〟は、体制内的には承認されざる少数者にとっての至高的「目的価値」ですから、ひとりでに実現するなどとは期すことができません。それは〝正義〟をかけて〝戦い取る〟ことによってはじめて実現します。

　「通用的」正義の成立条件は価値観の共同主観的一致であり、それは体制内的矛盾が深刻化していない局面では、おおむね形成されると言えましょう。それにひきかえ、「妥当的」〝正義〟が「正義」として実現するためには共同主観的な一致・承認を今から獲得・形成しなければならないのです。では、そのことがどのようにして実現しうるのでしょうか？

　啓蒙・説得によってそれが実現するか？　否です。なるほど、啓蒙・説得は必要な活動でしょうし、積極的に遂行されることでもありましょう。現行の「通用的」価値体系を批判しつつ、「妥当的」価値体系、「妥当的」〝正義〟の共有者の増加が図られるのは尤もなことです。しかし、「通用的」価値体系、「通用的」正義が何故如何にして存立しているかを考えれば、それは現行の〝協演的協働態勢〟のもたらす共同主観的相同化と相即するものであって、現行の〝協演的協働態勢〟そのものを変革することなくしては妥当的〝正義〟を通用的「正義」たらしめることはとうてい不可能です。

　〝協演的協働態勢〟を変革するためには、それの編制機軸をなす舞台的場面、とりわけ役柄編制の物象化されたいわゆる社会的制度機構、これの革命的変革が要件をなします。

　通用的正義は一時点の単位共同体内部では論理上一つであるとしても、妥当的正義は論理上成員の数だけ主張されえます。現実には、勿論、併存・拮抗する妥当的正義としてアクチュアリティを有つものは十指に足らぬことでしょう。しかし、ともあれ、或る妥当的正義が「正義」として実現・成立する条件は、啓蒙・説得を同志獲得の手段として活用するにせよ、本質的には、逆説めきますが、協演的・協動的な社会編制態の基底的構造の変革というかたちでの〝正義〟（大義たる実現目的）の実現そのことにほかなりません。

　哲学者（職業的哲学屋という意味ではなく、「哲学する者」という意味での哲学者）たる者は、〝正義〟の実現を志向するかぎり、現体制の批判者たり、革命的変革の志向者たらざるをえない所以です。


あとがき

　本書は、網羅的な哲学概論書でも学説紹介書でもなく、あくまで哲学入門ですので、哲学的省察の現場へ読者をストレートに案内することを図りました。主題も、認識観・存在観・実践観という基幹的三部門に絞しぼることにしました。

　著者は、新書という制約を自覚するにつけ、なるべく簡略にしかもわかりやすく書こうと心がけましたが、程度を下げることはしなかったつもりです。第一章における「として（等値化的統一）」についての説明のごときは既刊のどの拙著よりも本書での論述が最も本格的と言えようかと思います。また、第三章での「実践的価値」論のごときは、素描ではあれ、著者としては初めて開陳する運びとしたものです。この意味において、本書は決して既刊の拙著の〝通俗ダイジェスト版〟といった代物ではありません。固有の価値をもつものと自分では信じます。

　何分にも、しかし、簡略な叙述ですから、関説すべくして割愛した論件が数々あり、また、敷衍すべくして省略した論点や論理に空隙を残している論脈も二三に留まりません。

　この欠陥を埋め、〝著者の見解〟をより十全に理解していただくためにも、好意ある読者には別著を併せて読んで下さるようお願いしたいと念います。――著者はこれまでにかなりの数の著作を世に問うておりますので、漠然と別著の参看をお願いしただけでは意が通じ難いことかと虞れ、稍々具体的に誌しておきます。いずれも店頭で入手可能なものです。

　第一章に関しては、総じて『存在と意味』第一巻（岩波書店）を繙読していただけると幸いです。認識論の課題状況については『世界の共同主観的存在構造』（勁草書房）の第一部、序章および第一章が鳥瞰に便利であり、判断論の学説史的展開・諸説の検討と卑見の大綱については同書第二部の第二章が便利です。また、弁証法ひいては論理構築という問題については『弁証法の論理』（青土社）、言語がらみの諸問題については『もの・こと・ことば』（勁草書房）によって補っていただきたいと念います。

　第二章に関しては、総じて『事的世界観への前哨』（勁草書房）の第二部の参照をお願いします。本書では割愛した時間論については同書の第三部第一章によって補っていただけると幸いです。科学論がらみの諸問題については『科学の危機と認識論』（紀伊国屋書店）、相対性理論の認識論的・存在論的な分析については『相対性理論の哲学』（勁草書房・新版）で主題的に論じてあります。

　第三章に関しては、目下最終的な原稿の仕上げに従事している『存在と意味』第二巻といずれ併せて読んでいただきたいのですが、既発表の拙論としては雑誌『思想』（岩波書店発行）の一九八六年五月号から八八年三月号までの期間内に全九回に亙って分載した「役割理論の再構築のために――表情現相・対人応答・役割行動――」を繙読ねがいたいと念います。身心問題については本年夏に公刊予定の『身心問題』（青土社）で主題的に論じます。また、物象化論についてはとりあえず『物象化論の構図』（岩波書店）の参看をお願いしておきます。

　尚なお、著者の歴史観については『生態史観と唯物史観』（講談社学術文庫）、著者の思想的立場については『新左翼運動の射程』（在名古屋の書肆　ユニテ刊）、西田哲学や三木哲学に対する著者の視角については『〈近代の超克〉論――昭和思想史への一断章――』（講談社学術文庫）中の当該個所を御覧ねがいたいと念います。

　もし、一冊だけにしぼって挙げるよう要求される場合には、前掲の『存在と意味』第一巻、ないし、概括的な『世界の共同主観的存在構造』を挙げることにします。

　本書が成るに当っては、岩波書店編集部の伊藤修氏にひとかたならぬお世話になりました。私事に亙りますが、氏は今を去る二十余年前、『思想』編集者として著者をデビューさせて下さった方です。その同氏が、今般は新書部門に在籍しておられ、岩波新書創刊五十周年、新赤版初回のラインナップに加えて下さいました。本書がその恩義に聊かでも応え得ているか、省みて忸じく怩じたるものがありますが、誌して感謝の微衷を申し述べます。

　伊藤氏には、本書が読み易くなるよう数多くの貴重な提言を賜ったうえ、各節内部の小見出しを起案して下さったことをはじめ、筆紙に尽しがたい芳志を忝うしました。折角の御高配の相当部分を返上し、我執を押通した非礼、今更のように寛恕を乞いつつ筆を擱きます。

　江湖において本書が哲学入門書としての実を挙げんことを祈念しつつ。

一九八八年正月

廣　松　　渉
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〈本著作物について〉にもどる


岩波新書新赤版一〇〇〇点に際して
　ひとつの時代が終わったと言われて久しい。だが、その先にいかなる時代を展望するのか、私たちはその輪郭すら描きえていない。二〇世紀から持ち越した課題の多くは、未だ解決の緒を見つけることのできないままであり、二一世紀が新たに招きよせた問題も少なくない。グローバル資本主義の浸透、憎悪の連鎖、暴力の応酬──世界は混沌として深い不安の只中にある。
　現代社会においては変化が常態となり、速さと新しさに絶対的な価値が与えられた。消費社会の深化と情報技術の革命は、種々の境界を無くし、人々の生活やコミュニケーションの様式を根底から変容させてきた。ライフスタイルは多様化し、一面では個人の生き方をそれぞれが選びとる時代が始まっている。同時に、新たな格差が生まれ、様々な次元での亀裂や分断が深まっている。社会や歴史に対する意識が揺らぎ、普遍的な理念に対する根本的な懐疑や、現実を変えることへの無力感がひそかに根を張りつつある。そして生きることに誰もが困難を覚える時代が到来している。
　しかし、日常生活のそれぞれの場で、自由と民主主義を獲得し実践することを通じて、私たち自身がそうした閉塞を乗り超え、希望の時代の幕開けを告げてゆくことは不可能ではあるまい。そのために、いま求められていること──それは、個と個の間で開かれた対話を積み重ねながら、人間らしく生きることの条件について一人ひとりが粘り強く思考することではないか。その営みの糧となるものが、教養に外ならないと私たちは考える。歴史とは何か、よく生きるとはいかなることか、世界そして人間はどこへ向かうべきなのか──こうした根源的な問いとの格闘が、文化と知の厚みを作り出し、個人と社会を支える基盤としての教養となった。まさにそのような教養への道案内こそ、岩波新書が創刊以来、追求してきたことである。
　岩波新書は、日中戦争下の一九三八年一一月に赤版として創刊された。創刊の辞は、道義の精神に則らない日本の行動を憂慮し、批判的精神と良心的行動の欠如を戒めつつ、現代人の現代的教養を刊行の目的とする、と謳っている。以後、青版、黄版、新赤版と装いを改めながら、合計二五〇〇点余りを世に問うてきた。そして、いままた新赤版が一〇〇〇点を迎えたのを機に、人間の理性と良心への信頼を再確認し、それに裏打ちされた文化を培っていく決意を込めて、新しい装丁のもとに再出発したいと思う。一冊一冊から吹き出す新風が一人でも多くの読者の許に届くこと、そして希望ある時代への想像力を豊かにかき立てることを切に願う。
（二〇〇六年四月）　
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